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報告書の利用についての注意・免責事項 

 

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、

調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調

査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを

保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としてお

り、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本

報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具

体的な法的助言を別途お求め下さい。 

 

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生

的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法

行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負

いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされてい

ても同様とします。 
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1.1 西アフリカ地域の概況 
 

 本報告書では、西アフリカ地域の特定の国における模倣品の現状を明らかにする。調査対象国

は、ベナン共和国、ブルキナファソ、コートジボワール共和国、ガーナ共和国、ナイジェリア

連邦共和国、トーゴ共和国である。 

本報告書で明らかにするように、様々な要因によ

って模倣品の違法な取引が行われている。 

アフリカにある 55 の国家は、開発途上国、内陸

国、後発開発途上国、小島嶼開発途上国に分類さ

れる1。それぞれの分類ごとに課題があり、この

地域の国々の貿易に関する対応や貿易への関わり

に影響を与えている。より具体的に言えば、ある

国の内外における市場構造、輸送システム、商品

の流通などは、地理的要因の影響を大きく受け

る。例えば内陸開発途上国（LLDC）は海へのアク

セスがなく、地理的に国際市場から離れており、

開発上の制約となっている2。 

                                                           
1 国連貿易開発会議（United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)） (2021). Division 
for Africa, Least Developed Countries and Special Programmes | UNCTAD, 2021 年 1 月 28 日以下 URL から

取得。 
https://unctad.org/about/organization/division-africa-least-developed-countries-and-special-programmes 
2 Kituyi, M (2021) UNCTAD Productive Capacities Index: Focus on Landlocked Developing Countries.  
 https://unctad.org/webflyer/unctad-productive-capacities-index-focus-landlocked-developing-countries; アク

セス日：2021 年 2 月 8 日；小島嶼開発途上国一覧、https://unctad.org/topic/landlocked-developing-
countries/list-of-
LLDCs#:~:text=%20List%20of%20Landlocked%20Developing%20Countries%20%201,30%20Uzbekistan%2031%
20Zambia%2032%20Zimbabwe%20More アクセス日：2021 年 2 月 8 日 

図 1 西アフリカの地図 出典： Nations Online 
Project 2020. 

図 2 西アフリカの経済成長予測 2018-2019 出典：アフリカ開発銀行 
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この地域の LLDC 諸国は物品の輸送を隣接する沿岸諸国の影響を大きく受けており、沿岸国

からの輸送システムは未整備であることが多く、さらには通関業務の効率も悪い3。  

西アフリカ地域が重要な貿易地域であり、アフリカ大陸の主要経済圏であるとともに、最も

急速な成長を遂げている経済圏であることは間違いない。西アフリカ地域にはアフリカ連合

が認める 8 つの地域経済共同体（REC）のうちの一つがある。新型コロナウィルスの大流行

が世界経済を混乱に貶めるまでは、西アフリカ地域は著しい成長のポテンシャルを有すると

されていた。 

「西アフリカ」と定義される地域は、約 17 の国から成る4。これらの国のほとんどはフラン

ス語圏である。最大の地域経済共同体は、西アフリカ諸国経済共同体（Economic Community 
for West African States, 「ECOWAS」）5である。他の REC には、西アフリカ経済通貨同盟

                                                           
3 UNCTAD, 前掲注 3。 
4 One World - Nations Online. https://www.nationsonline.org/oneworld/map/west-africa-map.htm アクセス

日：2021 年 2 月 8 日 
5 ECOWAS は、ベナン、ブルキナファソ、カボベルデ、コートジボワール、ガンビア、ガーナ、ギニ

ア、ギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、シエラレオネ、トーゴ

で構成され、ラゴス条約により 1978 年 5 月 28 日に設立された。  

図 3 (i) ECOWAS 諸国の地図出典： Brookings Institution; (ii) WAEMU 加盟国の地図 出典： Sahel and West Africa Club 
Secretariat. 
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（West African Economic and Monetary Union, WAEMU/UEMOA)などがあり、これにはベナン、

ブルキナファソ、コートジボワール、ギニア・ビッサウ、マリ、ニジェール、セネガル、ト

ーゴを含むフランス語圏の諸国が加盟している。WAEMU 加盟国の多くは、ECOWAS にも加

盟している。 

さらに知的財産保護制度は、主に英語圏の国のためのアフリカ広域知的財産機関（African 
Regional Intellectual Property Organisation, 「ARIPO」）と主にフランス語圏の国のためのアフ

リカ知的財産機関（Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle / African Intellectual 
Property Organisation, 「OAPI」）の二つの地域的な出願制度の影響を大きく受けている6。こ

の二つの機関の最も顕著な違いは、条約の承認によって OAPI の業務が加盟 17 カ国すべて

を自動的に拘束し、単一の出願が機関全域で認定される。一方、ARIPO では、各知財権が承

認されるためには個々の協定への加盟が必要とされ、出願する国を指定する必要があるとい

う点である。ARIPO に加盟している西アフリカ諸国には、ガンビア、ガーナ、リベリア、シ

エラレオネがある。アフリカで最大の経済国で二番目に大きい市場であるナイジェリアは、

ARIPO に加盟していないが、国境を越えた模倣品の取締りにおいて協力関係を強化する必要

がある。  

地域統合という点で協力関係の変化を目に見えるようにする最も重大な動きは、2018 年 3
月 12 日にルワンダのキガリで設立されたアフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）の稼働だろう
7。AfCFTA は、現在重複している多様なアフリカの REC を調和させて、単一の自由貿易市場

を創設するための取り組みの集大成である。これまでに 55 のアフリカ諸国のうち 54 カ国

が 2021 年 1 月 1 日に開始された条約に調印している8。  

  

                                                           
6 ARIPO は 1976 年 12 月 9 日の「ルサカ協定」に関連して設立され、2020 年にモーリシャスが加盟

し、現在の 20 か国で構成される。OAPI は 1977 年 3 月 2 日の「バンギ協定」に関連して設立され、 
17 カ国で構成される。 
7 アフリカ大陸自由貿易圏協定（AfCFTA）。Agreement Establishing the African Continental Free Trade 
Area | African Union (au.int) アクセス日：2020 年 12 月 9 日 
8 World Economic Forum in Collaboration with Deloite (2021), Connecting Countries and Cities for Regional 
Value Chain Integration: Operationalizing the AfCFTA. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Regional_Value_Chain_Integration_Automotive_Case_Study_2021.pdf at page 14 
アクセス日：2021 年 2 月 9 日  
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図 4 AfCFTA の批准状況 出典： Trade Law Centre (Tralac) 
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図 5 AfCFTA 協定の概要  出典：Trade Law Centre (TRALAC) 

この新しい地域統合制度は、知的財産権に関する議定書をはじめとする 6 つの議定書で構成

される9。AfCFTA の知的財産権に関する議定書の原案は、知的財産権の権利行使に関してア

フリカ大陸で行われている地域協力の取り組みを統合し、ARIPO 及び OAPI という二つの地

域機関による取り組みを支えるものとなることを目指している。最も重要なことは、AfCFTA
の枠組みが、模倣品の違法取引の取り締まりにおける国境を越えた協力を強化しなければな

らないことである。  

                                                           
9 フェーズ 1 では、商品の取引、サービスの取引及び紛争解決に関する規則及び手続（紛争解決）を

中心に取り上げられた。フェーズ 2 では、競争、知的財産、投資などの議定書に着目している。アフ

リカ連合の優先業種には、ビジネスサービス、コミュニケーション、金融サービス、観光、輸送が含

まれる。“African Continental Free Trade Area: Questions and Answers”, African Union and United Nations 
Economic Community for Africa,  36085-doc-qa_cfta_en_rev15march.pdf (au.int)    
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各国の模倣品対策は一般に法律や運用が未整備な状況にあり、加えて様々な社会経済的要因

など複数の理由により、模倣品対策の実行が難しい。権利者が事業しやすい環境の整備に向

けて前向きに進展しているものの、ナイジェリアのような主要市場がまだ模倣対策法を制定

していない10 。そのため通常は、知的財産権所有者は積極的にかつ工夫を凝らして対応して

いかなければならない。西アフリカ地域の国々では、特定の部門や産業及び特定の商品の規

制を所管する政府や規制機関と協力することが、違反行為者や模倣品提供者に対して知的財

産権を行使する上で有効であることが明らかになっている。こうした機関の業務は、知的財

産権の保護を主な業務としている訳ではないが、知的財産権侵害者による違法な取引を取り

締まる上で重要な役割を果たしている。こうした政府や規制機関のいずれが関与するかは、

製品の種類や関係する産業によって各国の体制や事例により対応が異なる。しかし、汚職・

腐敗との闘いに取り組む国際非政府組織のトランスペアレンシー・インターナショナル

（Transparency International）によれば、汚職は引き続きこの地域における知的財産権保有者

の権利行使及びこの地域の国々の経済成長にとっての最大の課題となっている11。 

国境を越えた組織犯罪に関する地域的な協力手段は一般に INTERPOL のシステムが中心とな

っている。INTERPOL は警察組織の地域長官を通じてアフリカの 6 地域での国境を越えた調

査を調整している12。本報告で調査の対象となった市場は、西アフリカ警察長官委員会

                                                           
10 ナイジェリアは最近になって新しい独占禁止・消費者法を制定した。Abayomi, W (2019, March 21) 
The Federal Competition & Consumer Protection Act, . Federal-Competition-and-Consumer-Protection-Act - 
KPMG Nigeria (home.kpmg). https://home.kpmg/ng/en/home/insights/2019/03/Federal-Competition-and-
Consumer-Protection-Act.html. アクセス日：2020 年 12 月 を参照。 
11 SWAC (2017, February 16) Corruption remains a key challenge for West Africa, West Africa Brief, West Africa 
Brief http://www.west-africa-brief.org/content/en/corruption-remains-key-challenge-west-africa アクセス

日：2020 年 12 月 9 日 
12 ENACT Enhancing Africa’s response to transnational organized crime: Online African organized crime from 
surface to darkweb, , INTERPOL & Institute for Security Studies, 

図 6 西アフリカにおける汚職・腐敗統計 ：出典： Transparency International 
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（West African Police Chiefs Committee、「WAPCCO」）の一部である。さらに 2010 年には、

地域協力の能力強化を目的に、欧州連合が INTERPOL に資金を提供し、西アフリカ警察情報

システム（West African Police Information System、「WAPIS」）と呼ばれる ECOWAS 加盟国と

モーリタニアの警察情報システムの開発・運用が開始された13。WAPIS プログラムは、15 の

西アフリカ諸国のそれぞれの国内で一元化された電子警察データベースであり、ECOWAS 下

での地域データ共有プラットフォームに接続されている14。 

2017 年 5 月 15 日から 6 月 17 日にかけて INTERPOL が行った「Operation Heera」と呼ばれる

地域作戦では、ベナン国内で違法な医薬品 420 トン以上が押収された。同作戦には、ベナ

ン、ブルキナファソ、コートジボワール、マリ、ニジェール、ナイジェリア、トーゴの 7 か

国の警察、税関、保健規制機関からの当局者約 1,150 人が関与した。INTERPOL は市場、店

舗、薬局、倉庫、車両及び違法な工場にレイド（捜査）を行い、その結果、約 2,180 万米ド

ル相当の違法な医薬品 4,100 万錠及び 13,000 箱以上が押収された。押収品には、健康サプ

リ、植物製剤、鎮痛剤、抗生物質、抗マラリア薬、ビタミン、ミネラルサプリメント、印刷

機、包装装置などであった15。 

 

1.2 範囲及び目的 
本報告書の目的は、調査対象国の市場、社会経済的背景、インフラ、模倣品の取引を可能に

する環境、法的及び執行の構造、利用できる民事的救済措置及び刑事的救済措置について、

可能な限り明らかにすることである。  

本報告書では、次の事項を取り上げる。 

〇調査対象国の環境並びに知的財産保護に関する法制度 

〇調査対象国における模倣品流通経路 

〇調査対象国において模倣品が販売されている主要市場 

〇調査対象国の知的財産保護に関する法的枠組み及び権利行使のメカニズム 

・民事上の権利執行及び救済措置 

・刑事上の権利行使及び救済措置 

・行政上／規制上の権利行使及び救済措置 

                                                           
https://www.interpol.int/es/content/download/15525/file/Online%20African%20Organized%20Crime%20fro
m%20Surface%20to%20Darkweb-17.08.2020.pdf. アクセス日：2020 年 7 月 
13 INTERPOL/ECOWAS, (2015) The West African Police Information System, 以下 URL にアクセス West African 
Police Information System launched by INTERPOL.. 
14 Yansaneh, M. (2017, June) Police cooperation within ECOWAS: The West African Police Information System -
WAPIS”, 10, Strengthening regional cooperation against drug trafficking and organised crime in West Africa, 
UNODOC/ECOWAS Newsletter, Issue 2,. LAST-newletter-ENG-2017.pdf (unodc.org). アクセス日：2021 年 1
月 16 日 
15 INTERPOL Hundreds of tonnes of illicit medicines seized in African operation. Interpol.int. (2021).  
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2017/Hundreds-of-tonnes-of-illicit-medicines-seized-in-
African-operation.アクセス日：2021 年 1 月 28 日 
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〇他の関連情報 

本報告書では、可能な限り西アフリカ諸国の国内及び相互における日本由来の模倣品の違法

取引の実態を明らかにすることを意図している。本報告書では日本の次の製品を中心に取り

上げている。 

〇自動車部品：オイルフィルター、エンジンフィルター、スパークプラグ、ブレーキパ

ッドを含む。 

〇家電用品／電気部品：リチウム電池、充電池、電卓、DVD プレーヤー、ゲーム機器、

冷蔵庫、洗濯機を含む。 

〇事務用機器：インクカートリッジ、文房具を含む。 

〇アパレル／服飾／腕時計：衣料品、靴、腕時計、アクセサリーを含む。 

〇スキンケア製品／化粧品：スキンローション、スキンクリーム、リップクリーム、仕

上げ用化粧品、ボディクリーム、衛生製品を含む。 

〇医薬品：処方薬、市販薬を含む。 

〇楽器／オーディオ機器：弦楽器、打楽器、スピーカー、マイク、アンプを含む。 

こうした市場における模倣活動との闘いに一般に用いられている法の執行方法は、主に三つ

ある。 

(a) 民事訴訟 
(b) 刑事訴訟 
(c) 行政／規制関連の措置 

したがって本報告書は、官民の両部門にとって有益となることを意図している。また法執行

機関が、模倣品の取引との闘いに関する戦略を設計する際の指針となり、西アフリカ地域の

加盟国の各政府、特に本報告書で評価対象とした関連市場が協力を拡大するためのプラット

フォームとして用いることができるものとすることを意図した。さらに知財実務家が市場に

関する情報収集を行い、権利行使のプロセスを知るための道具として本報告書が利用される

ことも想定している。 

また本報告書は、日本の企業や政府が模倣品提供者の事業の動きや違法な商品を原産地から

西アフリカの各市場へと移動させる方法について理解するうえで役立つものとなるはずであ

る。従い、模倣品が一般市場やスーパーマーケットの店舗に辿り着く前にこれを追跡し、差

し押さえることに貢献するはずである。 

さらに本報告書は、知的財産権所有者が模倣活動という犯罪との闘いにおいて利用できる民

事、刑事又は行政／規制上の措置という点において、この地域での模倣品と闘うための法制

度について理解する上でも役に立つだろう。重要であるのは、各国の法律の理論上の規定を

超えて提供されている実用的な情報である。読者はこの地域における模倣品の流れに影響を

与える地域的な意味合いや模倣との闘いに関連する課題、そしてそれに打ち勝つための実際

的な戦略の内容を理解することができるはずである。 
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1.3 調査方法  
入手可能な公開・非公開の情報源から入手したデータを基に行い、調査項目ごとに調査結果

を示す。可能な場合には、関連市場にある主要な貿易センターで簡単な面談調査と実地調査

を行い、机上の研究を補完するとともに、販売されている模倣品など、タイムリーに情報及

び証拠を提供する。 

評価は、一次情報源・二次情報源、公開情報源・非公開情報源など、複数の情報源を基にし

ている。本報告書で用いている公開情報源には、市民社会のような公的部門の各種団体、国

際組織、研究機関、弁護士、学識者、シンクタンク、法執行機関、規制機関、民間部門から

のニュース、書籍、記事、報告書が含まれる。公式の統計やデータが確認できた際にはこれ

らを使用し、またこれを他の情報源に優先した。新しい視点を得るため、貿易の中心地にお

ける実地調査、規制機関や法執行機関の当局者と連携し、実地調査を行った。 

本報告書がユーザーにとって理解しやすく、それぞれの用途に役立つものとなることを願

う。 
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２．各国・都市の紹介 
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2.1 ベナン共和国   

2.1.1 はじめに 

ベナン共和国はかつてダホメの名で知られたフラ

ンスの旧植民地であり、19 世紀後半から 1960 年ま

でフランス領であった。植民地化されるまでは、

現在の同国領域はいくつかの独立したアフリカ人

の強力な王国が集まっていた。ベナンの首都はポ

ルトノボだが16、主要港を有する最大都市コトヌー

が経済活動の拠点である17。ベナンはその政治的安

定性と民主主義で知られている。ベナンの海岸部

はかつて奴隷海岸と呼ばれ、ここから地元民が大

西洋を越えて奴隷として船で送られ売られていっ

た。ベナン経済は、主として綿を輸出する農業を

主体とし、またナイジェリアとの非公式な再輸出

および通過貿易にも依存している18。世界銀行によ

れば、ベナンは貧困の蔓延と一人当たりの経済成

長率が停滞している（2008 年から 2018 年の期間の

平均は、わずか 1.5％）。経済の多角化、透明かつ

堅実な財政政策、資源分配が公平に行われる進歩

的な経済計画が実現すれば、経済全体の成長を導

き、貧困と闘うことも可能となるだろう19。 

2.1.2 国土の状況 

ベナンは西がトーゴ、東はナイジェリア、北西は

ブルキナファソ、北東はニジェールと接してい

る。ベナンは大西洋ギニア湾から北に向けて 675 キ

ロメートルにわたって細長いくさびのような形状を

している。ニジェールとはニジェール川をはさんで国境を接している20。 

ベナンは次の五つの自然地域に分類／分割できる。 

I. 潟湖（せきこ・ラグーン）で囲まれた幅 2 キロメートルから 5 キロメートルほどの砂

質の沿岸部 

II.「La Terre de barre」と呼ばれる湿地性の台地地帯 

                                                           
16 1990 年ベナン共和国憲法第 1 条。 
17 ブリタニカ百科事典、ベナン共和国 http://www.britannica.com/place/Benin から 2021 年 1 月 18 日引

用。 
18 World Bank Benin Country Profile, Retrieved from: Benin Overview (worldbank.org) .  
19 World Bank, 脚注 18  
20 ブリタニカ百科事典、脚注 17。 

図 7 ベナン地図  出典： World Atlas Map 2020 



 
 

20 
 

III. アボメー北部からアタコラ山脈のふもとへ伸びる樹木の茂るサバンナを含むシリカ

粘土質の台地   

IV. 標高 500 メートルから 800 メートルで、ベナンとニジェール共和国の貯水池のある

北西部アタコラ丘陵地帯21  

V. 広大で肥沃なシリカ粘土質のニジェールの平野地帯 

 

気候面では「北部」と「南部」の二つの気候帯がある。南部地帯は雨季と乾季のある赤道気

候である。西へ行くにつれて降水量は増え、コトヌーとポルトノボの年間降水量は 50 イン

チ程度である。北部の気候は乾季と雨季が一度ずつある。アタコラ山脈とベナン中部では年

間降水量は 53 インチに及ぶが、さらに北へ行くとおよそ 38 インチまで減少する。乾季に

は 12 月から 3 月にかけて「ハルマッタン」という北西の湿度の低い埃を含んだ熱風が吹く
22 。 

2.1.3 政治体制 

現在の同国の政治的枠組みは「大統領を元首とする民主共和国」で、ベナン大統領が国家元

首であり政府の長である23。ベナン国憲法には、複数政党制が規定されている24。憲法によ

れば、大統領は絶対多数の一般投票で直接選出され、任期は五年間で、二期目にも出馬する

資格を有する25 。アフリカ連合の記録によれば、同国の現大統領はパトリス・タロン氏であ

る26。行政権は政府にあり、立法権は政府および立法府／議会にあり、司法権は行政および

立法府からは独立している。立法府は四年任期の国会議員で構成され、議員は再選可能。ベ

ナン議会は「国民議会」と呼ばれ、立法の承認と政府の活動の監視を目的とする27 。 

ベナンの司法制度は、調停裁判所と第一審裁判所、控訴裁判所、最高裁判所と階層化してい

る。また、法の合憲性を判断する憲法裁判所、商事裁判所、および商事控訴裁判所もある。 

アフリカ大陸のガバナンスの状態を包括的に測定するアフリカガバナンスのイブラヒム指数

の 2020 年版によれば、大統領を元首とした民主共和制は効率的に運営されており、ベナン

はアフリカで最も安定した民主主義国のひとつとみなされている。ベナンは安全と法治、お

よび参加と人権の項目において、アフリカの 54 か国中 13 位と 11 位にそれぞれ位置づけら

れている28。（「参加」の意味するところは、引用文献を参照願う。） 

                                                           
21 Facts About the Republic of Benin: Official Document. Africa.upenn.edu. (2021). Retrieved 28 January 2021, 
from https://www.africa.upenn.edu/Country_Specific/benin_EDoc.html.  
22 ブリタニカ百科事典、脚注 17。 
23 Articles 41 and 54 of the Constitution of the Republic of Benin, Constituteproject.org. (2021). Retrieved 28 
January 2021, from http://www.constituteproject.org/constitution/Benin_1990.pdf?lang=en. 
24 Articles 5 and 6, Constitution of the Republic of Benin.  
25 Articles 42, 43, 45, Constitution of the Republic of Benin. 
26 African Union Republic of Benin,. Retrieved 2021, January 28 from 
https://www.au.int/en/countryprofiles/republic-benin. 
27 Article 79, Constitution of the Republic of Benin.  
28 " 2020 Ibrahim Index of African Governance (2021) MO Ibrahim Foundation. Retrieved 2021, February 02 
from https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-11/2020-index-report.pdf  
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下図はモ・イブラヒム財団によるアフリカ 54 か国中におけるベナンのガバナンスの取り組

みと順位の指標である。 

 

 

 

 

 

図 8 ベナンの説明義務および透明性指数 出典：モ・イブラヒム財団（2021 年） 

図 9 ベナンの法治と司法指数 出典：モ・イブラヒム財団（2021 年） 
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2.1.4 人々と社会  

2020 年時点のベナンの人口は約 1,200 万人と推計されており29、 25 歳未満が 65％の若い国

である30。同国の種族は、建国以降各々にベナンに定住した 42 の民族集団で構成されてい

る。主な部族は四つで31、フォン族とその同族集団が 38.4％、アジャ族 15.1％、ヨルバ族

12％、バリバ族 9.6％を占めている32。ナイジェリアのヨルバ族の血縁であるヨルバ族は、

主にベナン南東部に居住し、ベナンの人口の約 8 分の 1 を占める33。憲法第一条によれば公

用語はフランス語であるが、主要の現地語はフォン語とヨルバ語である34。 宗教はほとんど

がイスラム教徒、キリスト教徒、ブードゥー教徒、伝統的な信仰である35。 

2.1.5 経済状況 

 

 

独立以来、ベナンの経済成長と開発は、主にフランスおよび国際機関による外部からの支援

に依存していた。この支援の結果、経済不振は緩和し、人口の大部分の生活水準が向上し

た。1975 年、当時の軍事政権が「社会主義原理」に則って経済の立て直しとフランスへの

経済依存の軽減を試みた。その結果、経済のほとんどの部門が国営化され、ベナンの近隣国

に加えて社会主義国との経済関係が構築された。1980 年代初頭までには経済は立て直さ

れ、それに伴い、フランスのベナン経済への貢献度は低下し、少なくともデータ上では同国

の能率と多様性は向上した。しかし実態は、腐敗は依然として残り、経済も改善されていな

かった。 

 

                                                           
29 Benin Population 2020 (Live) - World Population Review. Available at 
https://worldpopulationreview.com/countries/benin-population. Accessed on 2 November 2020. 
30 CIA: the World Factbook. (2021, January 18) Benin-People & Society. Retrieved from, 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/benin/.  
31 World Atlas Project (2017, April 25) Major Ethnic Groups of Benin– . Available at 
https://www.worldatlas.com/articles/major-ethnic-groups-of-benin.html 
32 CIA World Factbook, 脚注 30. 
33 Ethnic groups - Benin - farming - Encyclopedia of the 
Nations.https://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Benin-ETHNIC-GROUPS.html. 
34CIA World Factbook, 脚注 30. 
35CIA World Factbook, 脚注 30. 

国 ベナン    
年 2016 2017 2018 2019 

GDP 成⾧率 3.34% 5.67% 6.69% 6.87% 

一人当たり GDP 
(米ドル) 

1,087,288 1 ,136,593  1,240,829 1,219,433 

実質 GDP 3.30% 5.70% 6.70% 6.91% 
インフレ率 -0.794% 1.769% 0.849% -0.916% 

表 1 ベナン経済（2016-2019） 出典：国際通貨基金 
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社会主義政権の転覆後、ベナンでは多くの非効率な産業が民営化された。製造業の大半は、

農産物の加工と消費財の輸入代替産業に改革された。ベナンは近隣国との取引関係を維持

し、中でもナイジェリアはベナン経済の成長に大きな影響力を有している。ベナン経済はナ

イジェリアとの非公式な再輸出および通過貿易に過度に依存しており、現在 GDP のおよそ

20％を占めると推計される36。そのため、世界銀行によるとナイジェリアはベナンの主要な

経済パートナーである37。 

ベナンの主要なインフラであるコトヌーにある水深の深い港の稼働率は低い。この港は、ニ

ジェール共和国の海の玄関口として、またナイジェリアにとって補助的な港としての役割を

果たしており、有効に活用することができれば関税で利益をあげることができる可能性を有

する。ベナンは熱帯の国で、綿花、ヤシ油、原油、ヤシ製品、ココアを多量に輸出してい

る。独立後、フランスが主要な輸出相手国であったが、ブラジル、ポルトガル、モロッコ、

リビアなどとの貿易も伸びている。 

  

                                                           
36 世界銀行（2020 年 10 月 2 日）ベナンにおける世界銀行、ベナン概要(worldbank.org)。 
37 世界銀行、脚注 36。 

全食品
38%

原材料農産物
28%

鉱石および金属
17%

燃料
9%

加工品
4%

その他
4%

図 10 2019 年の主要輸出品 出典：UNICTAD 

図 11 2019 年の FDI 流入 （総流入額 2 億 3019 万米ドル、流出額 3154 万米ドル）出典： UNICTAD 
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2.1.6 交通システム 

多くのアフリカの発展途上国と同様、ベナン共和国もインフラが不足している。大部分が二

車線の舗装道路が二ヵ所ある。一つは、トーゴとの国境からコトヌーを抜けポルトノボ近郊

を経由しナイジェリアとの国境まで続く、ギニア湾沿岸を走るルート。もう一方は、コトヌ

ーから北へ向かい、アボメーやダサ・ズメ近郊を経由し、北部のパラクーへと続く。パラク

ーからニジェール国境へ向かう道路やアボメー近郊からブルキナファソ国境へ向かう道路は

未舗装で、雨季はほぼ通行が不可能となる38。2006 年の報告によれば、国内の道路

16,000km のうち舗装済なのは 1,400km のみである39。 

コトヌーとパラクー間には鉄道が敷設されている。海岸沿いにもう一本鉄道があるが、トー

ゴやニジェールの国境に達していない。沿岸でつながっている礁湖は、「ピローグ」と呼ば

れる小舟で航行可能である。ウェメ川、クッフォ川、モノ川は小舟で数十マイル航行可能で

ある。ベナン唯一の港はコトヌーにある。コトヌーにある国際空港はベナンとアフリカ諸国

およびヨーロッパをつないでいる。国内線もわずかながら運行している40。 

 

 

  

                                                           
38 ブリタニカ百科事典、ベナン共和国ベナン－経済|ブリタニカから 2021 年 1 月 20 日引用。 
39 CIA ワールドファクトブック、脚注 30。 
40 ブリタニカ百科事典、脚注 17。 
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2.2 ブルキナファソ 

2.2.1 はじめに 

ブルキナファソ（ブルキナベ）はフランスの旧植民地で、1960 年 8 月 5 日に上ヴォルタと

して独立した。新しい国名「ブルキナファソ」は、主要部族の言語で「清廉潔白な人々の

国」を意味する41 。首都および官庁所在地は国土の中央にあるワガドゥグである。ワガドゥ

グは地元の言葉で「名誉と尊敬を得られるところ」を意味する「ウォゴドゴ」のフランス語

表記である42。アフリカ連合によると、現在の元首はロック・マルク・カボレ大統領、政府

の長はクリストフ・ダビレ首相である43。 

公用語はフランス語で、主要部族であるモシ族の言語であるモシ語は、一般的ではない。貿

易では主にディウラ語が使用されている。同国は正貨準備高（金等の保有高）と綿生産で知

られている44。 

2.2.2 国土の状況 

ブルキナファソは内陸国で、国土がおよそ

274,200 平方キロメートルで、そのうち

273,800 平方キロメートルが陸地、約 400
平方キロメートルが水域である45。ベナン

共和国、コートジボワール、ガーナ、マ

リ、ニジェール、およびトーゴと国境を接

している46。広大な高原に位置し、その地

理的特徴は、北部は草で覆われており、南

へ行くにしたがってまばらな森林に変わる

サバンナである47。 

ブルキナファソの気候は晴天が多く、気温

は高く、湿度は低い。二つの主要な気候帯

があり、北部のサヘル地帯は半乾燥のステ

ップ気候で、3 か月から 5 か月にわたり不

                                                           
41 Dresch Jean, (2021, January 5) Burkina Faso, Encyclopaedia Britannica  
https://www.britannica.com/place/Burkina-Faso  
42 The Odora.com (2020, January) Burkina Faso 
https://theodora.com/wfbcurrent/burkina_faso/burkina_faso_government.html 
43 African Union (2020) Burkina Faso https://au.int/en/countryprofiles/burkina-faso 
44 United Nations Economic Commission for Africa (2021) Burkina Faso, Country Profile, Retrieved 10 
December 2020 https://www.uneca.org/archive/pages/burkina-faso.   
45 CIA World Factbook (2021, January 22) Burkina Faso,. https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/burkina-faso/  
46 CIA World Factbook, 脚注 45 
47 Encyclopaedia Britannica, 脚注 41 

図 12 ブルキナファソの地図 
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規則に降雨がある。南部のスーダン地方は北部に比べ寒暖差が激しく、降雨は不安定かつ降

水量は多く、雨季と乾季のある熱帯性の気候である48。 

2.2.3 政治体制 

ブルキナファソは大統領を有する共和制民主主義国で、非宗教的単一政府制度である。憲法

は大統領を国家元首、首相を政府の長と規定している49。地方政府は、ブクル・デュ・ムウ

ン、カスカード、中部、中東部、中北部、中西部、中南部、東部、上流域、北部、中央大

地、サヘル、南西部の 13 の区域がある。  

大統領は普通選挙権を持つ有権者による平等な直接秘密選挙により選出され、任期は 5 年

で、一回に限り再選が認められている50。首相は憲法第 46 条により、国民議会の多数派か

ら大統領により指名される。大統領は首相の推薦に基づき内閣を指名する51。 

政府の立法機関は議会であり52、国民議会という一院制議会から成り、議席数は 127 であ

る。国民議会の議員は選挙で選出され、任期は 5 年。同国での直近の選挙は、2020 年 11 月

22 日に行われた。 

ブルキナファソは独立した司法組織を誇っており53、上位裁判所は、破毀（はき）院、最高

行政裁判所、憲法評議会（議長と 9 名の構成員からなる）で構成される。その他常設の裁判

所は控訴裁判所、高等裁判所（第一審裁判所）、地方裁判所、および労働、児童、未成年者

に関する専門裁判所と、村の（慣習）裁判所がある。裁判官の任命は、最高裁判所裁判官の

任命は大統領が行う。その他の裁判官の任命は、法務大臣および国民議会議長の推薦に基づ

き大統領が行う。裁判官の任期は 9 年で再任も可能である。 

次の図表は、モ・イブラヒム財団によるアフリカ 54 か国中におけるブルキナファソのガバ

ナンスの取り組みと順位の指標である。 

                                                           
48 ブリタニカ百科事典、脚注 41 
49 2015 年ブルキナファソ憲法第 36、46、63 条 
50 ブルキナファソ憲法第 39 条 
51 ブルキナファソ憲法第 46 条 
52 ブルキナファソ憲法第 78 条 
53 ブルキナファソ憲法第 124 条 
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図 13 ブルキナファソ アカウンタビリティ・透明性インデックス 出典：モ・イブラヒム財団 2021 

 

 

 

 

 

図 14 ブルキナファソの法の支配及び司法インデックス 出典： モ・イブラヒム財団 2021 
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2.2.4 人々と社会 

ブルキナファソの公用語はフランス語だが54、人口の大多数はスーダン語群の言語を使用し

ている55。2019 年のブルキナファソの人口は 20,321,370 人56。 民族構成は、モシ族 52％、

フラニ族 8.4％、グルマ族 7％、ボボ族 4.9％、グルンシ族 4.6％、セヌフォ族 4.5％、ビサ族

3.7％、ロビ族 2.4％、ダガラ族 2.4％、トゥアレグ／ベラ族 1.9％、ディウラ族 0.8％となっ

ている57。 

ブルキナファソは 13 の行政地方と 45 県に分割されている58。ワガドゥグ以外の主要都市は

ボボ・ディウラソ（南西部）、クドゥグ（中部）、バンフォラ（南西部）、テンコドゴ（東

部）、ワヒグヤ（北部）、およびファダ・ングルマ（東部）である。 

宗教は人口の半分以上がイスラム教徒であり、その他にローマ・カトリック教徒、アフリカ

伝統宗教信徒、無宗教がいる。 

2.2.5 経済状況 

国 ブルキナファソ    
年 2016 2017 2018 2019 
GDP 成長率 5.96% 6.20% 6.73% 6.87% 
一人当たり GDP 
(米ドル) 

688,250 734,994 813,097 786,896 

実質 GDP 成長率 6.00% 6.20% 6.80% 5.70% 
インフレ率 0.441% 1.483% 1.956% -3.233% 

表 2  ブルキナファソ経済（2016-2019 年） 出典：国際通貨基金 

 

ブルキナファソの経済基盤は脆弱で、経済構造変革や雇用創出に影響を与えている59 。農業

が雇用の 60％、GDP のほぼ 30％を占めている。一方で同国はアフリカ第 4 位の金産出国で

あり、綿の生産では世界第 13 位で、この二つが近年の経済成長の原動力である 60。2019 年

に生じた国内の安全保障問題を克服し、その後経済は回復を見せた。IMF によると、2018
年は主にサービスと鉱山部門および輸出に支えられた結果、実質 GDP 成長率は 6.8％を記録

した。また 2019 年の実質 GDP 成長率は 5.7％だった。しかし新型コロナウイルス流行の影

響により、2020 年の GDP 成長率は 2％に鈍化し、新型コロナウイルス流行の終息後に世界

                                                           
54 Article 35, Constitution of Burkina Faso. 
55 CIA World Factbook, 脚注 45 
56 The World Bank,(2021) Population total-Burkina Faso 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BF   
57 CIA World Factbook, 脚注 45 
58 Nations online (2021) Political Map of Burkina Faso 
https://www.nationsonline.org/oneworld/map/burkina_faso_map.htm  
59 Webber M, (2021) Jobs Diagnostic, Burkina Faso Overview and Suggestions for a Strategic Framework for 
Jobs. World Bank Group https://documents.worldbank.org/curated/en/435151544130430468/pdf/ACS22740-
REVISED-Burkina-Faso-Jobs-Diagnosis.pdf  
60 Nordea (2020, October) The Economic Context of Burkina Faso: Economic Indicators Retrieved from: 
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/burkina-faso/economical-context?vider_sticky=oui  
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経済が復調すれば、2021 年には 5.8％まで上昇するだろうと予想されている 61。2019 年の経

済はインフレ率が低下したことにより好調であった。これは 2019 年が豊作だったこと及び

遠距離通信の競争が激化したことで通信価格が下落したことによるものである6264.。しかし

IMF の世界経済見通し（2020 年 4 月）では、2020 年のインフレ率は 3.2％に上昇すると予測

されている。同国の財政赤字は 2019 年に西アフリカ経済通貨同盟（WAEMU）による GDP
の 3％の制限を下回っており、2020 年もこの状態が続くことが予想されている。  

同国の経済水準が低迷している要因は、電力を含むインフラ整備が遅れているためである。

同国は、経済の改善に向けた取り組みを行っている。例えば、マリとコートジボワールと協

同して、シカーソ、ボボ・ディウラソ、コロゴ地域で共同特別経済地域を開始した。 

ブルキナファソは国内外に大きなリスクを抱えている。国外のリスクは、国内経済が石油や

金、綿の価格の変動の影響を大きく受ける体質で、国内のリスクは、中期的な観点で公務管

理の現代化、財政の立て直し、基本インフラの整備及び社会部門への支出の増加、金融制度

の改革と産業部門の環境の改善の必要性に迫られている。さらに同国は、海外援助に極端に

依存しているため、債務超過のリスクが高いとみなされている。 

 

図 15 2019 年の主な輸出品 出典： UNICTA 

当局の概算によると、ブルキナファソから国外に移住した人は 750 万人におよび、そのう

ち約 400 万人がコートジボワールに居住している。この移住率の高さは、国外からブルキ

ナファソへの送金が経済成長の潜在的な要因となっている。2018 年、海外からブルキナフ

ァソへの送金額は 4 兆 3,300 万米ドル、GDP の 3％と推計されている。しかし、国外移住者

から同国への送金は投資よりも消費に費やされるため、海外からの送金が経済成長に与える

影響は限定的であるとの分析もある。 

ブルキナファソの主要な輸入品は、燃料、食品（米を含む）、機器資材、車両、セメント、

医薬品、化学肥料である。輸入品目の構成は、石油や食品の国際市場価格が変動してもあま

り変化が見られない。ヨーロッパ連合、中でもフランスがブルキナファソの経済共同体以外

からの輸入の主要な相手国であり、中国がそれに続く。近隣国からの輸入もかなりの割合を

占め、WAEMU 加盟国からの輸入は 2015 年には総輸入額の約 15％（2014 年には 45％近

く）を占めた。海外からブルキナファソへの投資（FDI）は 2010 年以降徐々に伸びを見せ、

2013 年にピークを迎えた。その後は増減を繰り返している。FDI の内容は、金産出を含む鉱

                                                           
61 脚注 60 
62 脚注 60  
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業部門への投資であった。 

 

図 16 2019 年の FDI の流入（流入額合計 2 億 0,795 万米ドル、流出額 3,278 万米ドル） 出典： UNICTAD. 

2019 年には労働人口の 6.1％が失業中であった。人口の 40％ほどが、一日の生活費が 1.25
米ドルの貧困ライン以下の暮らしをしていると推計されている。ブルキナファソは UNDP の

人間開発指数（HDI）で、189 の国と地域の中で 182 位に位置している63。近年は、教育面で

著しい前進を見せている。小学校の修了率は女子が 64.3％、男子が 56.6％である。しかし

治安が悪いことやテロリズムが、同国の複数の地域の教育部門に悪影響を与えている。

2019 年にはテロリズムの影響があった地域で、少なくとも 1,035 校の小学校・中等学校が

閉鎖され、141,000 名ほどの生徒たちが教育の機会を奪われた。 

2.2.6 産業の主要部門 

2018 年のブルキナファソの GDP のうち、28％を農業部門が占めると推計されている。人口

の約 28％が自給農業／零細農業に従事しており、綿が主要な換金作物である。その他の換

金作物にはピーナッツ、シアナッツ、ゴマがある。主要商品作物はパールミレット、モロコ

シ、トウモロコシ、米である。ブルキナファソへの外国直接投資（FDI）は主に金産出と綿

の生産を対象としたもの。金産出量の急増と持続的な経済成長に支えられ、2007 年に GDP
の 0.3％だった FDI は 2017 年には 3.5％を超えるまで急激に増加した。FDI 市場データによれ

ば、海外の投資家は 2010 年から 2018 年の 8 年間に、同国に対し総額 17 億米ドル相当の投

資を行った。  

金の産出向け FDI が 35％を占め、関連する化学的採鉱法向けが 10％を占める。また綿の生

産と加工向けは 22％である。建設業や対事業所サービスへの FDI も、主に急速な都市化と

鉱山開発からの波及効果により注目されている。一方で、不動産デベロッパーが耕作地を土

地投機の目的で買い上げる事態が発生し、農業部門で懸念が高まっているとの報告もある 

産業部門は国有企業が支配しており、2018 年には GDP の 19.5％を占めた。産業部門は総労

働人口の 33％を雇用している。金の輸出がブルキナファソの総輸出収入のおよそ 4 分の 3
を占めており、そのため国内経済は国際市場での金価格の変動に大きく影響される。一方

で、サービス部門は 2018 年には GDP の約 43.6％を占め、総労働人口の 38％を雇用し、こ

のうち 30％は金融部門である。金融部門は三つの大手銀行が総金融資産の約 60％を占め、

経済の柱のひとつである。 

UNCTAD による西アフリカ諸国研究によると、ブルキナファソの電子商取引は主に非公式経

済において、民営のクラシファイドサイト（Jumia.bf、Rigo Faso、Bonbiz など）やソーシャ

                                                           
63 Human Development Report 2019. (2019) - Inequalities in Human Development in the 21st Century – 
Burkina Faso.  http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf 
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ルネットワーク（IWS によれば、ブルキナファソにはおよそ 840,000 人のフェイスブック登

録者がいる）を通して発展している￼。さらに、ある専門事業者が農業関連産業や衣料、

IT、家電のような部門をカバーするプラットフォームを開発した。電子決済システムの発展

にも関わらずオンラインでの支払いは低迷し、代金引換が今でも一般的な決済方法である。

電子商取引を妨げている要因は物流で、オンラインで売買した商品の配送が都市部以外では

ほとんど不可能なことが多いためである。 

2.2.7 交通システム 

ブルキナファソで最も一般的な交通手段は、主要な町をつなぐバスである。遠隔地同士は

「タクシー・ブルース」（僻地タクシー）と呼ばれるタクシーが移動手段で、料金は通常は

交渉可能である。 

カヤからコートジボワールとの国境まで 622 キロメートルにわたって鉄道があるが、運行

本数は限られている。SITARAIL（かつて政府が運営していた鉄道路線を運営する免許を得て

いる民間企業）がワガドゥグからアビジャンまでのルートを一等車と二等車を備えた 旅客

列車を週３回走らせている64。 

空路は、エール・ブルキナが国内線と国際線の双方を運航しているが、路線は限られてい

る。 

ブルキナファソの貿易は、内陸国であるため港からの輸送コストなど輸出入コストがかか

る。ブルキナファソの貿易拠点から港湾への距離は、平均よりも遠い（港まで約 1,000 キロ

メートル）。その結果、税関の運営、国境越えの待ち時間、物流コストなどの物流チェーン

にトラブルが生じると貿易に与える影響は大きく、輸送コストが増大する。一方で、西アフ

リカにおけるこの国のロケーションが、この地域の輸送ハブの役割を担うこととなった。同

国のロケーションはマリ、ニジェール、コートジボワール北部にとって物流等の要であり、

この地理的な位置から利益を得られる潜在的可能性がある65。 

その他に輸送コストに影響を与えている問題はトラック運送カルテルと官僚的形式主義で、

これらが輸送コストの高騰と国際競争力の低下を招いている。トラック運送業界はカルテル

が形成されており、そのため全運転手が交替で運送を担うこととなり競争が存在せず、これ

が高い輸送コストの最大要因である。これは地域レベルで解決すべき問題である。 

アフリカの西回廊の物流網は、アフリカ大陸で最も非効率である。道路の状況は比較的良好

であるにもかかわらず、輸送速度は最も低く（毎時およそ 6 キロメートル）、それに加え関

税率も高い（8 セント／トン・キロメートル）。  

ブルキナファソの道路はほとんどが悪路で、舗装済なのは主要道路のみである。そのため四

輪駆動車を利用し、夜間の運転は避けることが推奨される。道路には街灯がなく、一部の車

両にはヘッドライトがついていない。ガソリンの入手は難しく、入手可能な際にはガソリン

                                                           
64 Mauritius Trade Easy. (2020, October). Burkina Faso: Travelling. http://www.mauritiustrade.mu/en/market-
survey/burkina-faso/travelling  
65 World Bank. (2011). Burkina Faso’s Infrastructure: 
A Continental Perspective https://ppiaf.org/documents/3139/download  
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タンクを満杯にしておくのがよい。国内では誘拐や山賊行為のリスクがあり、一部の地域へ

は移動が制限されている66。 

道路通行料からの収入を増やすため、ブルキナファソ特殊道路基金（FSR-B）が 2018 年から

最新の料金徴収ポストを建設し、道路通行料の徴収を現代化する巨大プロジェクトに着手し

ている。同プロジェクトは通行料収入の徴収を改善し、道路維持費用を捻出し、料金所での

待ち時間を減らし、さらには最新のビデオ監視システムを導入し、領土の監視の向上に貢献

することを目的としている67。 

ブルキナファソにはコートジボワールと共同所有している国際鉄道路線がある。SITARAIL は

1995 年、両国の国有鉄道を合併して設立された。この鉄道路線は、アビジャン港とワガド

ゥグを結んでおり、ブルキナファソの内陸地域のばら積み貨物の運行の重要なルートであ

る。サブサハラで、鉄道路線の利権が民間企業に授与されたのはこの路線が最初であった。

アフリカの他の鉄道路線のベンチマーキングでは、SITARAIL が労働生産性、運輸量、平均関

税率などの幅広い運営指標において有数の高い成果を挙げている。1995 年から 2000 年、利

権を付与されて最初の 5 年間で運輸量が大きく伸び、貨物量は 4 億 5,000 万トン・キロメー

トルから 7 億トン・キロメートルになった（トン・キロメートルとは、貨物の輸送量を示す

単位で、貨物の重量（トン数）に輸送距離（キロメートル）を乗じて算出する。）。しかし

2002 年に始まった政治的混乱により、SITARAIL の輸送量は大きく減少した。この危機の後

SITARAIL は徐々に回復し、2006 年からは 2000 年代初頭のピーク時の輸送量に再び追いつ

き、さらに追い越した。2010 年時点では SITARAIL は 9 億トン・キロメートルという史上最

多の輸送量の達成に向かっていた。 

SITARAIL の運行の成果は回復したものの、危機の時代に抱えた損失の累積と、国有資産保有

企業に対する負債のため財政難にある。政治的混乱に伴う SITARAIL の損失の総額は、3,860
万ドルに相当する。その内容は、(i)物的損害（570 万ドル）、(ii)従業員収入の損失（970 万

ドル）、(iii)国有資産保有企業への債務未払い（860 万ドル）、(iv)譲許料金支払い（110 万

ドル）、(v)収入の損失（1,350 万ドル）など。結果として、SITARAIL の未来は国民と民間パ

ートナーの、現行の特権契約を改め、同社の長期的な財務の再生にかかっている68。 

ブルキナファソの航空輸送は西アフリカの中で弱小である。航空輸送カテゴリーのすべて

で、年に 50 万席以下しかない。同国には二か所の国際空港があり（ワガドゥグとボボ・デ

ィウラソ）、貨物と旅客の海外との空路は、ワガドゥグにある空港が総交通量の 95%～98％
を占める。道路と鉄道の接続が非常に発達しているため、同国の物流はヨーロッパ市場と陸

上輸送で近接しており（物流網をコントロールできる事業者であれば、約 2 週間）、貧弱な

航空輸送を補っている69。 

                                                           
66 Mauritius Trade Easy. (2020, October). Burkina Faso: Travelling. http://www.mauritiustrade.mu/en/market-
survey/burkina-faso/travelling  
67Le faso.net. (2021)  Transport routier : Dans 20 mois, des postes de péage modernes au Burkina 
https://lefaso.net/spip.php?article99620&fbclid=IwAR3XFdwYmDP60iaV24Ql9luyiPoY9tZko9BCL-
c2VlDG0NUiLubu_gmbDJM   
68 African Infrastructure Country Diagnosis (2011) Burkina Faso’s Infrastructure: A Continental Perspective . 
Retrieved 2021, February 09 from https://ppiaf.org/documents/3139/download. Page 18 
69 Dominguez, C and Briceno-Garmendia, C (September 2011) Burkina Faso's Infrastructure: A Continental 
Perspective Researchgate. Retrieved February 6th from 
https://www.researchgate.net/publication/228304280_Burkina_Faso's_Infrastructure_A_Continental_Perspectiv
e  
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エール・ブルキナはもともとエール・ヴォルタという名称で、国と空輸開発社

（SODETRAF）の間で署名された覚書を受けて設立された官民共同事業である。行き先は、

ドリ、ボボ・ディウラソ、ゴロム・ゴロムなどの国内線である。ブルキナファソが近隣諸国

と結んだ二国間協定のおかげで、ロメ、バマコ、コトヌー、ニアメなどの行き先が追加さ

れ、ネットワークが拡大した70。 

 

  

                                                           
70 Retrieved, 2021, January 18 from http://www.air-burkina.com/en/la-compagnie/notre-historique/  
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2.3 コートジボワール共和国 

2.3.1 はじめに 

コートジボワール共和国は、しばしば象牙海岸（アイボリーコースト）とも呼ばれる。

1960 年 8 月 11 日に独立した西アフリカ南岸に位置する国家で、公用語はフランス語で通貨

は CFA フランある71。政治上の首都は中心部にあるヤムスクロで、経済的な最大都市は港湾

都市アビジャンである72。アビジャンは近代化が進んでおり、また商業が活発であることか

ら、非公式に「アフリカのマンハッタン」とも呼ばれる73。  

2.3.2 国土の状況 

コートジボワールは北西でギニアとマリ、

西でリベリア、東でガーナ、北東でブルキ

ナファソと国境を接し、南はギニア湾に面

している。同国の UNESCO 世界遺産である

ニンバ山厳正自然保護区が、その独特な地

理的・気候的位置や生態学的価値から、ま

たアフリカでも珍しい多様な原始の種の動

植物群で知られている74。他にも、タイ国

立公園、コモエ国立公園、グラン・バッサ

ムの歴史都市といった世界遺産がある75。 

コートジボワールは四つの自然地域からな

る。湾岸地帯は幅わずか 64 キロメートル

の土地で、東側には礁湖が点在している。

幅およそ 200 キロメートルの気温が非常に

高い森林地帯は、現在三角形のような形状

で広がっており、その規模は縮小しつつある。三角形の頂点がアビジャンから少し北に、底

辺がリベリア国境に沿っている76。プランテーションとして耕作されている地域がこの三角

形の東側、特にガーナ国境とブアケ周辺地域の一部に広がっている。第四の地域は北部の広

大な高原で、サバンナ気候で、人口はまばらで牧畜に向いている77。この地域の約 11,650 平

                                                           
71 Constitution of the Republic of Cote d’lvoire (2016), Article 48 
72 Cote d’Ivoire, Encyclopaedia Britannica. Retrieved 2021, January 20, from Cote d’Ivoire | Culture, History, & 
People | Britannica. 
73 Africa Renewal. (2021). Abidjan regains its glamour. https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-
2016/abidjan-regains-its-glamour. 
74 UNESCO Mount Nimba Strict Nature Reserve, Retrieved 2021, January 20, from Mount Nimba Strict Nature 
Reserve - UNESCO World Heritage Centre.  
75 UNESCO (2021) Cote d’lvoire, Retrieved 2021, January 20,  Côte d'Ivoire - UNESCO World Heritage Centre.  
76 Encyclopaedia Britannica, 脚注 72 
77 Encyclopaedia Britannica, 脚注 72 

図 17 コートジボワールの地図 出典： Britannica 
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方キロメートルが休耕地で、1983 年に UNESCO 世界遺産に登録されたコモエ国立公園であ

る78。 

同国の人口は主に森林地帯である南部に集中しており、大西洋沿岸の都市部およびその周辺

が最も多い。北部のサバンナは人口がまばらで、道路沿いに人口が集中している79。 

2.3.3 政治体制 

コートジボワールは立憲民主主義国で、国家元首は大統領、政府の長は首相である80。行政

権／執行権は大統領に与えられているが81、政府の行動の整理・調整は首相が行う82。アフ

リカ連合によると、現在の大統領はアラサン・ドラマヌ・ウワタラ氏で、首相はアマドゥ・

ゴン・クリバリ氏である83。  

立法権は国民議会と上院からなる議会にある84。モ・イブラヒム財団の報告によれば、コー

トジボワール政府は説明責任および透明性の点で 2011 年の 29.1％から 2019 年には 44.4％
と飛躍的に改善した85。次の図表は、モ・イブラヒム財団によるアフリカ 54 か国中におけ

るコートジボワールのガバナンスの取り組みと順位の指標である。 

                                                           
78 UNESCO, 脚注 75 
79 The World Factbook (2021, January 21) Cote d’lvoire  https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/cote-divoire/  
80 Constitution of the Republic of Cote d’lvoire (2016), Articles 70 and 81. 
81 Constitution of the Republic of Cote d’lvoire (2016), Article 53 
82 Constitution of the Republic of Cote d’lvoire (2016), Article 82 
83African Union,(2020) Republic of Cote d’lvoire, African Union, https://au.int/en/countryprofiles/republic-
cote-divoire  
84 Constitution, of the Republic of Cote d’lvoire (2016), Article 85. 
85 Mo Ibrahim (2019), Accountability & transparency in Cote d’lvoire, Ibrahim Index of African Governance 
(IIAG) Data Portal | Mo Ibrahim Foundation.  
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図 18 コートジボワールのアカウンタビリティ及び透明性インデックス 出典： モ・イブラヒム財団 2021 

 

 図 19 コートジボワールの法の支配及び司法インデックス 出典：モ・イブラヒム財団 2021 
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2.3.4 人と社会 

コートジボワールの人口は 2,507 万人をわずかに超える程度である。公用語であるフランス

語以外には、バウレ語、ジュラ語、ダン語、アニ語、セバーラ・セヌフォ語などの現地の言

語も広く話されており、全部で 78 ほどの異なる言語がある。コートジボワールには 60 を

超える民族集団が存在するが、多数派は同国の東部および中部のアカン系である86。 

宗教はキリスト教とイスラム教が約 80％を占め、アフリカの伝統宗教や無宗教が残りの

20％を占める87。  

2.3.5 経済状況  

国 COTE D'L VOIRE    
年 2016 2017 2018 2019 
GDP 成長率 7.18% 7.36% 6.89% 6.87% 
一人当たり GDP
（米ドル） 

2,013. 382 2,111. 027 2,314. 051 2,276. 333 

実質 GDP 成長率 7.20% 7.40% 6.80% 6.50% 
インフレ率 0.723% 0.686% 0.359% -1.107% 

表 3 コートジボワールの経済（2016-2019 年） 出典：国際通貨基金 

コートジボワール経済は、1960 年代および 1970 年代には西アフリカの経済の原動力だっ

た。しかし 1980 年代に経済危機を経験し、90 年代後半から約 10 年続いた政治・社会の混

乱期につながった。  

1980 年代の経済危機の後、1994 年に始まった経済復興を受け、同国の状況は変わった。経

済復興の要因は、CFA フランの通貨切り下げをきっかけに、ココアやコーヒーの価格改善、

パイナップルやゴムといった非伝統的第一次輸出産品の成長、限定的な貿易および銀行の自

由化、沖合での油田とガス田の発見、複数国の貸手およびフランスからの多額の資金調達と

債務繰り延べによるものである88。近年同国経済は安定し、2010 年代初頭以降は成長する兆

しを見せている。しかし国内総生産が目覚ましい増加を見せて同国経済が 70 年代に記録し

たほどの成長に達する可能性を示したのは 2014 年頃になってからだった。今日、同国経済

は着実に成長しており、2012 年以降は平均年 8％の成長を記録している。  

コートジボワール経済は市場本位であり、小自作農の換金作物生産が主流をなす農業に大き

く依存している89。国民のおよそ 70％が何らかの農業活動に従事しており、主要な農作物は

ココア豆、コーヒー、カシューナッツ、パームオイルである。 

                                                           
86 Encyclopaedia Britannica, 脚注 72 
87 2014 estimations by Encyclopaedia Britannica, 脚注 72 
88 Economy of Ivory Coast (2021, January 25) In Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Ivory_Coast  
89 Wikipedia, 脚注 88 
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図 20 2019 年の主な輸出品 出典： UNICTAD 

同国は世界最大のココア生産国かつ輸出国であり（世界の生産量の 30％）、カシューナッ

ツの三大生産国かつ輸出国に数えられ、パームオイル、コーヒー、石油の主要輸出国であ

る。同国の石油部門は改善しており、安定した成長率と巨額な投資に影響を与えている。コ

ートジボワールでは金やダイヤモンドのような貴金属のほか、ニッケルなど他の鉱物の採掘

も行われている。同国には広大な森林地帯があるため木材産業部門の規模は巨大で、木材の

うち硬材の輸出量はブラジルに並ぶ。しかし、経済を多角的にしようとする政府の試みにも

かかわらず、同国経済は未だ農業や関連事業への依存度が大きく、農業市場の変動がしばし

ば経済を不安定な状況に陥らせる。  

同国の一人当たり GDP は 2011 年以降安定して上昇しており、2011 年以降の平均成長率 8％
は世界でも有数の成長速度である。コートジボワールはフランス語圏アフリカでもっとも多

様化した経済国のひとつである。その強力な成長率は、政府の企業優遇改革と比較的安定し

た政治状況に支えられている。とりわけ輸送およびエネルギー（外国投資、援助資金と政府

が出資している）における巨大インフラストラクチャープロジェクトがある90。 

 

図 21 2019 年の FDI 流入。 （総流入額：10 億 870 万米ドル、流出額 3 億 9,431 万米ドル） 出典： UNICTAD 

 

 

                                                           
90 Rand Merchant Bank (2020) Where to invest in Africa 2020  
https://www.rmb.co.za/files/pdf/Where_to_Invest_in_Africa_2020.pdf  
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貿易の面では、同国は国際貿易で大きな存在感を発揮しており、輸出の多くは食料品（ココ

ア、ココナッツ、バナナ、魚類など）、精製石油、金、ゴムである。主要な輸入品目は原

油、米、冷凍魚、医薬品、車両、機械類である。同国の GDP における外国貿易のシェアは

59％を占める。 同国の主な輸出相手国はオランダ（11.8％）、アメリカ合衆国（7.9％）、

フランス（6.4％）、ベルギー（6.4％）、ドイツ（5.8％）、ブルキナファソ（4.5％）、イ

ンド（4.4％）、マリ（4.2％）で、主要な輸入相手国はナイジェリア（15％）、フランス

（13.4％）、中国（11.3％）、アメリカ合衆国（4.3％）である。 

コートジボワールは 1995 年の設立以来 WTO 加盟国であり、多国間貿易体制に従ってお

り、地域の統合発展に前向きな影響を与えている。同国は共通関税システム（CET）を実施

する WAEMU/UEMOA（西アフリカ経済通貨同盟）の加盟国であり、自由貿易区域にも属し

ている。2008 年、コートジボワールはヨーロッパ連合（EU）との経済パートナーシップ協

定（EPA）に署名した。EU は現在も同国の再興を援助している。また同国はアフリカ大陸自

由貿易協定の加盟国でもある。 

コートジボワールは産業部門も成長を見せている。産業部門は GDP のほぼ 4 分の 1 をな

し、労働力人口の 6％を雇用している。同国の主要な産業部門には食品加工、織物、建設資

材、化学肥料、まぐろ缶詰製造やオートバイ、車両および自転車の組立がある。同国の小売

業やレストラン部門も、消費者階級の成長と都市化の拡大に支えられて繫栄している。 

2.3.6 交通システム 

コートジボワールは、発展途上国としては良好なインフラを有する。同国は 13,000 キロメ

ートル（8,000 マイル）以上に及ぶ舗装道路ネットワーク、二か所のアクティブな港があ

り、その１つはアビジャン港で、西アフリカでも最も近代的である。また鉄道は国内のみな

らずブルキナファソとも結ばれており、現在改良中である。近隣諸国およびヨーロッパとの

往復の定期航空便もある。インフラが比較的優れているため、コートジボワールは 1960 年

代初頭以来、西アフリカ地域全体のビジネスと輸送の中核であり続けている。  

コートジボワールの主要都市では、タクシーやバスが多く利用されている。いわゆる乗合タ

クシーもある。 
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2.4 ガーナ共和国 

2.4.1 はじめに 

ガーナ共和国は、かつてはその鉱物の豊富さから

ゴールド・コーストと呼ばれるイギリス領植民地

で、1957 年 3 月 6 日にアフリカで初めての独立国

家である91。公用語は英語で首都はアクラ、通貨

はガーナセディ。ガーナは金をはじめとした豊富

な鉱物資源とココア生産で有名である。植民地化

以前ガーナは奴隷貿易の中心地であった92。 

ガーナはこの地域の経済を牽引する存在で、2019
年 7 月 7 日にニジェールのニアメで開かれたアフ

リカ連合の第 12 回首脳臨時会議で、AfCFTA 事務

局所在地に選出された93。 

 

2.4.2 国土の状況 

ガーナは西はコートジボワール、北はブルキナフ

ァソ、東はトーゴと国境を接し、南はギニア湾で

ある。  

気候は熱帯性気候で、南東の沿岸部は温暖で湿度

は比較的低い。南西部は気温、湿度共に高い。北

部は気温が高く、湿度は低い。この種の気候はギ

ニア湾沿岸のほとんどの国の特徴である。天候は

サハラ砂漠上空に形成される気温が高く湿度の低い大陸気団と、南大西洋上空で形成される

温暖で湿度の高い海洋性の熱帯気団の二つの気団の相互作用によって変化する。どちらの気

団も赤道に向かって移動し、ギニア湾で毎年数回ぶつかる。大陸気団は西アフリカで「ハル

マッタン」と呼ばれる北東の貿易風にのって南へ移動し、海洋性熱帯気団は南西の貿易風に

のって北へ移動する94。 

                                                           
91 CIA World Factbook (2021, January 22) Ghana, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/  
92 Sibeko, S & Korokoro, F. Retracing a slave trade route in Ghana 400 years on, Fig 17 – Territorial Map of 
Ghana. Source: Nations Online Project.  
93 Mensah-Yawson, C. (2020, August 26) Commissioning & handing over of the AfCFTA Secretariat building in 
Accra-Ghana, , ECOWAS News. Available at Commissioning and Handing over of the AfCFTA Secretariat in 
Accra- Ghana. – ECOWAS Trade Information System (ECOTIS). See the Official Address by the Ghanaian 
President available at Address by the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, at 
the Commissioning and Formal Handing Over of the African Continental Free Trade Area Secretariat Building, 
in Accra, to the African Union Commission | African Union (au.int)  
94Ghana, Encyclopaedia Britannica. Retrieved 2021, January 20, from. 
https://www.britannica.com/place/Ghana  

図 22 ガーナの地図 出典：: Nations Online Project 
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2.4.3 政治体制 

今日のガーナ政府は民主制をとっており、国家元首、政府の長、国軍最高司令官を同一人物

が兼ねる行政府がある95。立法権は議会96と独立した司法組織に委ねられている97。アフリカ

連合によると、現在の大統領はナナ・アクフォ・アド氏である。ガーナ政治は法治と司法

（アフリカ第 8 位）、説明義務と透明性（アフリカ第 4 位）で高い位置づけになっている
98。 

次の図表はモ・イブラヒム財団によるアフリカ 54 か国中におけるガーナのガバナンスの取

組みと順位の指標である。 

 

図 23 ガーナの アカウンタビリティ及び透明性インデックス 出典：モ・イブラヒム財団 

 

 

                                                           
95 Constitution of the Republic of Ghana (1996), Article 57 
96 Constitution of the Republic of Ghana (1996), Article 93 
97 Constitution of the Republic of Ghana (1996), Article 127 
98 Ibrahim Index of African Governance (IIAG) Data Portal | Mo Ibrahim Foundation 
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 図 24  ガーナの支配及び司法インデックス 出典： Mo Ibrahim Foundation  

 

2.4.4 人々と社会 

2020 年時点のガーナの人口はおよそ 31,448,840 人99。主な民族集団にはアカン族（Anyi ア
ニ族、アシャンティ族、バウレ族、ファンティ族、グアン族などを含む）、モレ・ダグバニ

族（ダゴンバ族を参照）、エベ族、ガ-アダンベ族（ガ族およびアダンベ族を参照）、グル

マ族100。 

公用語は英語だが、第一の民族言語群はアカン語で、中でもトウィ語とファンティ語がもっ

とも使用されている。アクラ地域ではガ語、ヴォルタではエベ語、ガーナ北部ではモレ・ダ

グバニ語群が話されている。 

宗教は多数派のキリスト教のほか、イスラム教や、その二つとともに伝統的アニミズム信仰

が散見される。 

 

 

 

 

 

                                                           
99Ghana Population 2020 (Live), available at Ghana Population 2020 (Demographics, Maps, Graphs) Retrieved 
from https://worldpopulationreview.com/  
100 Encyclopaedia Britannica, 脚注 94 
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2.4.5 経済状況 

国 GHANA    
年 2016 2017 2018 2019 
GDP 成長率 3.45% 8.14% 6.26% 6.48% 
一人当たり GDP
（米ドル） 

1,931.389 2,025.932 2,202.312 2,202.100 

実質 GDP 成長率 3.40% 8.10% 6.30% 6.50% 
インフレ率 17.455% 12.372% 7.809% 7.176% 

表 4  ガーナ経済(2016-2019) 出典：国際通貨基金 

 

 

図 25 主要輸出産品 2019 出典： UNICTAD 

ガーナは、豊富な天然資源の恩恵を受け、西アフリカでも屈指の健全な経済国（アフリカ第

9 位の経済）である。同国が産出する天然資源は金、木材、工業用ダイヤモンド、ボーキサ

イト、マンガン、魚類、ゴム、水力発電、石油、銀、塩、石灰岩などである。輸出可能な量

の原油が眠る油田が発見されたという報告もある。また同国は、ココア、米、ピーナッツな

どを生産する農業部門を有するが、主要な産業部門は鉱業、製材業、食品加工業、軽工業で

ある。 

産業部門の成長率は年平均 10％を超えており、2019 年までの三年間の経済成長における主

な原動力だった。経済で二番目の成長部門は農業部門である。ガーナは世界第二位のココア

生産国である。サービス部門は 2017 年に開始した金融部門の浄化のため一時的に停滞し

た。 

ガーナは経済規模に見合った財政赤字と経常収支の赤字、一桁のインフレーション、比較的

安定した為替レートを維持している101。財政赤字は GDP 比において、2018 年の 3.5％から

2019 年の 3.4％に改善した。 

                                                           
101African Development Bank Group (2020) Ghana Economic Outlook 
https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana/ghana-economic-
outlook#:~:text=Ghana's%20economy%20continued%20to%20expand,GDP%20growth%20estimated%20at%2
07.1%25.&text=In%202019%2C%20Ghana%20maintained%20its,2018%20to%203.4%25%20in%202019.  
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ガーナの主要産業は、鉱業、エネルギー産業、観光産業、農業、遠距離通信産業である。ガ

ーナの鉱業は、同国 GDP の 5％以上貢献しており、輸出額の 37％以上を鉱物が占めてい

る。ガーナは再生可能エネルギー資源、化石燃料、水力発電によって発電を行っている。 

 

 

図 26 海外直接投資の流入（2019 年）(のべ流入金額 23 億 1,880 万米ドル、流出 3,720 万米ドル) 出典: UNICTAD 

  

ガーナには自然、歴史、文化、その他人工の名所など観光地が数多くあり、観光分野が第 4
番目の外貨獲得源である。 

農業部門はガーナ経済において重要で、同国の労働人口の 42％を雇用し、多くの輸出産品

を生産している。 

ガーナにおける携帯電気通信産業は非常に競争が激しく、テクノロジー集約的である。ガー

ナのその他の産業には製材業、軽工業、アルミニウム精錬業、食品加工業、セメント産業、

小型商業用造船業、石油産業がある。 

2.4.6 交通システム 

道路省によれば、ガーナの道路網は、2006 年末時点で国土全体を結ぶ 63,122 キロメートル

である。この道路網は 12,786 キロメートルの幹線道路、40,671 キロメートルの支線道路、

9,764 キロメートルの街路からなる。2011 年 12 月 21 日には道路網は 13,367 キロメートル

の幹線道路、42,100 キロメートルの支線道路、12,600 キロメートルの街路まで延長され

た。道路輸送がガーナにおける旅客と貨物運輸の 96％、国内の旅客マイル（乗客数を、そ

の乗客の移動距離を乗じて算出する）の 97％を占める。ガーナにおける道路輸送は、都市

部、急行便、都市―農村間、農村部の四つのカテゴリーに分けることができる。都市部の旅

客輸送の需要は主に通勤、通学、その他経済、社会、余暇活動に向かう住民によるものであ

る102。 

ガーナは、国の中心部のクマシ、西部のタコラディ、東部のアクラ－タマの三都市を結ぶ三

角形の鉄道網（950 キロメートル）を有する。この鉄道網が主要な農業・鉱山地域をテマや

タコラディの港を結んでいる。鉄道は主に鉱物やココア、木材を輸送する目的に利用されて

いる。相当数の旅客輸送もこの鉄道網が担っている。港と内陸部やガーナ北部などの近隣の

内陸国の間で最高 60％の固体あるいは液体のばら積み貨物の輸送を扱うためには、鉄道網

                                                           
102 Ghana Investment Promotion Centre (2020) Infrastructure-Transportation, retrieved from gipcghana.com). 
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の整備が必要である103。アクラには西アフリカやそれ以外の重要な目的地へとつながる主要

な国際空港がある104。 

 

 

 

 

  

                                                           
103 Ghana Investment Promotion Centre, 脚注 102 
104 Ghana Investment Promotion Centre, 脚注 102 
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2.5 ラゴス（ナイジェリア連邦共和国） 

2.5.1 はじめに 

ラゴスはナイジェリア連邦共和国にあ

る。同国は 1960 年 10 月 1 日にイギリス

から独立105。数年にわたる統治への軍事

介入を経て、1999 年から現在までは安

定した民主的統治を行っている。アフリ

カ連合によると、現在の首相はムハンマ

ド・ブハリである。 

ナイジェリアの連邦首都地区はアブジャ

だが、同国の商業首都であり中枢は、首

都がアブジャに移転するまで行政首都が

あったラゴスである。 

公用語は英語で、通貨はナイラ。ナイジ

ェリアはアフリカ最大の経済国であり106

アフリカ第 2 位の市場規模（1 兆 2000
億米ドル）107を誇り、アフリカ最大の人

口を有する。 

2.5.2 国土の状況 

ナイジェリアはアフリカ西岸のギニア湾のもっとも内側に位置し、面積は 923,768 平方キロ

メートル。北でニジェール、北東でチャド、西でベナン、南でカメルーンと国境を接してい

る。 

ラゴスはナイジェリアの南西部、ベナン湾の狭い平野部にある。ラゴス州は、北部および東

部をナイジェリアのオグン州と、西部をベナン共和国と境界を接しており、大西洋ベナン湾

のギニア湾岸に沿って 180 キロメートル以上にわたり広がっている。またラゴスには、さ

まざまな規模の水路で区切られた島の集まりもある。ラゴスは 3,577 平方キロメートル、ナ

イジェリアの総陸地面積の約 0.4％を占め、180 キロメートルにわたる海岸線を有する。 

ラゴスは本土とヴィクトリア島に分かれている。ヴィクトリア島は多くの企業が本部を置く

主要な経済中心地である。そのため平日には本土から島に多くの人々が移動することとな

り、本土と島を結ぶ交通インフラはひっ迫している。ラゴス市（1,171.28 平方キロメートル

（452.23 平方マイル））は人口密度が高く、記録によればおよそ 1,700 万人が居住している

                                                           
105 African Union (2020) Federal Republic of Nigeria. African Union. https://au.int/en/countryprofiles-13  
106 Naidoo, P. (2020, March 3) Nigeria tops South Africa as the continent’s biggest economy Bloomberg 
https://www.bloombergquint.com/business/nigeria-now-tops-south-africa-as-the-continent-s-biggest-
economy  
107Rand Merchant Bank (2020) Where to invest in Africa 2020  
https://www.rmb.co.za/files/pdf/Where_to_Invest_in_Africa_2020.pdf 

図 27 ナイジェリア地図、出典: Nations Online Project 
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108。実際の人口については議論があるが、人々の都市への移動傾向を勘案すると、こうした

記録上の数字を軽く超える人口となる可能性があるラゴス州政府によれば、ラゴス州の陸地

面積は 351,861 ヘクタールで、ナイジェリアで最小の州である109。 

2.5.3 政治体制 

ナイジェリアは連邦共和制を敷いており、政府は執行権を持つ大統領が率いている。同国は

36 の州と 768 の地方行政区域からなり110、アブジャは連邦首都地区で 1976 年にラゴスから

移転した111。 

ラゴス州の行政上の中心地は本土のアラウサ・イケジャで、現在のババジデ・サンウォオル

州知事はここで公務を行っており、ラゴス島のマリナに州議事堂がある。ナイジェリアの他

                                                           
108 World Population Review (2021) Lagos Population 2021. world population review.com  
109Lagos State Government (2021) About Lagos,. https://lagosstate.gov.ng/about-lagos/  
110 Article 3 of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, Retrieved from 
https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-
files/Nigeria_Constitution_1999_en.pdf.   
111 Lagos State Government, 脚注 109 

図 28 ナイジェリアの地図（ 2020） 出典： Nigeria Investment Guide 2020, Nigerian Investment & 
Promotion Centre (NIPC), Department of International Development (DFID) &UKAid 
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の州と同様に、ラゴス州政府も行政、立法、司法部門で構成されている。ラゴス州の行政は

州知事が率い、長官がこれを補佐し、さまざまな省庁や政府部局を監督している112。 

ラゴス州はイケジャ、バダグリ、イコロドゥ、ラゴス（エコ）とエペの五つの地方行政区か

らなる。この行政区はさらに 20 の地方政府と 57 の地方自治体発展地区で構成される。ナ

イジェリアの他の地域と同様に、ラゴス州の警察は連邦政府が管轄している113。 

次の図表はモ・イブラヒム財団によるアフリカ 54 か国中におけるナイジェリアのガバナン

スの取組みと順位の指標である。 

 

図 29 ガーナの アカウンタビリティ及び透明性インデックス 出典：モ・イブラヒム財団  

 

 

                                                           
112 Lagos State Government, footnote 脚注 109 
113 Lagos State Government, footnote 脚注 109 
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  図 30 ナイジェリアの 支配及び司法インデックス 出典：モ・イブラヒム財団 

 

2.5.4 人々と社会 

ナイジェリアはアフリカでも有数の多様性にあふれた社会である。2 億人にものぼる若者を

中心とした異なる民族が 200 以上の言語や方言を話している。同国の言語は「ピジン」語

（不完全な英語の一形態）で統一されており114、BBC のような主要メディア放送局にもピジ

ン語のみで放送するニュースサービスがあるほどである。 

主な宗教はキリスト教とイスラム教で、アフリカの伝統宗教もわずかながら残っている。 

主要な三つの民族集団はハウサ族、イボ族、ヨルバ族である。 

ラゴスの民族は大部分がヨルバ族だが、ベナン共和国コトヌーとの国境セメ方面に向かうラ

ゴス西部のバダグリにはオグ族がいる。ナイジェリア中から、そして外国からきた人々がラ

ゴスで共存しており、そのためこの州は多様性にあふれている。 

ラゴスで主要な民族言語はヨルバ語だが、数多くの部族が生活しているため他のナイジェリ

アの言語もある程度使用されている。 

 

                                                           
114 Ehondor, B. (2020), Nigerian Pidgin English: A cultural universal for national communication and policy 
enactment, Pan African University. Available at 
https://www.researchgate.net/profile/Beryl_Ehondor/publication/346627523_Nigerian_Pidgin_English_A_Cul
tural_Universal_for_National_Communication_and_Policy_Enactment/links/5fca1d1c92851c00f84cef04/Niger
ian-Pidgin-English-A-Cultural-Universal-for-National-Communication-and-Policy-Enactment.pdf 
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2.5.5 経済状況 

国 NIGERIA    
年 2016 2017 2018 2019 
GDP 成長率 -1.62% 0.81% 1.92% 2.21% 
一人当たり GDP
（米ドル） 

2,176.002  1,986.565 2,027. 778 2,229.900 

実質 GDP 成長率 -1.60% 0.80% 1.90% 2.20% 
インフレ率 15.675% 16.524% 12.095% 11.397% 

表 5  ナイジェリア経済(2016-2019) 出典：国際通貨基金 

 

 

図 31 主要輸出産品（ 2019） 出典 : UNICTAD 

国連によると、ラゴスはアフリカに 3 ヵ所しかないメガシティの一つである（残りはカイロ

とキンシャサ）115。「メガシティ」とは人口 1,000 万人以上の都市を指す。2020 年予算は

およそ 32 億米ドルである116。その大きな経済的規模を背景に、ラゴス州がナイジェリア経

済の中心的な役割を果たしており、しばしば同国の「商業の中枢」と称される。同国の歳入

の大部分が原油の産出から得られている点を踏まえると、ラゴスが同国の非石油部の GDP
の 50％以上を占め、また非石油産業部門の生産能力の 50％以上を有する点は注目に値す

る。ラゴスは主要な港湾都市であり、同国の海外からの輸入の 80％以上を占め、ナイジェ

リアの港湾歳入の 50％以上を占めている117。ラゴスの GDP はおよそ 1 兆 36 億ドル、推定

成長率は 4％と推計されており、これはナイジェリアの経済成長率 2.8％より高い。ラゴス

の財政を見ると、例年州内でおよそ 10 億ドルの歳入があり、ナイジェリアの全 36 州の総

GDP と歳入のおよそ 30％を占めている118。同州内部で生まれる歳入のほとんどは個人所得

                                                           
115 Toesland. F, (2019, April 9) Africa’s megacities, a magnet for investment, , United Nations: Africa Renewal 
https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2019-july-2019/africa%E2%80%99s-megacities-magnet-
investors  
116 National Investment Promotion Centre (NIPC), (2020) Nigeria Book of States 2020, Retrieved January 20 
2021 from https://nipc.gov.ng/wp-content/uploads/2020/10/Book-of-States-final.pdf  
117 Lagos State Government, 脚注 109 
118 National Bureau of Statistics, Report on Internally Generated Revenue at State Level (Q4 2019 & Full Year 
2019). https://nigerianstat.gov.ng/tradestat  
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税、土地利用料、消費税などによるものである。連邦政府が課す 7.5％の付加価値税

（VAT）のかなりの割合が、商業活動が活発なラゴス州から生まれている。 

ラゴス州政府は農産品加工、水産養殖、デジタルシステム、ヘルスケア、不動産、電力、運

輸の各部門の振興を図っている。自由経済区も存在する119。ラゴスにはおよそ 29 の産業地

区と 4 つの商業中心地域、サハラ以南アフリカ最大の市場があり、同国の熟練した人的資源

の 45％以上がラゴス市に居住している。 

ラゴスはサブサハラにおける最大の ICT 市場であり、ナイジェリアの PTO/GSM 登録者の

50％以上がいる国際電気通信経路でもある。 

ラゴスはナイジェリアおよび西アフリカ地域の金融制度の中枢である。事実上すべてのナイ

ジェリア国内銀行の組織本部や、他の企業組織の本部がラゴスに置かれている。 

主要な外交使節団は今でもラゴスに外交事務局を設置している。 

ラゴスは近隣諸国との地域レベルの交易が行われるナイジェリアでも最大の市場のいくつか

を抱えている。たとえば、アラバ国際市場、見本市、コンピューター・ビレッジでは、様々

な製品が卸売で大量に入手でき、ナイジェリアとベナンの国境が近いことから、西アフリカ

の取引業者が集まる。 

 

2.5.6 交通システム 

ナイジェリア輸送インフラの概観120 

港： 

ナイジェリアには六つの港があり、ラゴスのアパパ港が一年あたりの最大貨物輸送量を記録

している（国全体の貨物のおよそ 70％）。それ以外の港はオンネ、ポート・ハーコート、

デルタ、カラバル、ティン・カンである。すべての港が海岸線およそ 853 キロメートルに

位置している121。 

                                                           
119 Nigeria Book of States 2020, 脚注 116 
120 NIPC, (January 2020) Nigeria Investment Guide January 2020, Retrieved from NIPC-Guide_Web-Jan-
2020.pdf 
121 Nigeria Investment Guide, 脚注 120 

図 32 海外直接投資流入額（2019） (のべ流入額 32 億 9,909 万米ドル, 流出額  2 億 7,646 万百万米ドル) 出典: 
UNICTAD 
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道路： 

20 万キロメートルにおよぶ国道があるが、わずか 18%しか舗装されていない（2014 年時

点）。道路は全貨物および旅客輸送の 90％を担い、ナイジェリアの重要な輸送網である。

道路網に関する主要な開発としてはセカンド・ニジェール・ブリッジの建設などがある122。 

航空： 

ナイジェリアの航空輸送量、はアフリカでも屈指の規模を誇る。ラゴスは国際線の 70％以

上と国内航空交通の 58％を担う国際・地域航空の中心である。同国には五つの国際空港が

ある（ラゴス、アブジャ、エヌグ、カノ、ポート・ハーコート）。ナイジェリア連邦航空公

社（FAAN）が所有・運営する国内空港が 20 か所あり、全国際空港の改修が行われている
123。 

ラゴス輸送インフラの課題 

ラゴスには道路が 2,600 キロメートル以上あるが、日々利用する 100 万台以上の車両で頻繁

に渋滞する（車両密度 264 台／キロメートル以上と推計）124。そのため、都市部住民の移動

には、時間も費用もかかる。ラゴス内での人々の移動手段は民間部門が運営し、市場を拠点

とし、何ら規制のない、需要を満たさない輸送サービスを提供している。こうした輸送サー

ビス網の無秩序な状態と未整備な道路網、不十分な交通管制や交通設備、運転習慣が原因

で、ラゴスでは渋滞が平均で 60％、平均速度はわずか時速 17.2 キロメートルで、アフリカ

で運転手にとって最悪の都市、世界でも三番目に悪い都市と言われている125。 

ラゴスの道路の混雑状況緩和のためには、効率的な鉄道網と水路が必要である。ナイジェリ

ア投資促進委員会（NIPC）によると、西アフリカ初のライトレール鉄道が、最近アブジャで

開業した。複数の新規鉄道が建設中であり、その中には 1,402 キロメートルのラゴス－カラ

バル線やアブジャ－ニャニャ－クブワ間を結ぶ路線、ラゴスとイバダンを結ぶ路線などもあ

る126。 

 

 

 

                                                           
122 Nigeria Investment Guide, 脚注 120 
123 Nigeria Investment Guide, 脚注 120 
124 Oshodi, L (2016, August 12) International Development, Urban Infrastructure and Governance: Transport 
and Mobility Systems in LagosWordpress https://oshlookman.wordpress.com/2016/08/12/transportation-and-
mobility-system-in-lagos/ 
125 Croitoru, L, Chang, J, and Kelly, A (2020 August) The Cost of Air Pollution in Lagos The World Bank 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/980031575616020127/pdf/The-Cost-of-Air-Pollution-in-
Lagos.pdf  
126Nigeria Investment Guide, 脚注 120 
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2.6 トーゴ共和国 

2.6.1 はじめに 

トーゴ共和国は旧フランス領植民地で、

1960 年 4 月 27 日に独立。公用語はフラ

ンス語で首都はロメである。 

2.6.2 国土の状況  

トーゴの面積は約 57 万平方キロメート

ルで、アフリカでも小さなの国のひとつ

である。その形状から、西アフリカの細

長い陸地と表現される。西でガーナ、東

でベナン、北でブルキナファソと国境を

接している。国の北部はサバンナ地帯で

あり、熱帯性の南部は首都ロメのあるギ

ニア湾まで伸びている。北部は起伏のあ

る丘陵地帯、南部は高原、沿岸部の低

地、オティ川が注ぐ広大な礁湖や沼地が

広がる127。 

オティ川に加え、トーゴの風景を特徴づ

ける水域が多数あり、その最大のものが

南部のトーゴ湖である128。トーゴには多

様な水域が広がっている。海岸線は 50
キロメートルにわたり、その 40％は深刻

な人為的な海岸浸食にさらされている。この浸食がロメとアネホという現在の首都とかつて

の首都の二大都市、そして多数の漁村の将来の脅威となっている。129。 

トーゴは 6 つの地理的地域からなる。狭い沿岸地域の砂浜の低地は背後に干潟と浅い礁湖が

広がり、その中で最大のものがトーゴ湖である。沿岸部からは Ouatchi 高原が内陸におよそ

32 キロメートル伸びており、同高原の海抜は、およそ 60 から 90 メートルである130。 

同国の気候の 7 か月は熱帯性で湿度が高く、ハルマッタン（埃を含んだ風）の季節には 11
月から 3 月にかけて湿度の低い砂漠の風が南へ吹いて、湿度が低い涼しい気候となる。南部

では 4 月中旬から 6 月までと 9 月中旬から 10 月まで雨季となる。狭い沿岸地域は、年間の

降水量がおよそ 890 ミリメートルと最も湿度の低い地域である。およそ 100 キロメートル

内陸のパリメ近郊地域の年間降水量は、およそ 1,800 ミリメートルで最も多い。北部は雨季

                                                           
127 Africa.com (2018) All about Togo https://africa.com/heres-what-you-need-to-know-about-togo/ 
128 World Travel Guide (2020) Togo Weather, climate and geography 
https://www.worldtravelguide.net/guides/africa/togo/weather-climate-geography/  
129 https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/to-geography.htm  
130 Pedanou, M. (2020) Togo Encyclopaedia Britannica.  https://www.britannica.com/place/Togo  

図 33 トーゴ地図.  出典: Nations Online Project 
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が 6 月から 9 月の終わりまでの一度しかなく、降水量平均はおよそ 1,150 ミリメートルであ

る。一年のうち他の時期は暖かく、乾燥したハルマッタンが吹く131。 

2.6.3 政治体制  

トーゴは 1992 年憲法（2007 年に改正）に基づき、大統領を国家元首とする大統領制であ

る。大統領は直接選挙で選出され、任期は 5 年で再選可能である132。首相は政府の長であ

り、大統領により議会の多数派から任命される133。大統領は内閣を統括する134。アフリカ連

合によると、現在の大統領はフォール・ニャシンベ氏、首相はヴィクトワール・シデメホ・

トメガ・ドグベ氏である135。首相のトメガ・ドグベ氏が同国の 5 つの行政区画を統括する
136。 

トーゴの立法権は国民議会と上院からなる国会にある137。 

次の図表は、モ・イブラヒム財団によるアフリカ 54 か国中におけるトーゴのガバナンスの

取組みと順位の指標である。 

 

図 34 トーゴのアカウンタビリティ及び透明性インデックス 出典モ・イブラヒム財団 

 

 

  

                                                           
131 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
132 Constitution of the Republic of Togo (2007), Articles 58 & 59. 
133 Constitution of the Republic of Togo (2007), Articles 70 & 78 
134 Constitution of the Republic of Togo (2007), Article 66. 
135 African Union. Togolese Republic,  Retrieved 2021, January 20 from https://au.int/en/countryprofiles-18  
136 Togo, CIA World Factbook. Available at Togo - The World Factbook (cia.gov). Retrieved 2021 January 20.. 
137 Constitution of the Republic of Togo (2007), Article 51 
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図 35 支配及び司法インデックス 出典：モ・イブラヒム財団 

 

2.6.4 人々と社会 

2021 年の予測データによると、トーゴの人口はおよそ 800 万人と推計138。人口の 5 分の 1
が首都ロメに居住している。第二の都市カラの住民は、およそ 13 万人と推計。 

同国の民族は多様で、住民は元来の民族と近隣諸国からの移民集団の 30 以上の民族集団に

分かれる139。最大集団は北部のカビエ族（22％）、南部のエウェ族（46％）である140。 

トーゴ憲法はフランス語を政府公用語としている141。しかし通常はクワ語派のエウェ語や北

部のカビエ語、ミナ語などの民族言語が使用される。 

ほとんどの西アフリカ諸国と同様に、トーゴ人も大変信心深い人々である。人口の約半分が

キリスト教徒で、ローマ・カトリック、プロテスタント、独立教会、その他のキリスト教宗

派がある。独立以降、トーゴのローマ・カトリック教会はトーゴ人大司教が率いている。そ

の他トーゴ社会での信仰活動は、ヨルバを基にしたブードゥー関連の教派など、先祖から受

け継がれた伝統的な信仰形態を守っている。残る人口のおよそ 8 分の 1 は、イスラム教徒

である142。 

                                                           
138 CIA World Factbook, 脚注 136 
139 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
140 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 and CIA World Factbook, 脚注 136. See also Africa.com, All About 
Togo. Retrieved 2021, February 10 https://africa.com/heres-what-you-need-to-know-about-togo/ 
141 Constitution of the Republic of Togo (2007), Article 3.  
142 Encyclopaedia Britannica 脚注 130 
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2.6.5 経済状況 

表 6 トーゴ経済 (2016-2019) 

トーゴは、貴重なリン酸塩堆積物と、コーヒーやココア豆、ピーナッツなどの農産物を主と

して発展した輸出部門のおかげで、アフリカ大陸でも有数の高い生活水準を享受していると

言われる143。経済は農業、林業、漁業、鉱業に依存している。製造業の占める割合は少な

く、そのため政府はロメなどの都市に製造業の成長へのインセンティブとして産業自由区域

を設けた144。トーゴは ECOWAS 内でも耕作可能地の割合がもっとも高く、およそ 340 万ヘ

クタールに及ぶ。しかし耕作地として利用されているのは 45％以下である145。 

 

図 36 主要輸出産品 (2019)  出典: UNICTAD 

トーゴは安定した政治と政府による商業インフラの近代化への地道な努力に支えられ、安定

した経済成長を享受している。しかしながら、フォール・ニャシンベ大統領の政府への不満

が抗議の噴出につながり、経済全体へマイナスの影響を与えた。それにもかかわらず、同国

は新規幹線道路、新空港ターミナル、新海港などの大規模なインフラ改善プログラムに成功

した146。 

                                                           
143 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
144 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
145 Investment opportunities, Togo Invest. Retrieved 2021, January 20 from Investment Opportunities – Togo 
Invest Corporation 
146 CIA World Factbook, 脚注 136 

国 TOGO    
年 2016 2017 2018 2019 
GDP 成長率 5.56% 4.36% 4.93% 5.34% 
一人当たり GDP
（米ドル）  

597.471 626.092 679.973 679.290 

実質 GDP 成長率 5.60% 4.40% 4.90% 5.30% 
インフレ率 1.29% -0.98% 0.93% 0.68% 
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トーゴ経済は経済改革手法の実施や外国投資の奨励、財政の均衡政策の取り組みにおいて、

世界銀行や IMF から多大な支援を受けている。トーゴは IMF と共同で構造改革に引き続き

取り組んでおり、2017 年 1 月には、IMF との間で 3 年間で 2 億 3800 万ドルの総合貸付対策

からなる拡大クレジット・ファシリティ協定に署名した147。 

 

 

しかしながらここ一年のトーゴ経済は、ナイジェリア経済の影響や、リン酸塩やクリンカー

といった主要輸出品の価格の下落といったさまざまなマイナスの外的要因の影響を受けてい

る。このような状況にもかかわらず、政府は総需要を維持する積極的な公共投資プログラム

を推し進めている。当局は税収の引き上げを狙った構造改革も実施している148。これには税

識別番号の創設、遠隔手続き導入による徴税に係る経費の削減、税控除項目の削減などが含

まれる。 

人口は少ないが、増加を続けている人口に対し、トーゴ経済は同国の土壌と気候に頼った自

給農業と商業的農業に依存している。これは同国の土壌と気候が、幅広い産物の成長を可能

にしているためである149。農業部門は GDP の 28％を占め、労働人口の 62.5％を雇用してお

り、同国の人口の 3 分の 1 が生活を農業と畜産に頼っている150。農産物もトーゴの外貨獲得

に大きく寄与している。主要な食用農産物はキャッサバ、ヤム、トウモロコシ、キビ、モロ

コシに加え、商品作物としてココア、コーヒー、綿（輸出収入のおよそ 20％を生産してい

る）がある151。多くの農家が自給農業を実践しているが、生活に必要な食料品の一部はまだ

輸入が必要である152。 

農業以外には、鉱業と採石業もトーゴの主力産業であり、リン酸塩は鉱物資源として同国の

輸出品目の主力のひとつである。トーゴの産業部門の規模は小さく、GDP のわずか

15.5％、総雇用の 20％を占めるにすぎない。リン酸塩の埋蔵量は推定 6,000 万トンで、同国

                                                           
147 CIA World Factbook, 脚注 136 
148 World Bank. (2020) The World Bank in Togo https://www.worldbank.org/en/country/togo  
149 Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (2020) AVSF: supporting vulnerable smallholder farming 
https://www.avsf.org/en/posts/1001/full/togo#:~:text=Its%20economy%20is%20largely%20based,peanuts%2
C%20beans%2C%20and%20soy  
150 World Bank, 脚注 148 
151 Lloyds Bank (2020) Togo: Economic & Political Overview, Lloyds Bank Trade. 
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/togo/economical-context. 
152Lloyds Bank Trade, 脚注 151  

図 37 外国直接投資額 (2019). (のべ流入額 1 億 3,331 万米ドル, 流出額 6 億 7,666 万米ドル) 出典: UNICTAD 
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の最重要産物である153。そのため、産業部門の中心は鉱業で、食品加工業がそれに続く。リ

ン酸塩の鉱床は同国南部のロメのすぐ北東にあるハホトエやポガメなどにある。リン酸塩採

掘業はかつて第一位の産業であり、トーゴは世界最大のリン酸塩産出国であった154。しかし

他国との競争が激化し、世界のリン酸塩価格が急落したため、トーゴは近隣諸国へのセメン

トやクリンカーの輸出に頼るようになった。トーゴの主要な貿易相手国はフランス、中国、

ナイジェリア、ベナン、ブルキナファソ、ニジェールである。 

サービス部門は同国 GDP の 28.8％を占めると推計される。同部門は近年着実に成長してい

る。貿易とサービス部門にとってトーゴの主要インフラであるロメ港は重要な役割を果たし

ている。ロメ港は西アフリカ沿岸で唯一水深の深い天然港で、トーゴの商品の輸出入の中軸

として機能し、トーゴ近隣の内陸諸国にとっても重要な経由地でもある。近隣諸国への商品

の輸送が、サービス産業の創出につながっている。 

同国の潜在的可能性や政府のあらゆる取り組みにもかかわらず、貧困率は依然として高い。

UNDP によると、人口の 55％以上が貧困の状況にある。トーゴは UNDP の人間開発指標ラン

キングで 167 位に位置している。世界銀行は 2019 年の失業率は 1.7％と推計している。 

2.6.6 交通システム 

ガーナとベナンのあいだの風光明媚な沿岸道路、ロメからブルキナファソへ北に向かう道

路、パリメ、バドゥ、アタクパメのカカオやコーヒー生産地域を走る道路の三つが、主要な

道路網である。同国の道路のおよそ 3 分の 1 が舗装済である155。 

国有鉄道がロメから出る多くの路線サービスを提供している。パリメと首都を結ぶ路線の

他、アネホ、ターブリグボ、ブリッタへ向かうものがある156。 

ロメはトーゴの主要港であり、近隣の多くの内陸諸国にとって重要な経由地である。この人

工港湾は 1968 年に落成した。第二の港がロメのおよそ 22 マイル（35 キロメートル）北東

のクペメにあり、リン酸塩の出荷に利用されている157。 

トーコアン（ロメ近郊）にある国際空港が、トーゴとヨーロッパや他のアフリカ諸国をつな

いでいる。第二の国際空港が北部のニャムトゥーグーにある。国内空港はアタクパメ、ソコ

デ、サンサネ＝マンゴ、ダパングにある158。 

同国内には多様なインフラ開発の機会がある。投資促進機関は投資家に対し、ロメ近郊への

新空港、ロメから北部国境までの鉄道網、ロメ港から北部国境までの 675 キロメートルの

高速道路の建設への協力を呼びかけている159。  

                                                           
153Lloyds Bank Trade, 脚注 151 
154 Africa.com (2018) All about Togo https://africa.com/heres-what-you-need-to-know-about-togo/  
 
155 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
156 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
157 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
158 Encyclopaedia Britannica, 脚注 130 
159 Togo Investment, 脚注 145 
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3.西アフリカにおける 

模倣品の流れ  
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3.1 コトヌー（ベナン共和国） 

港湾都市であるコトヌーは、多くの模倣品業者を惹きつけ、様々な商業活動が行われてい

る。アフリカ最大の人口を有するナイジェリア、特に外国製品を好む人々の多い大都市ラゴ

スに近いため、コトヌーが西アフリカ地域内の模倣品の流入源となっている。ブルキナファ

ソ及びニジェールと国境を接していることから、これら隣国の市場へのルートともなってい

る160。  

コトヌーへ輸入される模倣品の主要な供給源は中国とされている161。インドも、もう一つの

主要な供給源とされている。この二ヵ国からの模倣品はドバイへ、又は西アフリカ圏内では

ナイジェリアへ輸送され、そこからコトヌーへと運ばれる162。下記フローチャートは、模倣

品のコトヌーへの流入とコトヌーから流出の可能性のある他の国々を図で説明したものであ

る。アフリカ諸国間の主な輸送ルートは陸路で、他の大陸から来る商品は航空便か船便であ

る。 

 

 

図 38 コトヌーの輸入品ルート 

コトヌーで発見される模倣品は主に医薬品、化粧品及び電気製品である。コトヌー港がある

ことで、偽造医薬品の輸入は驚異的なペースで行われてきており、この状況は当局にとって

重大な懸念事項である。その手口は、こうした製品の多くがコンテナに入れられ、一見合法

的な船舶で中国から輸送される。ところが、そのコンテナの内容物の虚偽申告が行われる。 

インターネット販売に関連するような比較的少量の偽造医薬品は、国際宅配便で発送され

る。国際麻薬統制委員会（INCB）によれば、「インドは、違法営業のインターネット薬局を

                                                           
160Golub, S. (2012) Entrepôt Trade and Smuggling in West Africa: Benin, Togo and Nigeria The World 
Economy  
https://www.researchgate.net/publication/256033845_Entrepot_Trade_and_Smuggling_in_West_Africa_Benin_ 
Togo_and_Nigeria 
161 UNODC (2010) Counterfeit Products) TOCTA Report https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/8.Counterfeit_products.pdf (pg 186 - 189).  
162 UNODC (2010) Counterfeit Products) TOCTA Report https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/8.Counterfeit_products.pdf (pg 186 - 189) 
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通して販売される薬品の主な供給源のひとつとなっている。インドの法執行機関が違法イン

ターネット薬局を営業していたグループを複数発見し、解散させた」163。こうした商品は、

ベナン国内だけでなく地域物流の中継所の役割を担うナイジェリアを経由し、他のアフリカ

諸国へ運ばれる164。  

偽造医薬品以外にも、電気製品の模倣品もみられる165。2013 年に行われたビエラ作戦

（Operation Biyela）では、合計およそ 900 万点の電子部品の模倣品がベナンから押収された
166。さらに、ナイジェリアからの電気製品の模倣品うち 21%がベナンへ輸出されている167。 

                                                           
163 UNODC (2010) Counterfeit Products)TOCTA Report https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/8.Counterfeit_products.pdf. 
164 Maguire, D. and Ramara, P (2018) Counterfeiting in Africa: an A-Z guide. World Trademark 
Review https://www.spoor.com/en/counterfeiting-in-africa/  
165 African Press Organisation (2015, March)  Survey on Electrical Counterfeiting in Africa、2020 年

11 月 2 日 http://www.apo-mail.org/150322.pdf より検索。 

166 World Customs Organization (2013) Illicit Trade Report Smiths detection、2021 年 1 月 10 日 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-
programmes/illicit-trade-report/itr_2013_en.pdf?db=web より検索。  

167 African Press Organisation、 脚注 165 
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3.2 ブルキナファソ 
 

ブルキナファソは内陸国で海港を有していない。しかし模倣品に関する問題は、長年にわた

って関心を集めてきた。この国は輸出入をコトヌー、ロメ、テマ、タコラジ及びアビジャン

の港に頼っている。こうした港のある各国は、模倣品のブルキナファソへの輸送ルートであ

る。密輸業者や犯罪者は、ブルキナファソへ模倣品を持ち込む際に陸路を使用するケースが

多い。マリやコートジボワールなどのような隣国からの道路網を通じて、バスで運び込まれ

る168。 

 

図 39 ブルキナファソの輸出入ルート 

こうした模倣品をブルキナファソへ持ち込む方法は、長年の間に巧妙化してきた169。国連薬

物犯罪事務所と世界税関機構が設置した特別ユニットの報告書によれば、専門家 Bob Van 
den Berghe 氏が「『人道的寄付の箱』とラベル表示されたコンテナから 81kg の偽造医薬品 
が今年（2020 年）初めに西アフリカのある港で押収された」と述べている170。報告書は、

「フランスから輸送された特定のコンテナからブラジルやスイスを含む広範な他の国々を起

点とするのを偽造薬品も発見した。」と述べている。同報告書によれば、最も多くの差し押

さえが行われたのはトーゴのロメ及びベナンのコトヌー港で、港の監視チームをすり抜けた

コンテナから中身を取り出し、偽造医薬品は小分け包装され、その後国境を越え、その一部

が北のブルキナファソへ向かう171。 

電気製品の模倣品は、国境を接する他の西アフリカ諸国、ガーナ、コートジボワール、マリ

などから内陸国であるブルキナファソに輸出される172。再輸出の拠点となるこれら国々の主

                                                           
168 INTERPOL (2019, December 23) Firearms Trafficking: Joint Operation Exposes Patterns and Smuggling 
Routes Across West Africa  https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Firearms-trafficking-joint-
operation-exposes-patterns-and-smuggling-routes-across-West-Africa  
169 BBC News (2020, July 13) Fake pharmaceutical industry thrives in West Africa BBC 
https://www.bbc.com/news/world-africa-53387216  
170 INTERPOL、脚注 168 
171 INTERPOL、脚注 168 
172 脚注 188 
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要な市場は、ガーナ（スンヤニ中央市場）、コートジボワール（マルシェ・アジャメ）など

である。数量は少ないが、ケニアからも電気製品の模倣品をが流入している173。 

ヨーロッパはブルキナファソへの偽造医薬品の供給源であるが、最大の流入国元は中国であ

る。これはブルキナファソに輸入商品を供給している近隣の西アフリカ諸国が、模倣品のほ

とんどを中国から輸入しているためで、このことに多くの研究や報告書がふれている174。 

 

 

 

 

  

                                                           
173 脚注 188 

174 Lybecker, K. (2016) Illicit Trades in Counterfeit Medicines OECD Library https://www.oecd-
ilibrary.org/governance/illicit-trade/illicit-trade-in-counterfeit-medicines_9789264251847-7-
en;jsessionid=w5G6FFRcFf6dsmss29ecZOHC.ip-10-240-5-48 
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3.3 コートジボワール共和国 

 

図 40 コートジボワールの輸出入ルート 

西アフリカのほとんどの国と同様、模倣品はコートジボワールにとって重要な問題である。

この国は模倣品の蔓延と闘っており、特にアビジャンは多くの模倣品の行商に悩まされてい

る。とりわけ多いのは、医薬品と電気製品の市場である。電気製品の模倣品は、アジアでも

特に中国、そして中東が同国への主な供給源と特定されている175。当局は過去 2 年間（2017
～2019 年）に 400 トン近くの偽造医薬品を押収しており、偽造医薬品がコートジボワール

市場における医薬品の 30 パーセント以上を占めている176。数多くに偽造されている医薬品

はパラセタモール（解熱鎮痛薬）、抗生物質、ビタミン剤、性的能力を高める医薬品など

で、他の模倣されることが多い製品は、衣料品、靴、及びその他のファッションアイテムで

ある。 

コートジボワールの模倣品は通常は港を通じて国内に輸送され、税関を通して持ち込まれ、

次に陸路で様々な地方市場及び近隣諸国の供給路へ向かう。他の合法的な貨物と同様に、模

倣品は正規の運送会社を通して発送されることが多い。狙いを定めた検査を避けるために、

内容を虚偽申告されることもあり、別の方法で税関を抜けて持ち込まれることもある。中国

からの模倣品貨物の多くはコンテナに詰められ、正規の手続きを経ず税関を通過する。 

コートジボワールには主な港が二つある。一つはアビジャン自治港で、アビジャン南部のト

レイクビルにある商業港である。これは積み替え及び複合輸送施設であり、公共部門によっ

て運営される商業施設である177。二つめは同国南西部の港湾都市サンペドロにあるサンペド

ロ港である。これは近隣の内陸国（マリ、ギニア及び リベリア）への中継港としての役割

を果たす。  

アジア及びヨーロッパから入ってくる模倣品のほとんどは、アビジャン自治港経由で同国へ

持ち込まれるが、近隣諸国、（サンペドロ港など）を通して持ち込まれるケースもある。ま

                                                           
175 脚注 188 
176 ADF (2019, May 15) Cote D’Ivoire Leads Charge Against Counterfeit Drugs ADF https://adf-
magazine.com/2019/05/cote-divoire-leads-charge-against-counterfeit-drugs/ 
177 Autonomous Port of Abidjan (2020, January 7) In Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Port_of_Abidjan. 
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た偽造医薬品を中心に、多くの模倣品がガーナ、マリ及びギニアの国境を越えて陸路でも持

ち込まれている。 

宅配便で持ち込まれる模倣品は比較的少ない。 
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3.4 ガーナ共和国 
 

 

図 41 ガーナの輸出入ルート 

ガーナにおける模倣品の多くの分野の主な供給源は、中国と見られる。ナイジェリアも模倣

品の供給源として一般的であり、電気製品の模倣品の 60%以上がナイジェリア製とされてい

る178。  

ガーナの自動車産業には外国から多くの投資が行われており、この国の成長の原動力となっ

てきた179。市場内に OEM 業者、部品製造業者、販売業者及び小売業者がいる。これら自動

車産業に携わる企業等が、経済的負担、競争、規制上の規則及びその他の市場原理に直面

し、その結果事業を維持する手段の一つとして、模倣品の製造を行う。そのため、自動車用

スペアパーツの模倣品が大量に流通している180。  

同国では、多くの電気製品の模倣品が見られる。2018 年にガーナ標準規格機構（GSA）が行

ったワイヤケーブル、スイッチ、電球、拡張ボードなどの電気器具の調査及び試験では、ア

クラの特定の市場で販売されている電気製品のおよそ 96%は模倣品であるか、又は規制上の

規格を満たさなかった181。 

ガーナは、ケンテ、バティック、ワックスプリントといったテキスタイル生産の長い歴史を

有する。しかし中国人販売業者が地域原産のものと同一・類似のデザインの模倣テキスタイ

ルをガーナに持ち込んだことにより、この文化遺産を壊滅させた。また、ガーナの繊維会社

が作ったオリジナルデザインの製品が、ガーナ市場向けに中国で安価に模倣された182。 

化粧品やスキンケア製品も模倣品が多数出回っており、多くの消費者が購入した製品が模倣

品であると認識している183。  

                                                           
178 2021 年 1 月 20 日 http://www.apo-mail.org/150322.pdf より検索 
179 2021 年 1 月 20 日 https://news.africa-business.com/post/ghanas-automotive-market より検索 
180 2021 年 1 月 20 日 https://www.modernghana.com/news/384277/toyota-ghana-battles-counterfeit-spare-
parts.html より検索 
181 2021 年 1 月 20 日 https://www.modernghana.com/news/880212/blame-standards-authority-for-influx-of-
fake.html より検索 
182 2021 年 1 月 20 日 https://sourcingjournal.com/topics/trade/ghana-tackles-textile-piracy-lm-30682/より検索 
183Yeboah. A, and Owusu-Prempeh. V (2017, November) 
https://www.researchgate.net/publication/321344219_The_Influence_of_Offline_Online_Media_and_Counterfe
it_Awareness_among_Non-Perishable_and_Non-Food_Products_in_Ghana 
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薬品検査官が、地方の調剤薬局で販売されている抗マラリア剤を調べたところ、正規品と比

較して有効成分の含有量は 2%未満であった。調剤薬局がこの薬剤を購入したのは認可を受

けた卸売業者からだったが、その卸売業者はこの偽造医薬品をトラックの荷台で割引価格販

売している行商人から購入していた。卸売業者は製品の合法性に疑いをもたなかったらし

く、製品は何の書類もなしに購入されていた184。 

ほとんどの模倣品は、通常の商品と同じルートを通してガーナへ輸入されたことが捜査で明

らかとなっている。西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）内では商品及びサービスが自由

移動できるため、地域内の模倣品の流通を取り締まるのは難しい。模倣品製造業者は利用可

能なテクノロジーを活用して模倣品を販売し、購入者を効果的に欺く。これは最近よく見ら

れる模倣品と本物の商品が並んで販売される際の状況である。このように、海港、空路、イ

ンターネット及び直接販売の全てが、ガーナへの模倣品の流通経路となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
184 2021 年 1 月 20 日 https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMSreport_EN.pdf?ua=1
より検索 
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3.5 ラゴス（ナイジェリア連邦共和国） 
 

 

図 42 ラゴスの輸出入ルート 

ナイジェリアへの模倣品の主な供給源が中国であることに疑いはない。ドバイも、模倣品が

最終的にラゴスへ入り込む主要中継点へと成長している185。模倣品はトルコからも流入し始

めている。この状況は、警察やナイジェリア食品薬品管理規制局（NAFDAC）が関与した

様々な法執行措置で逮捕された模倣品輸入業者の直接尋問や取り調べにおいて明らかとなっ

ている。 

ラゴスへ商品を輸送するもう一つのルートは、ラゴスのバダグリ側と国境を接するセメ経由

コトヌー行きである。この国境の長さは約 700km に及び、歴史的にこの国境地域は両国間

の経済活動の中心で、国境線は曖昧である。国境全体に沿って小川や水路が流れ、越境が禁

じられることがなく、警察や国境警備の監視の目も行き届いていない186。 

また、ベナンの港経由で模造品がラゴス及びナイジェリアに流入している187。ナイジェリア

もベナン共和国も西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）のメンバーであるため、両国間の

国境は自由に往来できた。しかし 2019 年第一四半期に、ナイジェリア連邦政府がこの国境

を閉鎖した。その後数年間、国境は断続的に開かれた。 

ラゴスは北と東の境をオグン州（ナイジェリアの一部）と接しており、連邦内の他州から製

品が自由にラゴスに流れ込んでくる。これら商品は、ベナンとのイディロコ国境や国の北部

のその他の国境を越えて流入している。 

                                                           
185 2021 年 1 月 21 日 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/8.Counterfeit_products.pdf よ
り検索 
186 Abdulah, L and Afolayan A, (2000) Trans-border studies: The Motivation and Integration of Immigrations 
in the Nigeria-Niger Border Area/ Transborder Movement and Trading. A Case Study of a Borderland in 
Southwestern Institute of African Studies https://books.openedition.org/ifra/973?lang=en  
187 Blum C. (2014, August) Cross-Border Flows Between Nigeria and Benin: What are the Challenges for 
Human Security? Friedrich Ebert Stiftung https://library.fes.de/pdf-files/bueros/nigeria/10883.pdf  
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模倣品取引が密行性であるという特性から、ナイジェリアにおける模倣品取引に関する信頼

できる統計はこれまでなかった。ナイジェリア税関は模倣品が大量に流入しているとしてい

る。2017 年には、知的財産権を侵害する 300 万点以上の偽造医薬品が差し押さえられたと

述べている188。 

広いカテゴリーの模倣品が、ラゴス及びナイジェリアに流通している。ナイジェリアにおけ

る模倣品のカテゴリーのトップ 10 は、加工食品、医薬品、履物、衣料品、革製品、自動車

部品、光学メディア（CD と DVD）、化粧品、アルコールである189。ナイジェリアで輸入さ

れる製品の約 80%は、ラゴスの港を経由して流入する190。ラゴスの港はラゴス、アパパ及び

ティンカンアイランドの三つ。アパパ港はこの国最大の港である。コンテナターミナルは

44 ヘクタールを占め、最大 22,000 TEU（20 フィートコンテナ 1 個分が 1TEU）のコンテナ貨

物を扱う能力がある。6 つの埠頭が水深 10.5 メートルの水深を有し、埠頭の全長は 950 メ

ートルに達する。アパパ港コンテナターミナルには 6,400 平方メートルの屋内貯蔵スペース

があり、コンテナヤードの収容能力は 19,500 TEU で、リーファープラグ 298 基を備えてい

る191。ティンカンアイランド港は次に取引の多い港で、埠頭は全長 770 メートルで、20,000 
TEU の貨物取扱能力を有する。 

これらの港で大量の輸入品を扱っていることから、模倣品も同様にこれらの港から流入して

いる。 

ラゴスの海港から輸入される貨物は、通常陸路でナイジェリアの各地へ輸送される。目的地

がナイジェリア各地のドライポートや内陸のコンテナ置き場の場合もある。これら施設はカ

ドゥナ、カノ、イバダン、ジョス、アビア及びカツィナで、完成したものもあれば、程度の

差はあれ、未完成の施設もある192。こうした内陸のポートを鉄道で海港につなぐ計画はある

ものの、まだ建設には至っていない。ラゴスで現在建設中のアパパとの間の鉄道も未完成で

ある。 

トランス西アフリカ沿岸ハイウェイはナイジェリアが起点で、西に向かってベナン、トー

ゴ、ガーナ及びコートジボワール結ぶ。また支線道路で内陸のブルキナファソやマリを結

ぶ。リベリアとシエラレオネの建設が終了すると、このハイウェイは西アフリカ諸国経済共

同体（ECOWAS）の他のさらに西の 7 か国をつなぐことになる。しかし、このハイウェイの

完成は著しく遅れている193。 

 

 

                                                           
188 Ngo Awa, N (2018, September) Building respect for IP: Nigeria Customs Service on the frontline WIPO 
Magazine https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0002.html  
189 Odumade, D. (2020, July 29) 10 Most Commonly Counterfeited Products in Nigeria. Chekkitblog. 
https://chekkitapp.com/blog/10-most-commonly-counterfeited-products-in-nigeria/  
190 Nairametrics (2015, October 2) 80% Of Imported Goods Come Into Nigeria Through The Ports – DG SON 
https://nairametrics.com/2015/10/02/80-of-imported-goods-come-into-nigeria-through-the-ports-dg-son/ 
191World Port Source (2021) Port of Apapa 
http://www.worldportsource.com/ports/review/NGA_Port_of_Apapa_1725.php#:~:text=The%20Port%20of%20
Apapa%20is,Apapa%2C%20and%20Tin%20Can%20Island.  
192 Ibebuike, D, Pamela,, I, and Ilogu, C (2019, November 19) Ports and Terminals in Nigeria. Lexology. 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d7ccf920-1663-45d6-a767-48fcec36eaa4  
193 Hirsch, A. (2013, April 18) Senegal to Nigeria superhighway still stuck in a rut The Guardian  
https://www.theguardian.com/global-development/2013/apr/18/senegal-nigeria-superhighway-stuck-rut  
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3.6 トーゴ共和国 
 

 

図 43 トーゴの輸出入ルート 

報道によれば、トーゴは消費者の命、健康及び安全を脅かす危険な模倣品の流通に侵されて

いる194。品質不良の偽造医薬品がトーゴに輸入される模倣品の大半を占める195。こうした医

薬品の中でも、抗マラリア剤と抗生物質が最も一般的な品質不良又は偽造医薬品である。ト

ーゴで発見される抗マラリア剤及び抗生物質の偽造医薬品の流入源として、ナイジェリアが

言及されることが多い。その他の医薬品には、インド及び中国が模倣品の主な供給源として

度々言及されてきた196。 

電子機器も模倣品市場で多くの取引が行われている。2013 年に世界税関機構（WCO）が率

いて 10 日間にわたり展開されたビエラ作戦（Operation Bayela）では、西アフリカの 8 か国

（ベナン、コートジボワール、ガーナ、ギニア、リベリア、ナイジェリア、セネガル及びト

ーゴ）と他のアフリカ諸国 15 か国が関与し、11 億点以上の模倣品の 押収につながった。押

収された 4 億 5,600 万点近く、約 40 パーセントが 電子機器だった。合計 4 億 5,600 万点の

うち、トーゴだけで 1 億 4,800 万点以上が押収された197。 

上述の電子機器及び医薬品のほかに、トーゴではテキスタイルの模倣も多い198。 

                                                           
194 Tandegnon, N (2000, February 2) ECONOMY: Togo, Ghana, Benin Fight Counterfeit products. Inter Press 
Service 
http://www.ipsnews.net/2000/02/economy-togo-ghana-benin-fight-counterfeit-products/  
195 Mwai, P. (2020, January 17) Fake Drugs: How bad is Africa’s counterfeit medicine problem? BBC 
https://www.bbc.com/news/world-africa-51122898 
196 Natukunda, C. (2020, January 20) African Countries rise up to fight Counterfeit Drugs. Africa Health 
https://africa-health.com/news/african-countries-rise-up-to-fight-counterfeit-drugs/  
197INTER-GOVERNMENTAL ACTION GROUP AGAINST MONEY LAUNDERING IN WEST AFRICA 
(GIABA) (2017, February) Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 
https://www.giaba.org/media/f/1030_TYPOLOGIES%20REPORT%20ON%20MLG%20ARISING%20FROM
%20EC%20AND%20IPT%20THEFT%20IN%20WEST%20AFRICA-FINAL.pdf 
198 The Conversation (2016, August 29) West Africans ditch Dutch wax prints for Chinese ‘real-fakes’ 
https://theconversation.com/west-africans-ditch-dutch-wax-prints-for-chinese-real-fakes-59846  
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こうした製品の輸送に際し、水路において依然として多くの違法行為が行われている199。ト

ーゴでは、自国の経済発展のためにロメ自由港の開発に注力した。ロメ港とそれに隣接する

自由貿易圏の市場開拓の過程において、トーゴはこれら施設を「柔軟」に運用するようにな

った。その結果、ロメ港は模倣品の密輸港に変化してしまった。警察の捜査により、ロメ港

の貨物のほとんどがトーゴの内陸市場や他の国々へも向かうことが明らかとなった。 

トーゴ国内では、模倣品の流通が地方市場で、行商人のネットワークや薬品の隠し棚のある

食料雑貨店を通して行われる。 

ヒーラ作戦 II（Operation Heera II）では、アンタルジク錠剤の模倣品をベナン、ガーナ、及

びトーゴの海港に輸入した後に陸路で西アフリカ諸国へ流通させていた密輸輸送ルートが特

定された200。   

                                                           
199Blede, B. (2015, December 15) Missing the boat? The cost of postponing the Lomé maritime summit Institute 
for Security Studies https://issafrica.org/iss-today/missing-the-boat-the-cost-of-postponing-the-lome-maritime-
summit.  
200INTERPOL (2018, July 12) Fake goods: arrests and seizures in worldwide operations 
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/Fake-goods-arrests-and-seizures-in-worldwide-
operations.  
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4.模倣品の主要な流通市場 
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4.1 コトヌー（ベナン共和国） 

4.1.1 Dantokpa Market  

ダントッパの市場はトクパとも呼

ばれ、ベナン、コトヌー、サンミ

ッシェル大通り（Boulevard St. 
Michel）に位置し、他の多くの通

りにつながっており、その広さは

20 ヘクタールに及ぶ。一方の端は

ノクエ湖に面しており、アフリカ

諸国の商人たちが船で訪れる。西

アフリカ最大級と言われ、ベナン

最大の市場である。市場は幹線道

路に沿って構成され、さらに様々

な道路や路地により分かれてい

る。 

ダントッパは国際市場で、アフリ

カ諸国から人々がやってきてはそこで商売をし、商用及び私用で自国に持ち帰る商品を購入

する。海外からこの市場を訪れる外国人は、ナイジェリア、トーゴ、ガーナ、マリ、ブルキ

ナファソ、リベリアの商人のほか、商売に長けたレバノン人と中国人が含まれる。報告され

る 1 日の取引高は 10 億 CFA フランを超え、およそ 100 万人の人々が出入りするこの市場

は、コトヌーとその住民の経済的繁栄にとって重要である。 

この市場では、文字通りどんな商品でも簡単に見つけることができる。食料雑貨、生鮮食

品、プロテイン、衣料品（ワックスプリント及びレース生地201）、DVD を含む電気／電子製

品、宝飾品類、自動車用スペアパーツ、現地通貨交換所まである。全体として、市場は商品

ごとの販売区画で構成されている。しかし区画をまたいで自分の商品を売り歩く行商人の姿

も見かけられる。 

広く、にぎやかで、迷路のような構造のため、ダントッパの市場で強制捜査を実施する場

合、特に大規模で市場内部に入り込む場合は困難を強いられる。強制捜査を行う際には、入

念な準備を行い、大勢の武装警察官を派遣する必要がある。強制捜査の事例として、2017
年 2 月にベナン政府が、ダントッパマーケットの Adjegounle 側の「青空薬局」で大規模な

法執行措置を開始した際には何トンもの偽造医薬品が押収され、数人が逮捕された。同年

12 月には、国会議員 Mohammed Atao Hinnouho の自宅が強制捜査を受け、偽造医薬品の入

った箱が複数発見されて押収された202。 

                                                           
201Jubril, M. (2018, August 11) Dantokpa: Central Market of West Africa The Sun Nigeria 
https://www.sunnewsonline.com/dantokpa-central-market-of-west-africa/.  

202 France24 (2018, November 6) Benin MP jailed for 6 years over fake drugs scandal 
https://www.france24.com/en/20181106-benin-mp-jailed-6-years-over-fake-drugs-scandal  

図 44 ダントッパマーケット、ベナン、コトヌー 
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図 45 ダントッパマーケットの様子 

4.1.2 市場外の店の集まり 

コトヌーの様々な通り、具体的にはグヌ／スタジアム地区、Batito 地区及び Sikecode en 
force 道路の販売業者を訪れると、売り手たちが韓国製やタイ製の「日本」ブランド製品を

陳列し、販売している。このような通りは主要市場には位置していないが、電子機器やその

他の日本製品を販売する店が多くみられる。 

この地域で販売されていた日本企業のブランド名が使われた製品（調査、2021 年 1 月）と

価格のリスト： 

 ポンプ（ラベル表示では日本製）- 60,000cefa 
 エアコン（ラベル表示では韓国製）– 900,000cefa 
 トナー（ラベル表示では中国製）– 2,500cefa 
 コピー機（ラベル表示ではタイ製）– 560,000cefa 
 コピー機充電器（ラベル表示ではタイ製）– 375,000cefa 
 プリンター（ラベル表示ではタイ製）– 67,915cefa 
 トナー（ラベル表示では中国製）– 10,000cefa 
 スキャナー（ラベル表示ではベトナム製）– 50,000cefa 
 計算機（ラベル表示ではタイ製）- 3,500cefa 
 計算機（ラベル表示では中国製）– 4,000cefa 
 プラグ（ラベル表示では日本製）– 14,000cefa 
 オイルフィルター（ラベル表示では日本製）– 2,000cefa 
 オイルフィルター（ラベル表示では日本製）– 2,000cefa 
 ブレーキパッド（ラベル表示では日本製）– 10,000cefa 
 ブレーキパッド（ラベル表示では日本製）– 8,000cefa 
 タイヤ（ラベル表示では日本製）– 69,000cefa 
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図 46 IT ショップ、ベナン、コトヌー、グヌ／スタジアム地域 

 

 

 
図 47 スペアパーツ店、ベナン、コトヌー、Sikecode en force road 
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4.1.3 オンラインショップ 

Adobaba - https://www.adobaba.com/adobaba.php  

Afribaba - https://www.afribaba.bj/  

Beninshop – https://beninshop.net/  

Cionafrique - https://bj.coinafrique.com/  

Kefa Store - https://kefastore.com/  

Odjala - https://odjala.com/en/  

Orifice Store - https://store.orificegroup.net/  

Vente Pro - https://www.ventes-pro.com/   
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4.2 ブルキナファソ 

4.2.1 The Grande Marche 

グランマルシェはブルキナファソの

首都ワガドゥグの屋外市場で、美術

品から、食品、食料雑貨、調理器具

と幅広い商品が取り扱われている。

中央市場は広大で、多数の建物、通

り及び野外エリアに広がっている。

地元住民に人気があることから、地

元で作られた商品だけでなく、輸入

品も販売する中心地となっている。

首都から離れた地域にあるその他の

小規模市場へ商品を供給する拠点と

なっている。自動車部品のオイルフィルター、エンジンフィルター、スパークプラグ、ブレ

ーキパッド等が市場で販売されている。市場の周囲の場所でも、家電製品、衣料品、宝飾

品、スキンケア製品、医薬品等が陳列されている。 

4.2.2 Marché de Sankariaré 

サンカリアレマーケットも屋外市場

で、ブルキナファソのワガドゥグ

ー、 ブルバールドラリベルテ

（Boulevard do la Liberte）に位置し

ている。この市場は、主に服地や美

術工芸品で知られる。服地、ホーム

エレクトロニクス及び工芸品はこの

市場で非常に人気がある。 

ある報告によると203、この市場は偽

造医薬品の取引が盛んに行われてい

る。2019 年 1 月に保健省の一組織である国家医薬品規制機関（National Pharmaceutical 
Regulatory Agency、ANRP）が、警察及び法執行機関と連携し、卸売医薬品会社の倉庫を強制

捜査した。この不意を突いた操作によって、手袋、注射器、ナトリウム、ブドウ糖、メトロ

ニダゾールなど、全体で 40 トンを超える医薬品等が押収された。  

                                                           
203 Nabaloum. A, (2020, February 26) Burkina Faso in the Footsteps of Merchants of Death. 
CENOZOhttps://cenozo.org/fr/articles/217-burkina-faso-sur-les-traces-des-marchands-de-la-mort  

図 48 ワガドゥグ大市場、ワガドゥグ、クルバ、Avenue 
Maurice Yameogo 

図 49 サンカリアレマーケット、ワガドゥグ、ダポヤ、Rue 
Diedier Tiendrebeogho 
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4.2.3 Bendogo Market (east of the city) Ouagadougou 

首都の屋外市場で、この市場も模倣品、特に医

薬品を扱うことで知られる。 

 

 

 

 

 

4.2.4 オンラインショップ及び電子商取引 

下記は、有名なオンラインショップの一部である。 

Digital Yaar https://digityaar.com/en/  

Jumia - https://www.jumia.bf/  

Afrimalin – https://afrimalin.bf   

Fasotech –https://fasotech.net/  

Fasorana - https://www.fasoranana.bf/index.php  

Fasorana -  https://www.fasoranana.bf/index.php   

Burkina Yar - https://www.facebook.com/Burkinayaar/ 

Internet World Stats（IWS）によれば、2020 年のブルキナファソのインターネット普及率は

22%であった204。また、Statista によると、2016 年ピュー研究所報告書は、同国でスマート

フォンを所有する成人はわずか 16%である205。これらの統計は、ブルキナファソにおいて電

子取引システムが活発でないことを裏付けている。オンライン取引の障壁は、不十分なイン

フラ及び低品質のインターネット回線である。競争環境にない電気通信分野の設備の改善は

進んでいない。こうした状況にもかかわらず、この国に多数のオンラインショップが開設さ

れており、これらウェブサイトで模倣品が販売される可能性は非常に高い。 

 

                                                           
204Kemp, S. (2020, February 17) Digital 2020: Burkina Faso https://datareportal.com/reports/digital-2020-
burkina-
faso#:~:text=There%20were%204.59%20million%20internet,at%2022%25%20in%20January%202020.   
205 Poushter, J (2016, February 22) Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging 
Economies But advanced economies still have higher rates of technology use. Pew Research Center 
https://www.pewresearch.org/wp-
content/uploads/sites/2/2016/02/pew_research_center_global_technology_report_final_february_22__2016.pdf  

図 50 Benego Cité de l´Avenir、ブルキナファソ、
ワガドゥグ 
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4.2.5 模倣品の主な流入経路 

ブルキナファソに模倣品は様々な供給源から入ってくるが、これにはアフリカの外からの直

接輸入及び大部分を占める他の近隣アフリカ諸国からの再輸出が含まれる。医薬品の供給源

に関しては、中国とインドが、ブルキナファソ向けを含むアフリカの偽造医薬品供給国の上

位を占める。模倣品はパラグアイ、パキスタン及び英国を通って西アフリカの各地の港に向

かい、西アフリカ市場に大量に出回ることがある206。 

一部の国々では国境を担当する当局を通過して、模倣品の取引が行われているとの報告があ

る207。報告によると、2017 年の第一四半期にインド製バリウムの違法取引のあからさまな

ケースが、ある医薬品会社によってアムステルダムで発見され、最終的にブルキナファソで

廃棄された。こうした模倣品は、ワガドゥグに到着すると、店や屋外市場へ送られる。 

模倣品は、コンテナに一般の商品に紛れ込ませて持ち込まれるケースが多い。 

基本的に税関職員はこれらを押収するが、他方で模倣品を識別できないこともある。また、

妥協して摘発を拒否する事さえある。 

 

 

 

 

 

  

                                                           
206 Christensen, S. (2018, November 15) Tens of thousands die in Africa each year due to fake drugs Reuters 
https://www.reuters.com/article/us-westafrica-drugs-fake-idUKKCN1NK23I 
207 脚注 215 
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4.3 コートジボワール共和国 

4.3.1 Abobo Market  

この市場は首都アビジャンの北部郊外アボボ地区にあり、食料品から電子機器、医薬品ま

で、様々な商品が販売されている。 

4.3.2 Adjame Forum Market  

Adjame Forum Market は、アビジャンの都市区に位置する市場で、コートジボワール最大の

市場である208。果物から宝飾品や家電製品まで、多数の商品の卸売り及び小売りが行われて

いる。市場の大部分 は屋内であるが、多くの商店が通りにあふれ、屋台がびっしりと並

び、行商が盛んである。この市場は、2000 年に開かれ、西アフリカ各地から商品が集ま

る。 

4.3.3 Treichville Market 

アビジャンのトレイクビル都市区に位置する大規模な屋内専用市場である。数年の間に市場

周辺に様々な店が現れた。市場と周囲の各店は、衣料品、食品、電子機器など、様々な商品

を取り扱っている。 

4.3.4 SOCOCE Mall  

アビジャンのココディ II プラトーに位置するコートジボワール最大のデパート又はスーパー

マーケットの一つ。この市場は 1996 年に開店し、広さは約 20,000 平方メートルに及ぶ。 

こうした市場で取り扱われている日本製品には、次のようなものがある。 

 自動車用スペアパーツ： ブレーキパッド、スパークプラグ、エンジンフィルター等 
 電気製品 ：リチウム／充電式電池、計算機、ゲーム機、DVD、洗濯機、冷蔵庫等 
 事務用機器 ：インクカートリッジ、文房具、プリンター等 
 楽器／音響機器：ドラム、スピーカー等 
 その他：腕時計等 

  

                                                           
208 Ford, T (2014, July 10) Ivory Coast stallholders turn to digital marketplace BBC News 
https://www.bbc.com/news/business-28242797  



 
 

81 
 

 

4.3.5 オンラインショップ 

Jumia - https://www.jumia.ci/  

Afrikdiscount - https://afrikdiscount.com/fr/ 

Coin Afrique - https://ci.coinafrique.com/ 

Magestik - https://magestik.ci/ 

Africa Shops - http://www.africa-shops.ci/ 

Sanlishop.ci - https://sanlishop.ci/ 

DjokStore - https://djokstore.ci/ 

 

 
図 51 コートジボワールの一スーパーマーケット   
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4.4 ガーナ共和国 
 

 
図 52 

1. スンヤニマーケット、ガーナ、スンヤニ、Wenchi Road 

2.マコラマーケット、ガーナ、アクラ、a20 Kojo Thompson Rd 

3.マーケット通り&ゾンゴレーン、ガーナ、アクラ  

4.オペラスクエア、ガーナ、アクラ 

 

4.4.1 Sunyani Central Market 

ガーナで電気製品の模倣品が販売されていることで知られている主要な市場である。 

4.4.2 Makola Market 

この市場はガーナの首都アクラの中央部にある。ガーナ全体とは言わないまでもアクラでは

最大の屋外市場で、ほとんどすべてのものが卸売り及び小売りされている。いくつかの道路

を横切り、乱雑に広がる市場で、異なるセクションがある。市場の創設にはナイジェリアか

ら来たヨルバ人商人の影響力があったとも言われ、市場の名称がヨルバ語の名前「マコラ」

となっているのは、そのためと言われる。 

衣料品、地元及び海外の布地、アクセサリー、装飾品、靴、工具、医薬品、手作りの宝飾

品、鍋釜類、生鮮食品、現地製造品及び輸入品などが販売されている。毎日大勢の人が訪

れ、市場周辺では終日車と人の往来が盛んである。 

1 2 

3 4 



 
 

83 
 

市場は幹線道路に沿っており、様々な道路／レーンに分割されている。市場内の建築物はい

くつかのショッピングセンターと数階建てのビルで構成され、その中で店舗が分かれてい

る。主要なものは、エレクトロニクス機器／部品、楽器／音響機器、ベビー用品及び家庭用

品、飲物・酒類、スキンケア及び化粧品、文房具及び事務用機器等の販売業者・小売業者で

ある。 

市場の多数の店舗で中国及び韓国で製造されたとする日本企業のブランド名が使われた家電

製品が販売されている。これらの製品は、日本製と表示されている割合は極めて少数で、多

くの製品はベトナム、インドネシア、インド、台湾、ドバイ及びエジプト製と表示されてい

た。 

また発電機、冷蔵庫及び冷凍機、充電式ランタン等の輸送用段ボールに日本製の日本企業ブ

ランド製品であると表示されているが、製品自体には中国、韓国及びエジプト製と表示され

ていた。 

陳列され、販売されている日本企業ブランドの楽器及びアクセサリーのほとんど（具体的に

は日本企業ブランドのアンプリファイア、マイクロホン及びキーボード）が中国製と表示さ

れていた。 

これら製品は、空路や海路を経由しガーナに輸入されたものである。 

外国商人（特にナイジェリア人商人）による市場での成功は、現地の人々の間で不満を生ん

できた。そこで、ガーナ取引業者協会連合（Ghana Union of Traders Association）が実施する

形式をとり、外国人小売業者の営む小売店の一部が 2019 年に閉鎖された。 

発見された日本企業のブランド名称が使われた製品（市場調査、2021 年 1 月）と価格のリ

スト： 

 テレビ、32 インチ（ラベル表示ではエジプト製）– 1,290cedi 
 テレビ、49 インチ（ラベル表示では中国製）– 1,199cedi 
 アンプリファイア、24U パワー（ラベル表示では中国製）– 2,300cedi 
 キーボード（ラベル表では中国製）– 1,849cedi 
 キーボード E463（ラベル表示では中国製）– 2,400cedi 
 マイクロホン – 65cedi 
 ランプ（ラベル表示では中国製）– 150cedi 
 マイクロホン（ラベル表示では日本製）– 120cedi 
 発電機（ラベル表示では韓国製）– 1,100cedi  
 安定器（ラベル表示では日本製） - 320cedi 
 充電式ランタン（ラベル表示では日本製）- 89.00cedi 
 音響システム（ラベル表示では日本製） – 270cedi 
 ブルートゥーススピーカー（ラベル表示では日本製）– 115cedi 
 冷蔵庫（ラベル表示では日本製）– 1,499cedi 
 調理器（ラベル表示では日本製）– 219cedi 
 洗濯機（ラベル表示では日本製）– 1,799cedi  
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図 53 マコラの電気店の店頭 

 

 

図 54 マコラ市場 
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4.4.3 Zongo Lane Market, Mokola Market 

この市場は、コンピューターやその関連製品を含む電子・電気関連製品の悪名高い市場であ

る。ここでは楽器も販売されている。この市場内の道路ネットワークには法の秩序が及びに

くく、市場の店舗は組織化されている。市場には大規模店もいくつかあるが、零細店が急増

している。 

 
 

図 55 ゾンゴレーンで楽器を売る店舗、マコラマーケット 

 

日本企業のブランド

名称が使われた 24 チ

ャンネルミキサー

（ラベル表示では中

国製） – 2,300cedi 
 

日本企業のブランド名称が使われ

たキーボード（ラベル表示では

中国製） – 1,849cedi 

図 56 マコラマーケットのゾンゴレーンで売られている日本製品の写真とその価格 
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4.4.4 Congo Lane, Mokola Market 

この市場はマコラの市場で目立つもう一つの通りで、電子機器や楽器が販売されている。店

舗の配置や構造が、Zongo Lane Market と似ている。 

 

 

図 57 マコラマーケットの店舗 

 

4.4.5 Opera Square, Mokola Market 

この市場では、大規模店と小売店で電気・電子及び家電製品が販売されている。 
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4.4.6 Aboussey Okai Market 

 

図 58 Aboussey Okai 市場 

この市場は、様々なブランドのスペアパーツやタイヤが販売されている人気市場で、ガー

ナ、アクラ、Aboussey Okai 地区の環状道路沿いに位置し、多くの通りや路地で分割されて

いる。環状道路の反対側で異なるブランドのタイヤの販売業者がスペアパーツ市場と隣り合

っている。 

ここでは、日本企業の商標の付された製品、具体的に言うと、様々なサイズのプラグ、様々

なサイズのオイルフィルター、様々なサイズのブレーキパッド等が販売されている。ここで

は中国製や台湾製の他のブランドのプラグやブレーキパッドも販売されている。 

これらの製品は、空路及び海路を経由し、ガーナに輸入されている。 

この市場で販売されていた日本企業のブランド名称が使われた製品（市場調査、2021 年 1
月）と価格のリスト： 

 プラグ（ラベル表示では日本製） – 160cedi 
 プラグ（ラベル表示では日本製） - 200cedi 
 プラグ（ラベル表示では日本製） - 200cedi 
 プラグ（ラベル表示では日本製） - 200cedi 
 オイルフィルター（ラベル表示では日本製） - 120cedi 
 タイヤ（ラベル表示では中国製） – 600cedi 
 タイヤ（ラベル表示では日本製） – 720cedi 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

図 59 Aboussey Okai マーケットで売られる日本製品 

 

4.4.7 Tudun Yas Market 

 

図 60 Tudun Yas 市場 

この市場の規模は大きくかつ有名で、電子機器及び材料、具体的には、コンピューター、カ

メラ及びアクセサリー、ビデオレコーダー及びアクセサリー、マイクロホン、ビデオゲー

ム、計算機等が取引されている。 

この市場には数千もの店舗があり、強い力を有する市場組合とタスクフォースがある。強制

捜査や偽造防止の執行措置はあまり頻繁に行われていないその結果、業者は当局の取り締ま

りなどを警戒せず、模倣品を自由に店頭で売買している。 

  
タイヤ（ラベル表示では日本製） – 7500cedi ブレーキパッド（ラベル表示ではベトナム製） – 

160cedi 
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日本企業のブランド製品も販売されているが、これらは頻繁に空路や海路を経由して輸入さ

れている。 

発見された日本企業のブランド名称が使われた製品（市場調査、2021 年 1 月）と価格のリ

スト： 

 カメラ（ラベル表示ではタイ製）– 1,900cedi 
 カメラ（ラベル表示では日本製） – 7,500cedi 
 カメラ（ラベル表示では日本製） – 3,500cedi 
 カメラ（ラベル表示では日本製） – 2,300cedi 
 ビデオカメラ（ラベル表示では日本製） – 9,000cedi 
 プリンター（ラベル表示ではタイ製） – 3000cedi  
 計算機（ラベル表示ではタイ製）– 80cedi  
 カートリッジ（ラベル表示では日本製） 110cedi  

 

 
 

図 61 Tudun Yas マーケットの様子、カウレーン 
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4.4.8 オンラインショップ 

Afribaba - https://gh.afribaba.com/  

Zooobashop.com - https://www.zoobashop.com/ 

Jumia.com - https://www.jumia.com.gh/ 

MyGhMarket - https://www.myghmarket.com/ 

ShopBeta - https://shopbeta.com.gh/ 

Africakart - https://www.africakart.com/ 

SuperPrice - https://www.superprice.com/ 

Melcom - https://www.melcom.com/  

4.4.9 強制捜査の経験  

マコラマーケットでは様々な商品の模倣品に関する事件が発生する。特に医薬品や布地に関

するものが多い。ガーナ政府が設置した合同著作権侵害対策タスクフォースが数か月ごとに

市場を強制捜査し、偽造品を燃やす様子を公開している。2015 年 1 月には、タスクフォー

スが数万米ドルの価値と推定される 3,500 点の偽造服地を燃やしたことが報告された。 

ガーナの製造業者は、こうした違法な製品の輸入を食い止める対策に対する関心が高い209。  

また、ガーナ標準規格機構（GSA）は、ガーナの市場から規格外及び模倣品を根絶すること

に取り組んできた。例えば、2018 年には、規格外の電気ケーブル 及びその他の電気器具を

国中で市場から根絶する一掃作戦の実施を計画。GSA が治安当局と協力して実行する作戦

は、粗悪な電気器具の販売業者等を逮捕し、起訴することを目的としている210。 

 

 

  

                                                           
209 Yeebo, Y (2015, May 31) Chinese counterfeits leave Ghanaian textiles hanging by a thread. The Christian 
Science Monitor 
 https://www.csmonitor.com/World/Africa/2015/0531/Chinese-counterfeits-leave-Ghanaian-textiles-hanging-
by-a-thread  
210 Vomafa-Akpalu, L and Osei, G (2018, July 10) GSA to rid market of substandard electrical cables GH 
Headlines 
http://m.ghheadlines.com/agency/ghanaian-times/20180710/81811879/gsa-to-rid-market-of-substandard-
electrical-cables  
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4.5 ラゴス（ナイジェリア連邦共和国） 
 

模倣品が販売される主な市場 

下記はラゴスで模倣品が販売される主な市場の概要である。ほとんどの市場では様々な製品

が販売されており、製品ごとに市場をカテゴリー化することは難しい。そこで、市場につい

て述べた後に表を示し、市場の特徴を明らかにする。各市場の所在地は、ラゴス島と本土側

に分類される。  

 

ラゴス島の市場  

4.5.1 Balogun Market  

バログンマーケットは、数多

くの道路にまたがり広がって

いる。世界中から引き合いの

多い布地の他に、衣料品及び

アクセサリー、バッグや履

物、ホームインテリア、子供

用品、その他商品の市場とし

てよく知られている。 

この市場は広く、いくつかの

店舗は複数階建てで、小さめ

の小売店が１階で、倉庫や量

販店が上階を使用している。

この市場の中心部の通りは狭

く歩行者が密集し、また風が

強くているため、車の走行は

困難である。 

ここでは何度か火災が報告されており、たいていは電気系統の欠陥又は発電に使用される発

電機の取り扱いミスが原因とされる。過去には、市場内で夜間に凶器を使った強盗や押し込

み強盗があった211。窃盗行為や破壊行為はいまだに多い。また混雑していることで、人々が

暴徒化することも珍しくない。 

衣料品や下着から、飲物、生活用品までに及ぶ多数の製品の強制捜査が行われてきた。ほと

んどの強制捜査は円滑に実施されたが、時には暴力沙汰となったこともあった。強制捜査に

際しては、市場の人々が暴徒化する可能性があることから、多数の武装警察の増援が頻繁に

                                                           
211 Aluko, O (2016, September 27) Robbers attack Balogun Market, one killed, three injured. PUNCH 
Newspaper 
https://punchng.com/robbers-attack-balogun-market-one-killed-three-injured/  

i ii 

図 62 

Ii バログンマーケット、ラゴス、ラゴス島、15-26 Agarawu St 

ii.イドゥモタマーケット 、ラゴス、ラゴス島、 Bankole St 
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要請される。待機していた。しばしば行われる小規模な強制捜査は、模造品販売への抑止力

となっている。 

4.5.2 Idumota Market 

イドゥモタマーケットはバログンマーケットと隣接し、明確な境界線がなく、一方が他方の

延長とみなされることがある。ラゴス島に位置するこの市場の特徴は複数階建ての建物で、

中には 5 階建てのものもある。この市場では大量の医薬品、病院設備、食材及び加工食品、

化粧品及びスキンケア製品、アルコール飲料、衣料品、靴、バッグ、建材、生活用品、文房

具など多種多様な商品が販売されている。これらはこの市場で販売されている一部にすぎな

い。この市場ではタイヤが大量に販売されており、日本企業の模倣品タイヤもある。  

この市場の乱雑な広がりに沿って二次市場があり、例えば、Oke-Aarin は食料雑貨類の卸売

り及び小売りを数多く扱っており、Idumagbo は電気製品や生活用品、Oluwole は衣料品や箱

などが販売されている。イドゥモタの建物の多くは一部居住用で、店舗や倉庫として別用途

で使用されていることもある。安全面に関しては、混雑と全体的に無秩序な状況に起因し

て、多くの人々が冷静さを失った行動を行う傾向がある212。 

これら市場を集合的に見ると、イドゥモタマーケットは活気にあふれ、多くの業者が朝 7 時

頃から通りに商品を並べている。わずかな商品の見本を手にして立っている、あるいは歩行

者に呼び掛けて商品を勧める業者（又は手間賃を求める人）もいる。歩行者が興味を示す

と、さらに市場の中心部の大きな店舗又は屋台へと案内される。  

強制捜査はこの市場のいくつかの区画で異なる製品群に対し行われ、中には日本製の商品も

含まれる。強制捜査は平和的に行われることもあるが、時には大混乱となる。強制捜査を成

功させるには、後方支援と執行の場所決めに関して慎重に計画する必要がある。この市場で

は、化粧品及びスキンケア製品、加工食品、アルコール飲料、文房具などに対して多くの強

制捜査や偽造防止の執行措置が行われている。 

この市場が最も広がる部分はアロロヤ、Idumagbo／オジョ-ギワ／アクサタオン-ティヌブ I. 
T. の各マーケットにまで及ぶ。 

ここでは、情報技術機器及び材料、具体的には、様々なブランドのコンピューター、カメラ

及びアクセサリー、ビデオレコーダー及びアクセサリー、マイクロホン、ビデオゲーム、計

算機、腕時計及び掛け時計等が売買される人気市場である。 

市場はナイジェリア、ラゴス州ラゴス島地方行政区にあり、この市場に至る通りや道路がい

くつかあり、ラゴスの第 3 本土連絡橋／イドゥンマグボ通り又は大通り／ティヌブ通り又は

カーター橋／イドゥモタ／アジクウェ通り経由等のルートがある。 

この市場では、日本製及び他の国々、例えば、台湾製、タイ製の日本企業ブランドのカメラ

及びアクセサリーが、偽物も本物も販売されている。また日本企業製の様々なサイズ及びブ

ランドのビデオレコーダー、マイクロホン、プリンター及びコピー機が販売されており、製

品のほとんどはベトナム製、台湾製及びタイ製であった。 

                                                           
212 Vanguard Newspaper (2011, September 5) Stampede in Idumota as trader slumps, dies.  
https://www.vanguardngr.com/2011/09/id-el-fitri-stampede-in-idumota-as-trader-slumps-dies/   
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また、異なるサイズの計算機やビデオゲームのほか、腕時計や掛け時計もこの市場に陳列さ

れ、販売されていた。ほとんどの製品が中国製及びインド製であり、すべて模造品と思われ

る。ある日本企業の家電製品等のエレクトロニクス製品の模倣品のほか、印刷関連製品もこ

の市場で販売されている。  

各市場は一か所のエリア又は通りに集中しているのではなく、ラゴス島の至る所に散在して

いる。 

4.5.3 Aroloya Street 

この市場には、カメラ及びアクセサリー、ビデオレコーダー及びアクセサリー、マイクロホ

ンを売る販売業者が集中し、また近くで 20 軒の店舗／販売業者がカメラ及びアクセサリ

ー、ビデオレコーダー及びアクセサリーの販売している。販売業者は、カメラ及びアクセサ

リーの偽物と本物の両方を販売している。日本企業の印刷材料、カメラ関係製品の模倣品が

販売されている。 

4.5.4 Acsataon-Tinubu Square 

アクサタオン・ティヌブ広場には、コンピューター及びアクセサリー、プリンター、コピー

機及びそのアクセサリーの販売業者が集中している。15 軒以上の店舗／販売業者がプリン

ター、コピー機及びアクセサリーを販売しており、陳列されている日本企業ブランド製品は

ベトナム製、タイ製及び台湾製であった。 

4.5.5 Idunmagbo/Ojo-Giwa 

この市場では、計算機、ビデオゲーム、腕時計及び掛け時計を販売している 10 軒以上の店

舗及びいくつかの屋台がある。計算機及びビデオゲームのほとんどは中国産で模倣品のよう

だった。  

4.5.6 Ebute Ero Market 

この市場は「ゴロドム」とも呼ばれ、ラゴス島のエブテエロ地区にあり、植民地時代に遡る

歴史があるラゴスで最も古い市場である。この市場で販売されている商品には、台所用品、

生活用品、家庭用電気器具などで、卸売りと大口販売のいずれの方法で販売されている。こ

の市場での主な販売は卸売りであるため、ラゴス島の他の二つの主要市場と比べ、客数は非

常に少なく、比較的整然としている。 

この市場では、模倣品は「割引」で販売されていることが多い。 
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4.5.7 市場に関する情報 

各市場には独立した組合とタスクフォースがあるが、警察、ナイジェリア標準化機構

（SON）及び現在は連邦競争消費者保護委員会（FCCPC）となった CPC のような政府機関の

協力を得ることで、強制捜査の実施を成功させることができる。 

以下は調査の過程で撮影されたマーケット、店舗及び製品の写真である。 

 

  
小さな電気用品店 店頭の様子 

図 63 イドゥモタマーケット 
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ラゴス本土の市場 

4.5.8 Alaba International Market  

アラバ市場は、ラゴス本土の西、ラゴス地

方行政区に位置している。ナイジェリア最

大のエレクトロニクス市場であるだけでな

く、オーディオ及びビデオのコンパクトデ

ィスク（CD）や機器のほか文芸作品の主な

流通拠点である。アラバ市場では、電子及

び電気機器の修理・改造も行われている。 

 

 

  

図 65 アラバ市場の様子 

この市場は、隣国ベナンとの国境に非常に近いことから、西アフリカ地域を市場としてい

る。市場には電気及び工業製品、電子機器及び家庭用電気製品、インダストリアルキッチン

及びドライクリーニング、映画と音楽、家具、楽器などを取り扱う様々なセクションで構成

されているおり、中古品も販売されている。 

アラバ市場協会は組織化されており、ラゴス州内で最も影響力が大きく、この協会のメンバ

ーは度々政府や法執行官に反抗又は抵抗する。このような状況のため、この市場の強制捜査

は市場協会とコミュニケーションを図った後に行われることが多い。市場協会には、内部市

場警備や自警団のほか、内部情報の提供者もいる213。  

                                                           
213 PM News (2017, November 23) NFVCB confiscates pirated materials worth 150m 
https://www.pmnewsnigeria.com/2017/11/23/nfvcb-confiscates-pirated-materials-worth-n150m/  

図 64 アラバ国際市場、ラゴス、ロードオジョ 
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過去数回の模倣品取り締まりの執行措置がアラバ市場で実施されたが、混乱を招くケースが

多く、業者が警察を追い出し、警察車両に火をつけた事もあるという。執行措置の際に業者

は機敏に対応し、強制捜査を受けている関係者たちを守ると共に、市場を閉鎖し、押収品が

運び去られるのを阻止する。強制捜査での混乱を防ぐため

に、強制捜査の活動中には武装した法執行作戦の隊員が秩

序を維持するために待機する必要がある。また機密情報を

保護しつつ市場協会とコミュニケーションを図ることも、

極めて重要である。  

市場で販売されている製品の多くは、中国製、台湾製、タ

イ製であり、そのほとんどが品質の低い模倣品である。現

地の情報によれば、多くの消費者が日本製品はナイジェリ

アでは高額すぎると考えており、そのため売り手は製品の

入手先として、中国や近隣諸国を選ぶということである。

日本製品で見られたのは、天井ファンだけだった。 

市場は非常に大きく、約 1,000 もの店舗が軒を連ね、その一

部はメインとなる市場の外側の通りに沿って並んでいる。

この外側の市場で売られる製品のほとんどは、中国製であ

る。 

4.5.9 Trade Fair Marke 

 

図 67 見本市、アムウォ・オドフィン、ラゴス 

ラゴス国際見本市コンプレックスはラゴス市街地の郊外にあるラゴス-バダグリ高速道路沿

いに位置する。連邦政府がラゴス国際見本市専用の会場として建設したもので、およそ

1,050 平方メートルの展示ホールが 12 ヵ所あり、敷地面積は 300 万平方メートルを超える
214。この市場は、2002 年に多くの業者がバログンマーケットから移ってきたことから、同

マーケットと深いつながりがある。ここでは、電子製品、化粧品、医薬品、パーソナルケア

製品、家庭用電気製品、様々な分野の機械類、衣料品、加工食品、飲物等様々な商品が販売

されている。 

                                                           
214Lagos International Trade Fair Complex 
Retrieved 2021, January 28 from https://bpe.gov.ng/lagos-international-trade-fair-complex/  

図 66 アラバ市場の店頭 
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注目すべきは、施設内の ASPAMDA 総合ビルである。ASPAMDA とは Auto Spare Parts and 
Machinery Dealers Association（自動車スペアパーツ及び機械販売業協会）の略称で、この協

会の総合ビルでは、主に車両及び機械類のスペアパーツが販売されている。 

この市場では、日本で製造された日本企業ブランドの製品、具体的には、様々なサイズのプ

ラグ 、オイルフィルター、ブレーキパッド及びエンジンオイル、スペアパーツ等が販売さ

れている。日本のブランド製品が販売されていた店舗は、わずかであった。本物として販売

されていた日本企業ブランドのプラグは、中国製であった。 

この市場の強制捜査は、アラバ市場と同様の事態が生じる可能性がある。強制捜査措置を成

功裏に実施するには、市場協会と協力して対応する必要がある。法執行機関が捜査等を行う

際に市場協会の協力が得られない場合、大混乱と暴動が起こりかねない。  

 

図 68 見本市マーケットのゲートの一つ 

 

 

図 69 見本市での押収と進行中の強制捜査の写真 
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4.5.10 Computer Village Market  

この市場は、情報技術機器及び

材料、具体的には、様々なブラ

ンドの電話及びアクセサリー、

コンピューター、カメラ及びア

クセサリー、ビデオレコーダー

及びアクセサリー等が売買され

る人気市場である。市場はナイ

ジェリア、ラゴス州のイケジャ

地方行政区 に位置する。 

この市場は西アフリカ最大の

ICT アクセサリー市場とされ、

１日およそ 100 万人が訪れると

言われている。この市場では、

楽器や音響・映像機器も販売されている。コンピュータービレッジマーケットの特徴は、コ

ンピューター、携帯電話及びその他同様のデバイスの修理、こうしたデバイスの交換部品や

修理済みデバイスの流通・販売である。また事務用機器も販売されており、事務用機器及び

コンピューター消耗品販売の中心である。 

この市場では、日本企業ブランドのカメラ及びアクセサリーの本物及び模倣品（中国、台

湾、タイ製）が販売されている。また日本企業ブランドの様々なサイズのビデオレコーダ

ー、プリンター及びコピー機が販売されており、製品のほとんどは中国、ベトナム、台湾及

びタイ製であり、カメラ、アクセサリーのみが日本製であった。カメラのアクセサリーであ

る電池などは模倣品と思われるものがあった。 

市場は販売業者や修理工が歩道、自動車のボンネット、粗雑な屋台などで営業している。多

くの行商人や売り手が通行人に呼び掛けをし、また音楽を流し、雇われたダンサーやその他

のパフォーマーを使って周囲の注意を引き寄せようとしているなど、雑然としている。 

この市場は無秩序かつ非常に雑然としているため、犯罪の報告が暴力的なものを含めて幾度

もあった215。このような状況に対応するため、警備の強化が繰り返されてきた。市場では市

場の支配権をめぐるトラブルが頻繁に発生している。例えば古くから市場を取り仕切るリー

ダーに反抗したり、ときには市場使用料の支払を拒否又は抗議したりするものである216。コ

ミュニティー内に少なくとも 10 の事業者団体があり、利害が一致すると団結することがあ

る。政府は市場を整然とした施設へ移転させようと何度も試みたが、強い抵抗を受けた。政

府は業者を安心させつつ、粘り強く計画を継続してきた217。  

                                                           
215 Edozie, E (2016, December 25) Computer Village Ikeja: Security beefed up at largest tech market in Nigeria 
Technology Times  https://technologytimes.ng/security-beefed-computer-village-ikeja/  
216 Kolawole, O. (2020, June 19) Why conflicts in Ikeja Computer Village may not be over yet. Techpoint Africa 
https://techpoint.africa/2020/06/19/computer-village-clashes/  
217 Vanguard (2020, March 14) LASG reassures Computer Village stakeholders of seamless relocation to 
Katangua. Vanguard Newspaper.  https://www.vanguardngr.com/2020/03/lasg-reassures-computer-village-
stakeholders-of-seamless-relocation-to-katangua/  

図 70 コンピューター ビレッジ、No 152 Obafemi Awolowo Way, Ikeja 
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業者、その組合／協会及びタスクフォースは強制捜査や模造品防止活動に対して常に目を光

らせており、敏感であることが多く、強制捜査の試みに対して強硬に抵抗する。コンピュー

タービレッジマーケットで強制捜査が行われると、市場は混乱に陥る。このような状況に対

処するため、捜査の実行者は、武力、催涙ガス及び銃器を使って群衆や抗議する業者たちを

追い散らすことがある218。市場内及び市場に通じる多くの通りに並ぶ店舗／屋台やトレイが

数千も並び、それが人と車の動きを極めて困難にし、押収品の移動をさらに困難にしてい

る。この市場の店舗の典型的な販売スタイルは、売り手がスチール製のカウンターの後ろに

控え、製品を手渡すというものであるため、執行官が押収のために店の主要部分まで侵入す

るのは難しい。  

捜査の結果、空路及び海路を経由して製品がナイジェリアに輸入され、そのほとんどは中国

からもたらされることが明らかとなった。模倣品はコンピューター及び電話のアクセサリ

ー、プリンターのインク、事務用品等である。 

強制捜査を成功させるには、大勢の武装警察官の派遣を伴う十分な計画と、ナイジェリア標

準化機構（SON）及び連邦競争消費者保護委員会（FCCPC）のような規制機関による調整 が
必要である。 

 

図 71 コンピュータービレッジマーケットへの入口 

 

 

 

                                                           
218 Akinola, K. (2014, July 12) Updated: Police, SON raid Ikeja Computer Village  
https://technologytimes.ng/breaking-police-underway-in-ikeja-computer-village/  
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4.5.11 Ladipo Automotors Spare Parts Market, Ladipo 

Street, Mushin Axis, 

この市場は、ラゴスで様々なブランドのスペアパーツが販売される人気市場の一つである。

市場はナイジェリア、ラゴス州のムシン地方行政区の中心地 にあり、ラディポ地区のいく

つかの通りに広がっている。市場へのルートは、アパパ／オショディ高速道路又はムシン／

アゲゲ高速道路又はムシン／イソロ道路経由といくつかある。市場は非常に大きく、500 を

超える店で構成され、さらに、主要市場に至る通りに沿って多数の店がある。 

 

図 72 ラディポ オート 市場、46 Kayode St, behind De Tastee Fried Chicken, Ogba 100218, Ikeja 

ここでは、日本製の日本企業のブランド製品、具体的に言うと、様々な大きさのプラグ、オ

イルフィルター、ブレーキパッド、さらにエンジンオイル、スペアパーツ等が販売されてい

た。また、その他の種類の製品もあり、中国及び台湾で製造されたと記載された製品が販売

されていた。  

売り手のほとんどは手当たり次第どんな客にも商品を販売し、中には自分から買わせて金を

巻き上げようと、客に近づいて客と攻防するものさえいる。  

市場にはにいくつかの組合及びタスクフォースがあり、これら組織の状況を把握することな

く取り締まりを執行することは容易ではない。この市場で強制捜査を実施するには、ナイジ

ェリア標準化機構（SON）及び連邦競争消費者保護委員会（FCCPC）及び大勢の治安部隊が

必要である。これは通常、情報を提供し、規制機関の介入を要求する申請を行うことによっ

てなされる。 

以下は、この市場で撮影された店舗及び製品の写真である。 
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ラディポ市場の入り口 

 
ホイールカバー業者 

 
自動車部品を売る店 

 
自動車部品を売る店 

図 73 ラディポ市場の様々な写真 
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ラゴス本土のムシン地方行政区に位置するラディポ自動車スペアパーツ市場は、その名が示

すように自動車スペアパーツが販売されている。この市場は非常に混雑している。市場はラ

ゴス最大にして西アフリカで最も重要な自動車スペアパーツ市場と言われている219。自動車

部品がこの市場で売られる主要商品であるが、家庭用電子機器、ラップトップ PC 及び携帯

電話も多数販売されている。 

市場の道路網は未整備で、床は手入れが行き届いておらず、油で汚れていることも多い。ま

た、市場のあちらこちらに手数料をとって自動車の修理を手伝おうと待ち構えている修理工

がいる。ここでは多くの種類の自動車部品が見つかる一方、最適価格と望ましい品質を見つ

け出すには、たいていの場合、市場に関する相当な知識が必要である。 

この市場の治安は悪ことで知られ、秩序の維持のためにしばしば警察が出動する。これまで

に報告された治安上の問題には、殺人、破壊行為、暴行などが含まれる220。市場の権力抗争

や労働組合の選挙から生じた小競り合いもあった221。 

4.5.12 Oshodi Market 

オショディ市場は広い屋外市場で、ラゴス本

土のオショディ郊外に位置する。この市場の

取引の一部は、粗雑に作られた屋台や市場の

周りに配置した日よけの下などで行われる。

布地から加工食品、生活用品及び建築用品、

化粧品／パーソナルケアから新鮮食品まで、

様々な商品が販売されている。 

市場は非常に混雑しており、脅し、殺人及び

暴行の報告があった222。政府は市場内の弾薬

の回収や、犯罪行為の隠れ場所として市場が

使用されているなどの治安上の重要な問題を理由に、2015 年にこの市場を取り壊し、移転

しようとした223。しかし現在も、間に合わせの屋台やその他の利用できる建物で商売は続け

られている。 

移転の試みは部分的に成功し、一部の業者がオショディ市場に近いアリーナマーケットと呼

ばれる新たな場所に移動した。アリーナ・ナイジェリア軍ショッピングセンターは約 3,000
の屋台が施錠式、オープン式及び倉庫の構造の選択組合せとなっている224。この市場は民間

                                                           
219 Carbuyers Broker (2021) Ladipo Car Parts Market - Hotspot Used Vehicle Components in Lagos 
https://carbuyersbroker.com/ladipo-auto-parts-market-lagos.html  
220 Folarin, S. (2015, April 3) Ladipo Market boils as thugs attack traders. PUNCH Newspapers.   
https://web.archive.org/web/20150709140852/http://www.punchng.com/metro-plus/ladipo-market-boils-as-
thugs-attack-traders/  
221 The Lagos Times, (2015, June 29) Security Beefed Up at Ladipo Market Over Power Tussle  
https://thelagostimes.com/security-beefed-up-at-ladipo-market-over-power-tussle/  
222 Erezi, D. (2019, February 25) Oshodi in disarray as thugs prevents traders from opening shops. The 
Guardian. 
https://guardian.ng/news/oshodi-in-disarray-as-thugs-prevent-traders-from-opening-shops/  
223 The Vanguard (2016, January 9) Why We demolished Oshodi Market – LASG. 
https://www.vanguardngr.com/2016/01/we-demolished-oshodi-market-because-arms-ammunition-were-
recovered-in-the-market-lasg/  
224 The Arena (2018) https://thearenamarket.com/company/  

図 74 オショディ市場、ラゴス、オショディ‐イソ
ロ、オショディロード 6 
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企業がナイジェリア軍との建設・運営・移転（Build, Operate and Transfer、BOT）の取り決め

の下で建設し、引き続き運営しているため、多くの小規模業者はこれを利用することができ

ない。同市場は電子及び電気機器のほか、スキンケア製品及び医薬品販売の拠点である。ま

た、ナイジェリア映画の主要マーケティングスポットでもある。 

パーソナルケア、化粧品及び衣料品の模倣品は頻繁にオショディ市場で見られ、模倣品販売

業者を取り締まる強制捜査が何度も行われてきた。しかし、市場の特性と陳列エリアが狭い

ため、大量の押収につなげるには注意深い監視を十分に行うことが必要となるだろう。 

4.5.13 Mushin Ojuwoye Market  

この市場は、ラゴス州のムシン地

区に位置する。この市場は家屋が

多数集まり、それぞれの建物の通

りに面した部分を店頭に改造し、

屋台やスタンドが通りに散らばっ

ている。市場は幹線道路に沿って

発展し、屋台はいくつかの奥まっ

た通りにも広がっている。この市

場はオロルンソゴからオジュウォ

エ、さらにムシンのイヤナ-イソロ

の端まで延びている。食品雑貨類

の卸売り、医薬品、文房具、楽器

及び音響・映像機器、食料品などが

多数販売されている。 

この市場の売り手は、販売されている製品の様々なカテゴリーの模倣品の販売にも関与して

いる。 

  

図 75 オジュウォエ市場、ラゴス、ムシン、アボラデ通り 3 
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4.5.14 オンラインショップ 

Jumia - https://www.jumia.com.ng/ 

Konga - https://www.konga.com/ 

Jiji - https://jiji.ng/ 

Kara - https://kara.com.ng/ 

Payporte - https://payporte.com/ 

商品 
カテゴリー 
 
市場 

自動車部品 家庭用電気

機器/ 
電気部品 

事務用機器 服装/ 
衣類 
装飾品/ 
腕時計 

スキンケア製

品/ 
化粧品 

医薬品 楽器/ 
音響機器 

バログン  
 

 
 

   
 

イドゥモタ 
 

 
 

   
 

アラバ 
 

  
   

  

コンピュータ

ービレッジ 

 
  

   
  

エブテエロ 
 

 
     

ラディポ  
      

オショディ 
 

 
 

 
   

見本市   
  

 
  

ムシン  
      

  

表 7 ナイジェリアの様々な市場で売られる商品 
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4.6 トーゴ共和国 
 

i.ロメ・グランマルシェ、トーゴ、ロメ 

ii. アコデセワ呪物市場、トーゴ、ロメ 

iii. グランマルシェ・パリメ、トーゴ 

4.6.1 The Grand Market 

この市場はロメの中心、ロメ大聖堂の近くに位置し、3 つの区画で構成されている。地元で

はアティポジ（Atipoji）、アシガメ（Asigame）及びアシビト（ Assivito）と呼ばれている。

市場はロメの 1 街区を占拠している。市場は、ブルキナファソのアッパーボルタ、マリ、ニ

ジェール及びチャドのような他の内陸国にも広がっている225。 

市場のアシガメセクションは主要市場の外に位置し、自動車のスペアパーツを扱い、「かな

りの中古」品又は安い自動車部品の業者が多い。こうした「安い」代用品の多くは、実は模

倣品である。調査で主にプラグ、オイルフィルター及びブレーキパッドの日本企業製品が販

売されていた。 

発見された製品と価格のリスト： 

 プラグ（ラベル表示では日本製） – 20,000cefa 
 プラグ（ラベル表示では日本製） – 20,000cefa 
 オイルフィルター （ラベル表示では日本製） – 15,000cefa 

                                                           
225Godwin, E (2002, February 12) TRADE-TOGO: Traditional Trading Wisdom Rules the Airwaves. Inter Press 
Service. 
http://www.ipsnews.net/2002/02/trade-togo-traditional-trading-wisdom-rules-the-airwaves/  

i ii 

iii 
 

図 76 
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4.6.2 Akodessewa Fetish Market 

アコデセワ地区の市場は、トーゴのもう一つの大きな市場である。市場はロメの港からアク

セスが容易で、タイヤ販売店や屋外自動車修理工場があり、港で荷の積み下ろしをする大型

トラックに対応している226。 

 

 

図 77 スペアパーツ店、トーゴ、ロメ 

4.6.3 Kpalime Market (Pareparie and Ashifito sections) 

パリメマーケットはロメの中心地に位置する人気市場で、トーゴとガーナを結ぶ国境の道路

沿いに位置し、ロメの長い浜に面している。市場は幹線道路の四面に沿って構成され、数多

くの道路／レーンにより分割されている。市場では、ベビー用品及び生活用品、飲み物、酒

類、衣服及び衣類材料等の販売業者及び小売業者が多数みられる。 

電子機器及び家庭用電気製品の模倣品が、少数の売り手／店により市場内の‘pariaprie’ 電子

及び電気セクションで取り扱われている。陳列されている電気及び電子製品の大部分は中国

製であるが、日本製と書かれたものもある。他には、わずかではあるがエジプト、インド、

タイ、インドネシア、ベトナム等で製造と表示されているものもある。ほとんどの電子製品

の販売業者／店は通りにあり、市場の建物の外にある。 

ロメの通りでこうした販売業者で陳列され、販売されていた「日本」のブランド製品は、韓

国製及びタイ製であった。 

                                                           
226 2021 年 1 月 21 日 https://www.petitfute.co.uk/v52221-lome/c1173-visites-points-d-interet/c937-
monuments/c953-halles-marche/261987-marche-d-akodessewa-marche-aux-fetiches.html より検索 
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パリメマーケットは農産物を売りたい地元農家の本拠地でもある。プラスチック製品や衣類

もこの市場で販売されている。ここは社交センターでもあり、人々は交流し、地元の文化を

吸収する。場所がガーナ国境に近いため、この市場にはトーゴ人とカーナ人両方の商売人が

混在している227。 

この市場で発見された日本製品（調査、2021 年 1 月）とその価格リスト： 

 計算機（ラベル表示ではベトナム製）– 112,870cefa 
 プリンター（ラベル表示では中国製）– 67,915cefa 
 カートリッジ（ラベル表示では中国製）– 57,835cefa 
 計算機（ラベル表示ではタイ製）5,000cefa 

 

図 78 ETS SOGORE S. M, Pariparie（エレクトロニクス・セクション）パリメマーケット 

 

 

                                                           
227Lonely Planet (2021) Market in Kpalime 
https://www.lonelyplanet.com/togo/kpalime/attractions/market/a/poi-sig/1556110/1328945  
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図 79 店舗の様子 トーゴ、ロメ 

 

 

図 80 店舗の様子 トーゴ、ロメ 

4.6.4 オンラインショップ 

Afribaba - https://www.afribaba.tg/ 

Coin Afrique - https://tg.coinafrique.com/ 

Assihub - https://assihub.com/ 

Nicelia - https://nicelia.com/ 
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5.法的救済 
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5.1. アフリカ知的財産機関（OAPI） 
 

アフリカ知的財産機関（OAPI＝Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle、英語名

African Intellectual Property Organisation）は、調査対象となったフランス語圏西アフリカ諸国

すべてに対する多国間の適用があることを踏まえ、本稿で個別に論じる価値がある。具体的

には、（調査対象国のうち）次に挙げるフランス語圏諸国が OAPI に加盟しており、それゆ

え全加盟国を拘束するバンギ協定に、自国の知的財産法を合わせている。 

1. コートジボワール共和国 
2. ブルキナファソ 
3. トーゴ共和国 
4. ベナン共和国（コトヌーが商都）228 

広い視座を取り得るように、OAPI が現在、17 加盟国229 を擁し、そのすべてが主ににフラン

ス語を話し、植民地として共通の歴史を分かち合っている点は、触れておく価値がある。

OAPI の本部はカメルーンのヤウンデに置かれ、工業所有権の中心的機関で、各加盟国に対

して超国家的な機関となっている。 

この機関が設立のためのバンギ協定は、中央アフリカ共和国の首都バンギで 1977 年 3 月 2
日に締結された。同協定はその後、条項を知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（TRIPS 協定）と整合させるため 1999 年 2 月 24 日に改正された。OAPI の加盟国はすべて

TRIPS 協定の締約国でもある。 

本協定に基づき、地域的な法及び行政制度を選択し、個々の加盟国の国内法は廃止された。

それゆえバンギ協定及び 10 の付属文書は、国内法として導入され、そのように適用され

る。出願は、全加盟国を対象とする保護を受けるため、中央または各加盟国の国内連絡事務

所を通じて行われ、特定の国を指定する選択肢はない。 

 

 

 

 

  

                                                           
228 ナイジェリアとガーナが加盟していない点に注意。 
229 OAPI の現加盟国は次のとおり：ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チ

ャド、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、マ

リ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ。 
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5.1.1 商標／模倣及び著作権／海賊行為に対する民事的救済 

〇 法的根拠 
 
(1) 商標権侵害  

バンギ協定は登録商標の商標権者に対し、登録された全加盟国内で当該商標の排他的権

利を与えている。登録商標の侵害に対する訴訟は、登録権利者または専用使用権者（保

有者が提訴要請を受けても提訴しない場合）が起こすことができる230。 

侵害訴訟で勝訴するには、商標権者が次に挙げる事項を示さなければならない。 

a) 自身が登録商標の商標権者であること 
b) 使用されている標章が登録されている商標と同一であるまたは混同を招くほど

類似していること 
c) 両方の標章が用いられている商品が同一であるまたは類似していること 
d) 当該第三者が当該商標の使用に関して商標権者の同意を得ていないこと 

商標権侵害訴訟は適時、すなわち被告が使用してから 3 年以内に、提訴しなければなら

ない。ただし、権利者が被告側の経緯の不誠実さを示すことができる場合は、この限り

ではない。使用による訴訟の制限は、当該製品（product）が使用された商品または役

務のみに限定される231。 

同様の規定は、バンギ協定付属文書 5 第 16 条にも見受けられ、商号（すなわち、商

業、工業、工芸または農業の組織がその名称のもとで知られ、かつ利用されるような名

称）232 の登録保有者が、侵害に対して提訴することを認めている。 

(2) 著作権の侵害／海賊行為  
バンギ協定は、著作権及び著作権侵害の側面に関する国内法を許容しているが、特に保

護対象となる権利並びに民事及び刑事の救済に関して、全加盟国が準拠すべき共通ルー

ルを定めている。これは同協定付属文書 VII に広く規定されている。罰則や侵害／海賊

版行為は個々の国のもとで議論される。 

(3) 詐称通用及び／または不正競争  
詐称通用の不法行為は、英コモンローに起源があり、それ自体は、フランス植民地の歴

史を共有する OAPI 諸国にとって受け入れられる訴因ではない。しかし 1999 年のバンギ

協定改正により、付属文書 VIII が不正競争の問題にあてられ、登録商標と未登録商標の

両方に適用される。付属文書 VIII 第 1 条は、不正競争が「不正競争の行為は、工業また

は商業活動の過程において、誠実な慣行（honest practice）に反する何らかの行為また

は慣行によって構成される」と広く意味するように定義し、原告に対して「差止命令、

損害賠償及び大陸法によって与えられる他の救済」を求める権利を与えている。 

(4) 商標に関する異議申立て233 
 商標登録の後、登録された商標は公報で公開され、第三者は公開から 6 ヵ月以内に異

議申立理由を明記した異議申立書を提出することで、異議を申し立てることができる。

                                                           
230 付属文書 3 第 46 条 (1) 項 
231 付属文書 3 第 46 条 (3) 項  
232 付属文書 5 第 1 条  
233 付属文書 3 第 18 条、同様の規定は、登録が出願された商号への異議申立てに関する付属文書 5 第

9 条にも盛り込まれている 
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かかる異議申立ては、優先権、当該標章が識別力を欠くこと、または国家の紋章／名称

であること若しくは法あるいは道徳に反することを理由とすべきである。異議申立ては

OAPI へ行い、OAPI 長官が第一審として異議を取扱う。続いて、出願人は異議申立があ

ったことを通知され、3 ヵ月の期間内（1 回だけ延長可能）に応答することができる。

それを行わない場合、登録出願が取り下げられたとみなされる。その後は、当事者が指

定した代理人を通じ、口頭審理が 1 回行われる。続いて、商標局（trademark office）が

本案に関する決定を送達する。長官に対する異議申立手続きは通常、決着するまで 18
ヵ月前後かかり、不服は決定通知の日付から 3 ヵ月以内に審判高等弁務局（High 
Commission of Appeal）に申立てることができる。  

商標公開前の事前登録及び比較的長い異議申立（及びそれを受けた不服申立）手続き

は、しばしば乱用され得る。それは、侵害者及び他の不誠実な行動を取る者が、侵害行

為を認めようとせず、登録されてはいるが権利を侵害している商標を付してブランド化

した製品を販売し続けられるからである 234 。 

5.1.2  各救済手段を活用する際の手続き 

(1) 提訴の方法  
バンギ協定に基づくさまざまな裁判／上訴の手続きは、各国裁判所規則が統括するが、

同協定は OAPI が下す拒絶及び異議申立てに関する決定が、OAPI 審判高等弁務局への不

服申立てに服すると明確に定めている235。 

ある一つの加盟国が採用したバンギ協定に基づく知財問題に関する最終決定は、他のす

べての加盟国を拘束する236。 

(2) 仮／捜索押収命令の利用可能性と要件  
バンギ協定第 48 条に基づき、標章の保有者は、執行官、公務員または行政官（税関職

員を含む）に対し、押収を伴うか否かを問わず、侵害しているとされる商品の目録を取

得するように命じる国内裁判所長官の命令を求め、得ることができる。ただし、かかる

権利保有者は、担保の差し入れを命じられる可能性がある。一方、外国人であれば必ず

担保の差し入れが要求される。  

(3) 救済手段／救済命令  
著作権侵害に関して、付属文書 VII 第 63 条はまた、侵害者は、侵害の結果被った不利益

を補償するための損害賠償金及び侵害行為から生じる費用（訴訟費用を含む）を支払う

ことが必要とされると定めている。同条はさらに、損害の額について、権利者が被る物

的及び道徳的不公正の重大性並びに侵害者が侵害から得た利益の額を鑑み、民法の関連

規定に則して決定されると定めている。 

裁判所は、侵害している物品及び侵害のための設備の破壊、または権利者に不利益を与

えない非商業的経路を通じた廃棄を命じることもできる。権利者は、さらなる侵害行為

を防ぐため、本案的差止命令を求め、得ることもできる。 

 

                                                           
234 Tavares, I (2020, September 10) A guide to OAPI: what you need to know. World Trademark Review.  
https://www.worldtrademarkreview.com/guide-oapi-what-you-need-know  
235 改正協定第 16 条 
236 改正協定第 17 条 
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(4) 公的手数料及び専門家手数料 
総じて、国別の各節で論じられる。ただし、商標の異議申立てに関しては、公的手数料

は 350 米ドル前後、専門家手数料は 2,000 米ドル前後となるであろう。 

5.1.3 刑事的救済措置 

バンギ協定は、各国法が著作権侵害の刑事的側面を扱うのを事実上認めているが、

付属文書 VII 第 64 条は、かかる刑事的側面の全般的概要／基礎を与えている。同条

の条文は次のとおり。 

「本付属文書に基づき保護される権利に対するいかなる侵害も、故意または重過失

により行われ、かつ営利目的であれば、各国刑法及び各国刑事訴訟法の関連規定に

即して、禁錮刑若しくは十分に抑止的な罰金またはその併科により罰せられるもの

とする。」 

一方、バンギ協定第 37 条 (1)項及び (2)項は、次に挙げる事項を犯罪としている。 

a) 自らの商品または自身が取引する物品に、他者に帰属する標章を詐欺的に付加

すること 
b) 模倣若しくは詐欺的に付加された標章を有する 1 つまたは複数の商品を、事情

を知りながら販売するまたは売りに出すこと、またはかかる標章を付した商品

または役務を、事情を知りながら販売する、売りに出す、提供する若しくは提

供を申し出ること 
c) 買い主の誤認を招く形で、標章の詐欺的な模倣品を作成すること、または詐欺

的に模倣された標章を使用すること 
d) 詐欺的に模倣された標章を付した若しくは商品の本質に関して買い主の誤認を

招きがちな情報を付した 1 つ若しくは複数の商品を、事情を知りながら販売す

る若しくは売りに出すこと、またはかかる標章を付した商品若しくは役務を提

供する若しくは提供を申し出ること 
e) 事情を知りながら、登録された標章に基づき請求されたもの以外の製品を提供

するまたは役務を行うこと 
f) 商品の本質に関して買い主の誤認するおそれのある情報を含む標章を利用する

者 

5.1.4 提訴の手続き及びステップ 

国別の各節で論じる。 

5.1.5 救済手段／救済命令  

バンギ協定付属文書 III 第 43 条により、裁判所は、たとえ無罪放免の事案であって

も、模倣品と認識された標章を付した商品の没収を命じることができる。裁判所は

また、損害賠償を求める商標権者の権利に関わらず、没収された商品を適法な標章

保有者に引き渡すように命じることができる。さらに、裁判所は、没収された商品

及び犯罪遂行に具体的に役立った道具または器具の破壊を命じることもできる。 
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標章の詐欺的な模倣品の製造は、5 万～15 万 CFA フランの罰金及び／または 1 ヵ月

から 1 年の禁錮刑に処せられる。また、第 37 条により禁止されている行為（上記の

とおり）は、100 万～600 万 CFA フランの罰金及び 3 ヵ月から 2 年の禁錮刑に処せら

れる。 

商標と著作権の両方の侵害に関して、バンギ協定は、前回の刑から 5 年経過しない

うちに罪を犯した再犯者や、海賊行為を常習的に行うことが認定される場合につい

て、各国裁判所が上限を倍加するのを認めている。同協定はまた、侵害している作

品や製造に用いられた設備の没収及び破壊、侵害が行われた施設の暫定的または恒

久的な閉鎖、刑を言い渡された者が費用を負担した上での刑の公表を認めている
237。 

 

  

                                                           
237 付属文書 3 第 40 条及び付属文書 7 第 64 条  
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5.2 コトヌー（ベナン共和国） 

5.2.1 商標／模倣及び著作権／海賊版に対する民事的救済措置 

(1) 法的根拠 
(i) 商標権侵害  

バンギ協定と一致する。OAPI に関する該当箇所を参照のこと。 

(ii) 著作権侵害   
著作権法第 108 条238に基づき、著作権侵害は、著作者または著作権管理団体

（Collective Management Organisation）の同意を得ず、著作者の権利を侵害しなが

ら、保護される権利者の著作物を複製、再演または商業目的で頒布することを含

む。ベナン唯一の著作権管理団体は、Bureau béninois des droits d’auteur et des droit 
voisins (BUBEDRA) 、すなわち英語名「ベナン著作権及び隣接権局」である。 

著作権法は、国内著作権者と外国人を区別しない。ただし、外国の著作権者は、自

分が著作物の創作者であり、自国の著作権管理団体に属している証拠を示さなけれ

ばならない。そこで内国内民待遇の原則（TRIPS 協定）が適用される。この証拠は、

所属する著作者団体から入手できる 239。 

(iii) 不正競争  
バンギ協定と一致する。OAPI に関する該当箇所を参照のこと。 

(iv) 国内事情（LOCAL NUANCES） 
ベナン共和国は貧困率が比較的高く、教育水準は低い。大半の西アフリカ諸国と同

様に、この共和国の購買力も低い240。こうした要因が同国内の模倣を拡散・氾濫さ

せている。重要なのは、低い教育水準が、商標権や著作権の侵害の重大性に対する

一般的な理解不足であろう。模倣品ビジネスに関与した多くの者は生計を立てよう

としているだけであり、民事訴訟を行うことができるだけの収入を得ることはでき

ないであろう。したがって、民事訴訟は大規模な商業的権利侵害に向けて取ってお

き、小規模な違反者には刑事／行政裁判を活用すべきであろう。 

(2) それぞれを利用するための手続き： 

(i) 提訴の方法  
侵害裁判の開始前に、権利者が所属する著作権管理団体（CMO）の宣誓代理人によ

り、著作権侵害を記録できる。著作権管理団体または裁判所が、実際に侵害があっ

たと結論付ける場合、違法な複製品と侵害時に用いられた物を全部押収する権限が

与えられ得る。物品の予防的押収は、最終的な罰の担保を確保する目的でも実行さ

れ得る。権利者は、押収から 30 日以内に裁判所に提訴する必要がある。そうしない

場合、物品は返却され得る。侵害訴訟に勝訴したとき、裁判所が下すであろう終局

                                                           
238 法律第 2005－30 号、第 108－109 条 
239 UNESCO（2009 年 4 月 9 日）Observatoire Mondial De Lutte Contre La Piraterie - Bénin 
Http://www.unesco.org/culture/pdf/benin_cp_fr  
240 世界銀行（2020 年）The World Bank in Benin https://www.worldbank.org/en/country/benin/overview  
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的命令には、著作者への一定額または差し押さえられた金額のうちの一定額の支払

いが含まれる。 

提訴は第一審裁判所に対して行う。第一審裁判所は合議体で民事（第一審裁判所）

と刑事（矯正裁判所）の事件を審理する。それゆえ第一審裁判所で審理に臨む裁判

官は全員、民事事件と刑事事件を両方審理する。第一審裁判所の審理はすべて、3 人

の裁判官が取り仕切る241。 

2016 年 7 月 28 日の法律第 2016－15 号が、2016 年にコトヌー商業裁判所を創設し

た。同裁判所は、商業紛争に特化した裁判所である。世界銀行から 2,500 万ドルもの

資金を調達し、競争力・統合的成長機会プロジェクト（CIGOP）242が、上記法律の法

案作成を支える技術援助をベナン政府に提供した。それが、商業専門裁判所と控訴

裁判所を創設する動きを支えた。プロジェクトを通じた資金調達は、裁判所本部の

備品調達や改修、商業紛争の対処を専門にする裁判官の研修の資金も手当てした。

このような裁判官は知的財産権問題も裁く。刑事事件は通常の裁判所で審理する。 

(ii) 仮／捜索押収命令の利用可能性と要件  
ベナンの法律は既に示したバンギ協定第 48 条と一致する。 

著作権法第 90 条は、侵害実行または継続的実行を防ぐための暫定的措置及び証拠の

収集について定める。著作権侵害の場合、権利者は著作権管理団体を通じてまたは

管轄裁判所の命令により、違法な著作物及びかかる著作物の製造装置の押収を行

い、押収物に関係する文書を確保できると規定する。その後、裁判所によって、押

収の根拠がないと判断された場合、押収を要請した者は責任を負う243。 

(iii)  救済手段／救済命令 
バンギ協定に基づき与えられる救済は、この国にも適用される。 

民事事件の場合、著作権侵害に対する罰は、CMO との取引または裁判所での訴訟手

続きを経て、権利者への金銭支払いとなるだろう。 

5.2.2 刑事的救済措置 

(1) 法的根拠 
コトヌーでは、知的財産権侵害に対する刑事執行は刑法が中心となる。これは概

ね、ベナンの知的財産権関連の他の法律が同法の罰則を後追いしているからであ

る。刑法に基づく違法行為には、販売またはレンタル目的で、海賊版の著作物やセ

キュリティ機能を作成する装置を輸入することや、海賊版の頒布または輸入が含ま

れる。 

                                                           
241 Gouvernement Princier – Principaute de Monaco (2021) Retrieved 2021, January 28 from 
https://en.gouv.mc/Government-Institutions/Institutions/Justice/The-Court-of-First-Instance  
242 The World Bank (2020) Competitiveness and Integrated Growth Opportunity Project (CIGOP) 
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P104881?lang=fr  
243 法律第 2005－30 号第 95 条 
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ベナンの著作権法は、コトヌーを含め244、いかなる者もベナンの領域内で権利者の

事前の同意なく、保護された著作物またはパフォーマンスを商業的に出版、複製、

実演または放送、文学作品または芸術作品に海賊行為を働くことを犯罪としてい

る。 

コトヌーで刑事的効果を持つ他の法律は競争法で、とりわけ、虚偽または誇大広

告、誹謗中傷、及び模倣245 などの不正競争を禁じている。この法律に違反した場

合、罰金 2,500 万 CFA フラン及び／または 2 ヵ月から 2 年の禁錮刑に処せられ得

る。 

(2) 提訴の手続き及びステップ 
著作権法第 91 条は、侵害の本質及び重大性に応じて、ベナン著作権局に処置と法的

手続きのいずれを取るかの選択肢があると定めている。BUBEDRA がベナン著作権局

の役割を担っている。処置の場合、侵害者に対する罰金額を決定し、侵害者に通知

し、支払いまで 15 日間の期間を与える（第 92 条）。この罰金額を支払わない場

合、CMO は現行犯（flagrante delicto）手続きの後、訴訟手続きを始めることができ

る（第 93 条）246。 

コトヌーでは、知的財産権に対する刑事侵害取り締まる手続きは、権利者が警察に

告訴状を提出することで始まる。この請願を経て、刑事は申し立てられた犯罪の嫌

疑を捜査できる。刑事が必要と判断する場合または権利者の要請があった場合、該

当する製品の模倣品全部と、かかる模倣品の作成に用いられた装置を合わせて、押

収できる。捜査終結時に立件できるようであれば、被疑者が刑事訴追される。  

押収命令を出す際、裁判所は費用に対する担保の差し入れを命じることができ、後

に裁判所が押収命令を出すべきでなかったと判明した場合、押収を請求した者が責

任を負う。 

警察は捜索押収から 24 時間以内に、検察官に通知し、その後 5 日以内に報告書と証

拠を提出する247。その後裁判所により、押収する根拠がなかったと見なされた場

合、押収を請求した者は責任を負う248。根拠があった場合、裁判所は侵害している

物品の破壊を命じることもできる。 

この段階で、著作権管理団体を通じて権利者に損害賠償金を支払うことで、事案が

友好的に決着することがあり得る。合意が成立しないまたは合意額の支払いに不履

行が生じる場合、起訴に進むこともある。 

(3) 救済手段／救済命令 
バンギ協定加入に合わせて、ベナン共和国は、訴追、侵害している物品の破壊及び

損害賠償についても規定している。OAPI に関する該当箇所を参照されたい。 

刑法第 711 条は、正当な理由なく模倣標章を付した製品を故意に留置する者、また

は事情を知りつつ、具体的な登録のもとで請求されたもの以外の物品を届ける若し

                                                           
244 法律第 2005－30 号、第 108 条－第 109 条 
245 模倣は第 29 条で、知的財産権すなわち特許、デザイン、登録商標及び商号に由来する実施または

使用の独占に対する侵害と定義されている。 
246 脚注 263 を参照。 
247 法律第 2005－30 号第 96 条 
248 法律第 2005－30 号第 95 条 
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くは役務を提供する者に対し、3 ヵ月から 2 年の禁錮刑及び／または 10 万～100 万

CFA フランの罰金による処罰を定めている。 

刑法第 719 条は、模倣及び海賊行為に対し、3 ヵ月から 2 年の禁錮刑及び／または

50 万～1,000 万 CFA フランの罰金による処罰を定めている。 

罰金刑及び禁錮刑に加え、裁判所は有罪判決の新聞での公表、製品及び製作設備の

没収またはそれらの権利者への引き渡し若しくは破壊を、損害賠償金の支払いに加

えて命じることができる249。 

5.2.3  行政／規制 

(i) 税関 
ベナン共和国は、西アフリカ経済通貨同盟（WAEMU）に加盟している250。 

その関税規定に基づき、ベナン税関は、模倣及び海賊行為による侵害を含め、知的財

産権侵害に対処する明確かつ包括的に権限を与えられている251。それゆえ、権利者は

権利の執行を支援してもらうように税関に打診することができ、関税規定第 5 節に基

づき権利を登録することもできる。  

模倣品は、同種の商品について有効に登録された商標が権利者の許可なく添付された

商品（包装を含む）で、それゆえ当該権利者の権利を侵害すると定義される。加え

て、商品は、商標マーク（マークが付いたロゴ、ラベル、ステッカー、パンフレッ

ト、取扱説明書、保証書など）が表示されていれば、別個に表示されているかどうか

は関係なく、模倣品と見なされる252。ベナン税関は、国内産または外国産の商品が虚

偽の製造場所や原産地の説明を伴う商標をつけるのも防ぐ。 

ただし、並行輸入品は、関税規定に基づく模倣品と見なされず、疑わしい物品である

との理由だけで、税関が差し止めることはできない点に留意すべきである253。 

手続きは、権利者が税関当局宛の申立書を提出するところから始まる。申立書には、

侵害が最終的に立証されない場合または権利者が救済を求める行動を放棄する場合

に、侵害が疑われた者に対して一定の責任を負うとの権利者の宣言書を添付する。宣

言書には、税関当局が負った物品保管費用について権利者が責任を負うとの約束も含

                                                           
249 刑法第 713 条及び第 714 条並びに著作権法第 90 条及び第 115 条 
250 フランス語名 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)でも知られ、CFA フランを共通

して用いる西アフリカ 7 カ国の元首及び首脳が 1994 年 1 月 10 日にダカールで署名した条約で設立さ

れた。加盟国はベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、マリ、ニジェール、セネガル及びトー

ゴである。1997 年にはギニアビサウが 8 番目の加盟国となった。この機関の特質には、多国間モニ

タリング手続きの制度化による加盟国の景気動向及び政策を収斂すること、人、物、サービス及び資

本の自由な移動、自営業及び給与所得者の営業の権利、並びに共通域外関税及び共通市場政策に基づ

き、加盟国間で共通市場を創設すること、共通行動の実施及び最終的に共通政策の施行により、国有

部門政策の調整を制度化することなどがある。詳しくは、http://www.uemoa.int/en/amended-treaty を
参照のこと。 
251 関税規定第 38 条及び 2005 年 4 月 14 日の宣言第 2005－187 号第 5 条 
252 Schneider, M & Ferguson, V. (2015, April) Enforcement of Intellectual Property Rights in Africa, Journal of 
Intellectual Property Law & Practice Volume 10(4) P. 98 
253 関税規定第 37 条(1)項 
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まれる。ただし、税関の介入に関して、当局への手数料は必要とされない。税関当局

が模倣品特定用のデジタルデータベースを整備している。 

措置に向けた申立書の検討と可否がその後権利者に通知される。申立書に即した措置

を講じるため、1 年を超えない期間が定められる。 

(ii) L'AGENCE BÉNINOISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS (ABSSA)  
食品安全管理庁。国内で生産される食品適合性評価を扱う。 

(iii) AGENCE BÉNINOISE DE RÉGULATION PHARMACEUTIQUE (ABRP)  
ベナン医薬品規制庁。国内製及び輸入医薬品の適合性評価実施を担う機関として、

保健省医薬・薬品・診断検査局から置き換わった機関。 

(iv) DIRECTION DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION APPLIQUÉE (DANA)  
応用栄養食品庁。この機関は、輸入食品の適合性評価を行う。 

(v) THE BUREAU BÉNINOIS DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROIT VOISINS (BUBEDRA) 
ベナン著作権及び隣接権局。この機関は著作権使用料の徴収と著作権保護に責任を

負う254。BUBEDRA は著作権局の役割を担い、法律第 88 条により、権利保護のための

原告適格が権能の範疇に含まれる。  

(vi) COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE DES OEUVRES 
LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES (CNLP)255  

国家文学芸術作品海賊対策委員会である。知的著作物の海賊行為対策のための技術

支援機関である。文化を所管する大臣のもとに置かれ、BUBEDRA に技術支援を提供

する権限を有する。CNLP は、国内、地域及び国際的な環境下の海賊行為の定期調査

と、根絶に向けた対策の提案に責任を負う。 

(vii) AGENCE NATIONALE DE NORMALISATION, DE MÉTROLOGIE ET DU CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ (ANM)256  

ベナンの標準化・計測サービス・品質管理組織。標準化、計測、認証、製品検証及

び品質推進に関する国家政策を施行、監視及び評価する権限を持つ公的機関。次に

挙げる項目を行う権能を有する： 

 国家品質政策の施行の監督 

 国家標準化システムの管理 

 国家認証システムの施行 

 国家計測システムの運営の監督 

 国家適合性評価システムの管理の調整 

 標準化、計測、認証及び認定支援に関連する問題で、情報提供、訓練、支援

及び助言 

 標準化、計測、認証及び認定に関する地域及び国際的な組織で、業界団体と

連携しながら、ベナンを代表すること 

 標準化、計測、認証及び認定に関する外国及び国際的な機関との連携257 

                                                           
254 第 12 条第 1 項、2 項及び 3 項 
255 2005 年 4 月 14 日の宣言第 2005－187 号に基づき創設 
256 Established by Order 2017 年 1 月 23 日の命令第 2017－031 号により創設され、1994 年 7 月 28 日の

法律第 94－009 号の規定に基づき統括される 
257 2021 年 1 月 28 日に下記サイトを閲覧し、引用、 https://www.iso.org/member/308845.html  
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5.3  ブルキナファソ 

5.3.1 商標／模倣及び著作権／海賊版に対する民事的救済措置 

(1) 法的根拠 
(i) 商標権侵害  

バンギ協定と一致する。OAPI に関する該当箇所を参照されたい。 

(ii) 著作権侵害  
ブルキナファソは国内に、文学的及び芸術的財産の保護に関する著作権法第 032－99
号がある。同著作権法第 2 条により、法の適用範囲は、ブルキナファソ国民または

ブルキナファソとある程度つながりのある者に限られる。ただし、かかる制限は、

投資法の明文により覆された。投資法258第 12 条は、「外国企業は、商業用財産と知

的財産に関して、ブルキナファソ企業と同じ保護の恩恵を受ける」と定めている。 

ブルキナファソ著作権法は著作権侵害を明確に定義していないが、各種の著作物に

帰属する権利を明記し、かかる権利の侵害に対する民事上の救済を定めている。 

ブルキナファソの著作権侵害の本質は、既に論じた OAPI の規定とも整合する。 

(iii) 不正競争  
ブルキナファソには不正競争のさまざまな側面に触れた国内法がある259。そして、

第 43 条は、製品の原産地、製造方法及び製造日、所有権、製造品質などに関して、

虚偽であるまたは誤認をもたらす表示を含む誇大広告を禁じている。第 45 条はま

た、不正競争を構成する広範なリストの概要を示している。それには次に挙げるも

のが含まれる。 

a) 競争相手の製品、役務または工業若しくは商業活動の識別力ある標識、名称、呼

称、呼称単位、標識、徽章、商標、工業デザインに対する模倣など、何らかの方

法により、市場の全部または相当部分を混乱させるまたは混同若しくは欺罔を生

じる見通しである目的または効果を持つ行為または慣行 
b) 事業所、製品、競争相手の役務または工業若しくは商業活動の信頼性を損なうこ

とが見込まれる工業活動または商業活動の実行における虚偽表示 
c) 工業活動または商業活動の実行時に、他者の事業のイメージないし評判を侵害す

るまたは貶める目的または効果を持つ行為または慣行で、かかる行為または慣行

が混同を生じるかどうかは問わない 
d) 工業活動または商業活動の実行時に、事業または活動、特にその企業が提供する

製品または役務について、公衆の誤認を誘う目的若しくは効果のためのまたは誤

認させる性質を持つ行為または慣行 

 
 
  

                                                           
258 ブルキナファソ投資規定に法律第 038－2018 / AN 号 
259 ブルキナファソ競争組織による 2017 年 4 月 27 日の法律第 016－2017/ AN 号 
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(2) それぞれを利用するための手続き 

(i) 提訴の方法 
著作権法の規定の適用に関する紛争は、侵害を受けた当事者の権利を損なうことな

く、管轄裁判所に持ち込まれ、その後は一般法に従って刑事裁判所で裁判にかけら

れる。著作権管理団体は、責任を負っている権利を守るため裁判を起こす資格を有

する。司法警察官または代理人への通報に加え、著作権管理団体の宣誓代理人の上

申書は、著作権法で規定される侵害が存在する具体的証拠を構成し得る260。 

フランス植民地の歴史を有する大半の国と同様に、ブルキナファソでは、第一審裁

判所が 10 万～100 万 CFA フランの金額で争われる民事訴訟を管轄する。これを超え

る額に基づく訴訟及び知的財産に関する訴訟は、高等裁判所民事部に提訴する。ブ

ルキナファソは 2009 年に商事裁判所を導入しており、現在、機能上２つの管轄区、

ワガドゥグ及びボボ・デュラッソがある。控訴もワガドゥグとボボ・デュラッソに

ある 2 つの控訴裁判所で行い、さらに上訴する際は、破毀院（はきいん）に提訴す

る。 

(ii) 仮／捜索押収命令の利用可能性と要件 
著作物及び設備の押収並びに著作権侵害著作物のこれ以上の製造を中止させる差止

命令の請求は、著作者、著作隣接権保有者、CMO が裁判所に起こすことができる。 

(iii) 救済手段／救済命令 
ブルキナファソはバンギ協定加入に合わせて、訴追、侵害している物品の破壊及び

損害賠償についても定めている。OAPI に関する該当箇所を参照されたい。同様の救

済は著作権法にも含まれており、有罪判決を受けた者が運営する事業所の恒久的ま

たは一時的（最長 5 年）閉鎖を定めている261。 

侵害を受けた知的財産権者は、損害賠償を求める訴えを裁判所に起こすことができ

る262。損害として裁定される額は、国内の法と慣習の領域で、裁判官が決定する。

さらに裁判所は、法により、継続して行われる侵害行為に差止命令を下す権限があ

る263。本質的に、知的財産権者が得られる民事の救済は、補償と今後の侵害に対す

る差止命令である。  

侵害の証拠を収集する際、権利者は警察、税関または著作権管理団体に対し、侵害

が生じている著作物のコピーの押収、侵害から生じた収入の没収、保護された著作

物に対して現在行われている複製の停止を正式に請求できる。 

海賊版の押収を請求する権利は、著作権者と著作隣接権保有者が利用できる。裁判

所は、押収の請求者に、押収実施保証金を求めることができる。 

押収から 30 日以内に提訴することが最も重要で、そうしない場合、裁判所長は押収

命令を撤回できる。最終的に提訴され、訴追に成功した場合、裁判所は、権利者に

損害を与えないように、侵害している著作物の破棄または処分を命じることができ

る。裁判所は、著作権侵害の継続実行に用いられ得る設備の破壊も命じることがで

                                                           
260 法律第 032－99 号第 98 条 
261 法律第 032－99 号第 110 条 
262 法律第 032－99 号第 104 条（著作権法）  
263 法律第 032－99 号第 102 条 
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きる。侵害を構成する行動を中止させる差止命令も、裁判所が命じることができ

る。 

虚偽広告や不正競争も扱う法律第 001－2015 号に基づき起こされた裁判において、

第 83 条は裁判所が侵害に対する損害賠償を与えるのを認めており、裁判所は損害賠

償の評価にあたって規制機関（後述）に情報を求めることができる。 

5.3.2 刑事的救済措置  

著作権法に基づく事案の刑事的側面に関しては、模倣が同法に基づく犯罪であり、侵

害者は訴追され得る。侵害が疑われる場合、権利者はさらなる捜査と訴追の可能性を

求めて、ブルキナファソ著作権協会（Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur：BBDA）に正

式に告発することができる。告発側が侵害の疑いのある者に対する事件を証明する場

合、刑事裁判所で裁判が始まる。侵害が明らかな場合、侵害者が出廷し、即決裁判が

開かれる264。 

法律第 016－2017 号も、虚偽広告と不正競争を扱い、かかる行為に対する刑事罰を与

える。 

ブルキナファソ刑法も商標、商号、サービスマークの模倣を犯罪としている。 

(1) 提訴の手続き及びステップ 
法律第 016－2017 号に基づき、同法に即して創設された国家競争消費者委員会は、同

法違反を調査し、結論を付して、同国検察官に報告書を回付する。ただし、委員会が

告発しない場合でも、検察官は委員会に通知する義務がある265。 

(2) 救済手段／救済命令 
模倣の罪は、2 ヵ月以上 1 年以下の禁錮刑及び／または 5 万～30 万 CFA フランの罰金

に処せられ得る266。裁判所が下せる救済の一環として、権利者は侵害がもたらす損失

への補償として、模倣品から得られた所得を受領する追加的便益を与えられ得る。有

罪判決を受けた侵害者の事業所は、裁判所により、恒久的または 5 年を超えない期間

にわたり、閉鎖される可能性もある267。 

投資法268 に基づく刑事罰に関しては、同法第 95 条が虚偽または詐欺的な広告に対

し、50 万～500 万 CFA フランの罰金及び 3 ヵ月から 2 年の禁錮刑を定めている。ただ

し罰金の上限は、犯罪を構成する広告の費用が 1,000 万フランを上回る場合、同費用

の 50%まで引き上げられる可能性がある。不正競争に対する罰は、50 万～1 億 CFA フ

ランの罰金及び／または 2 ヵ月から 2 年の禁錮刑となる。模倣の実行は、模倣品の収

入に手元在庫の正味価値を加えた分の 150%～400%の罰金及び 6 ヵ月から 6 年の禁錮

刑により、罰せられる。模倣品の正味売上高及び／または手元在庫の正味価値の評価

が難しい場合、適用可能な罰金は 200 万～50 億 CFA フランとなる。 

                                                           
264 文学的及び芸術的財産の保護に関する著作権法第 032－99 号 
265 法律第 001－2015 号第 85 条 
266 法律第 032－99 号第 107 条  
267 法律第 032－99 号第 110 条 
268 法律第 038－2018 号 
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ブルキナファソ刑法では、模倣並びに模倣品の販売／売りに出すことは、10 万～100
万 CFA フランの罰金及び／または 3 年から 3 ヵ月の禁錮刑に処せられる269。 

5.3.3 行政／規制 

(i) 税関 
ブルキナファソ関税法は、本体または包装に、真の原産地と異なる原産地を信じさ

せることにつながる商号、商標、名称、標章または表示を有する外国製品の輸入を

禁じている。また、WAEMU 関税規則は、既存の知的財産権を侵害する商品の輸入ま

たは輸出を禁じている270。WAEMU 関税規則第 21 条はさらに、天然か人工かを問わ

ず、本体または包装（木箱、梱、封筒、テープまたはラベルを含む）のいずれか

に、WAEMU 加盟国内で製造されたまたは域内原産であると偽って示す商標または商

号、名称、標章または表示を有する外国製品が輸入されるのを禁じており、倉庫保

管及び輸送から排除されると定めている。   

監視請求は、OAPI に権利を登録している知的財産権者がブルキナファソ税関に提出

できる。申請は書面でなければならず、知的財産権者が直接または法定代理人を通

じて提出できる。申請には、侵害された知的財産権に関して、OAPI 局長が正式に認

定した登録証明書の公認謄本を添付しなければならない。代理人が提出する申請書

は、特別委任状も添付する。申請書提出資格の証明も、申請書提出に必要となる。  

税関は申請書提出を受けて、申請の受理または拒絶を 3 ヵ月以内に通知する。税関

当局は申請の受理及び登録後直ちに、ブルキナファソ国境検問所に監視通達を回付

する。通達は発行日から 1 年間有効である。ただし、権利者は 1 年の有効期間が切

れる前に、申請を更新できる。 

知的財産権侵害が疑われる品物は、税関が押収できる。かかる押収の後、ブルキナ

ファソ関税法に従い、権利者に報告が伝えられ、模倣者の訴追手続きが開始され

る。 

(ii) L'AGENCE NATIONALE DE RÉGULATION PHARMACEUTIQUE (ANRP)  
 国家医薬品規制庁。医薬品業界の基準確保に責任を負う政府機関。この機関の目標

には、国内製薬業界の発展、高品質の医薬資源の開発、健康関連製品の製品品質と

安全性の強化のほか、模倣品対策が含まれる。 

(iii) BUREAU BURKINABÉ DU DROIT D'AUTEUR (BBDA)  
ブルキナファソ著作権協会。ブルキナファソの著作権及び関連する権利の集学的特

性を管理する著作権管理団体としての機能も有する。 

(iv) LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION 
PEUT271  

国家競争消費者委員会。消費者を保護し、不正競争対策も講じる。当該委員会の授

権法の第 80 条は同委員会に対し、調査を行い、当該法に反する主体を処罰する権限

も与えている。 

                                                           
269 刑法第 216 条 
270 WEAMU 関税規則第 23 条  
271 ブルキナファソの競争組織に関する 2015 年 12 月 30 日の法律第 001－2015 / AN 号に基づき創設 
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(v) AGENCE BURKINABÉ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
(ABNORM)  
この国家機関は、食品、電子機器、環境、建設及び土木工学部門などの多様な製品

の国家規格の策定に責任を負う272。ABNORM の業務には、次に挙げるものが含まれ

る。 

 国家規格、技術仕様及び実施基準の策定と普及 

 規格と品質管理ツールに関して、事業者の意識向上と研修の提供 

 輸入品、輸出品または国内産品のいずれかを問わず、製品、商品及び役務

の品質管理と検査の確実な実行 

 製品、システムまたは職員による、国内基準または国際基準の認定の確保 

 計測機器の較正と国際単位系（SI）に対するトレーサビリティの確保  

 標準化、認定、計測及び品質の問題で、工業、商業及びサービス企業を助

言し、支援すること 

                                                           
272 2021 年 1 月 28 日に下記サイトを閲覧し、引用、 https://www.iso.org/member/269997.html  
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5.4 コートジボワール共和国 

5.4.1 商標／模倣及び著作権／海賊版に対する民事的救済措置 

(1) 法的根拠 
(i) 商標権侵害 

バンギ協定と一致する。OAPI に関する該当箇所を参照されたい。 

(ii) 著作権侵害  
コートジボワールには、著作権及び著作隣接権に関する国内法があり273、著作権及び

著作隣接権の保護について定めている。本法に基づき認められる権利には、複製、翻

案及び再販の権利を含め、営利目的で著作物の利用を許諾する独占権が含まれる。 

ただし、コートジボワール著作権法は、著者の 1 人が自国民である、国内に居住す

る、国内に本部があるまたは同国が加入する国際条約（ベルヌ条約など）の参加国の

国民である著作物しか保護しない274。 

(iii) 不正競争  
具体的には、競争に関する 2013 年 9 月 20 日の法律第 2013－662 号第 23 条が、競争

相手の製品、役務または工業若しくは商業活動の識別力ある標識、名称、呼称、呼称

単位、標識、徽章（きしょう）、商標、意匠またはモデルに対する模倣により、消費

者の混同または欺罔（きもう）を生み出す効果を目的とする行為を禁じている。 

(2) それぞれを利用するための手続き 
(i) 提訴の方法 
コートジボワールでは、第一審裁判所が 50 万 CFA フラン以下の金額で争われる裁判

の最終審となる。50 万 CFA フランを超える額の裁判は、控訴裁判所で審理され、その

後は破毀院で審理される。商事裁判所及び控訴裁判所は、商事裁判所の設立・組織及

び機能に関する法律第 2016－1110 号によって創設され、知的財産権を巡る紛争に管

轄権を有する。商事控訴裁判所は、通常の控訴裁判所から完全に独立している。商事

裁判所は 2,500 万 CFA フラン以下の商事紛争の第一審及び最終審の管轄権を有するの

に対し、それを上回る額の事件は商事控訴裁判所が管轄する275。 

著作権侵害を巡る裁判が起こされる場合、権利者が所属する著作権管理団体は、訴訟

当事者として参加しなければならない。 

 
(ii) 仮／捜索押収命令の利用可能性と要件 
権利者の要請により、司法警察官または著作権管理団体の宣誓代理人は、模倣品及び

違法な製品を押収できる。裁判所長も、物品、侵害のための材料が違法著作物の製造

または頒布に用いられたまたは用いられることになる場合に、押収を命じることがで

                                                           
273 法律第 2016－555 号  
274 法律第 2016－555 号第 3 条 
275 2021 年 1 月 21 日に下記サイトを閲覧し、引用、https://juriafrique.com/eng/2017/05/17/ivory-coast-
has-reorganized-the-commercial-courts/  
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きる。裁判所長は、複製または再実演の中止を命じることもできる276。裁判所は、費

用に対する担保の差し入れを申請者に命じることができる。権利者は 30 日のうちに

民事訴訟を起こすが、そうしない場合は押収品が返却される。ただし、刑事事件のと

きはこの限りではない277。 

(iii) 救済手段／救済命令  
バンギ協定加入に合わせて、コートジボワールも、侵害している物品の訴追、破壊、

損害賠償について定めている。OAPI に関する該当箇所を参照されたい。  

裁判所が与え得る侵害への救済には、著作権侵害の裁判費用を含め、損害賠償と差止

命令が含まれる278。 

裁判所は法律により、侵害している物品から得られた所得の没収を命じ、それを権利

者に引き渡す権限も与えられている。さらに、裁判所は命令により、侵害する物品の

製造に責任を負う事業所を閉鎖できる。  

5.4.2 刑事的救済措置 

(1) 法的根拠 
コートジボワールは 2013 年に、知的財産権侵害のさまざまな側面に対処するため、

幅広い法律を公布した。模倣品及び海賊版の対策並びに輸出入業務における知的財産

権保護並びに商品及び役務の商業化に関する 2013 年 12 月 23 日の法律第 2013－865
号 は、2013 年 12 月 23 日に国会で採択され、大統領が公布した。同法第 1 条は、バ

ンギ協定と国内著作権法の両方で定義されたとおり、模倣を権利者の許諾のない知的

財産権の利用と定義する。 

著作権及び著作隣接権法279 は、事情を知りながら、著作権で保護された著作物につい

て、権利者の事前の許諾を得ずに、販売、販売の申し出、輸入、輸出、固定、複製、

実演、送信または公衆が自由に扱えるようにすることに対し、50 万～500 万 CFA フラ

ンの罰金及び／または 1 年から 10 年の禁錮刑を定める。刑事の救済に関する限り、

裁判所は海賊版及び海賊版製作に用いられた装置の押収を命じることができる。 

刑事訴追は刑法に基づいて行うこともできる。本法に基づく知的財産権侵害の罪に対

する罰は、10 万～100 万 CFA フランの罰金から 1 年の禁錮刑までにわたる。刑事訴追

は通常、権利者または代理人が告発状を提出したあと行われる。 

刑法は、誤認を招くタイトル、識別力ある標識、商標、商号などの使用、商品や工程

などに関して混同を生じるであろうまたは商品に対して不正確若しくは誤認を招く利

益を帰属させることで他者の商品若しくは事業の評判を落とすであろう手段の使用を

含む不正競争に対する罰も定めている。これは、10 万～100 万 CFA フランの罰金及び

                                                           
276 法律第 2016－555 号第 133 条 
277 法律第 2016－555 号第 134 条 
278 法律第 2016－555 号第 146 条 
279 法律第 2016－555 号  
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／または 3 ヵ月から 1 年の禁錮刑によって罰せられる280。現従業員若しくは元従業員

またはかかる人物の仲間／代理人がかかる罪を犯す場合、刑が倍加される 281。 

競争法282に基づき、不正競争行為は他の民事救済に不利を与えることなく、50 万～5
億 CFA フランの罰金を科せられ得る。 

バンギ協定加入に合わせて、コートジボワールも侵害している物品の訴追、破壊、損

害賠償について定めている。OAPI に関する該当箇所を参照されたい。 

5.4.3 行政／規制 

(i) 税関 

加盟国として、輸入品、輸出品、輸送中の物品及び関税区域内にある物品に関し

て、WAEMU 関税規則が適用される。 関税規則により、知的財産権を侵害した商品

の輸入または輸出は禁止されている。税関の権限と能力は、法律第 2013－865 号で

も規定されている。 

権利者のほか、許諾を得た使用やまたはそれらの代理人は、通関差し止めを求める

申請書を提出できる。許諾を得た使用者が申請書を提出する場合、OAPI に登録した

使用許諾契約書の写しを申請書に添付しなければならない。代理人が申請する場

合、権利者が発した有効な委任状を申請書に添付しなければならない。 

容易に認識しやすくするため、税関当局は商品の詳細な説明を求める。申請には手

数料が発生しない。  

権利者が申請しなくても、知的財産権侵害が合理的に疑われるとき税関当局が独自

に、物品の通関を差し止めることができる283。 

権利者は関税規則第 4 章に基づき、税関に記録を取るように申し入れることができ

る。  

侵害している物品が税関当局によって差し止められた場合、物品の所有者に差し止

め通知が発せられ、権利者は正当に、通関差し止めの場所と日付を通知される。税

関はその後速やかに、訴状及び他の裏付け文書を申請者に提供する。差し止めに根

拠がないことが示されるか、通関は民事訴訟が起こされずに 10 日間が経過するまで

差し止められる。 

(ii) DIRECTION DE LA PHARMACIE DU MEDICAMENT ET DES LABORATOIRES (DPML)  
薬局・薬品・試験所局。保健省の監督下にある。同局は医薬品、薬品及び試験用品

や器具、化粧品、個人向け衛生用品、エッセンシャルオイル、栄養補助食品、治療

食及び乳幼児食などの関連製品を規制する。 

 

 

                                                           
280 刑法第 320 条 
281 刑法第 321 条 
282 法律第 2013－662 号第 24 条 
283 法律第 2013－865 号第 16 条 
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(iii) L'AUTORITÉ IVOIRIENNE DE RÉGULATION PHARMACEUTIQUE (AIRP)   
医薬品規制庁。医薬制度の再編を受けて、国家公衆衛生検査室（LNSP）とともに医

薬品の品質に責任を負う。このイニシアティブは、アフリカ連合と WAMEU のガイ

ドラインに則った、高品質で安全かつ効果的な保健製品の入手確保に役立つ。 

(iv) THE NATIONAL ANTI-COUNTERFEITING COMMITTEE (CNAC)   
模倣品対策を所管する独立行政機関。法律第 2013－865 号に基づき創設された。同

法はまた、強化された執行権限を同機関に与え、税関、CNAC、警察、検察及び司法

当局などの法執行機関と、模倣品・海賊版対策で大きな役割を担う知的財産権者の

間の協力を促進した284。執行活動は、自らの権利に言及し、侵害の疑いに関する詳

細を説明し、捜査と執行を求める請願書を CNAC に提出するところから始まる。 

(v) LE BUREAU IVOIRIEN DU DROIT D'AUTEUR (BURIDA)   
コートジボワール著作権局(BURIDA)285 。文化・フランス語圏省の監督下にある。

BURIDA は著作権管理団体で、あらゆる種類の著作権と著作隣接権を管理する。今日

までに、6,000 人を超える著作者、創作者及び実演家が自分の権利の管理を BURIDA
に委託している。BURIDA が管理するレパートリーは 7 万 2,000 作品を超える286。 

(vi) LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA VIE CHERE  
不正競争を扱う委員会。この機関は第一審で、事業活動を調査し、不正競争につな

がると確認された活動の中止を命じることができる287。 

(vii) CÔTE D'IVOIRE NORMALISATION (CODINORM)  288  
非営利の公益機関で、民間部門と国が 1992 年 9 月 24 日に共同設立。23 人のメンバ

ーで構成される理事会が運営にあたり、そのうち民間が 14 人、政府が 9 人の理事を

出している。CODINORM は次に挙げる業務を委託された国家規格・認証機関であ

る。 

 コートジボワールの規格の策定、登録及び普及 
 国家製品認証・品質マネジメントシステム（ISO9000 シリーズ） の管理 
 企業内の品質管理の推進 
 技術文書収集と、規格・品質関連文献の書店の運営 
 規格及び規制に関する国内 WTO 問い合わせ窓口の運営 
 国際機関団体でコートジボワールを代表すること289  

  

                                                           
284 世界知的所有権機関（WIPO）（2013 年 12 月 23 日） Côte d'Ivoire: Law No. 2013-865 of 
December 23, 2013, on combatting Counterfeiting and Piracy, and the Protection of Intellectual Property Rights 
in Export and Import Operations and Commercialization of Goods and Services. 
https://www.wipo.int/news/en/wipolex/2013/article_0023.html  
285 1981 年 4 月 15 日の宣言第 81－232 号に基づき創設 
286 BURIDA（2015 年）、2021 年 1 月 28 日に下記サイトを閲覧し、引用 
https://www.buridaci.com/web/burida/burida_historique  
287 法律第 2013－662 号第 24 条 
288 CODINORM（2020 年）Qui sommes nous? https://www.codinorm.ci/  
289 CODINORM（2020 年）、2021 年 1 月 28 日に下記サイトを閲覧し、引用 
https://www.iso.org/member/1674.html  
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5.5 ガーナ共和国 

5.5.1 商標／模倣及び著作権／海賊版に対する民事的救済措置 

(1) 法的根拠 
(i) 商標権侵害 

ガーナ商標法は 2014 年に TRIPS 協定に適合させ、マドリッド議定書を取り入れるよ

うに改正された290。ガーナ商標法第 9 条は次のとおり定めている。 

(1) 登録した登録商標の権利者以外の者は、商標が登録された商品または役務に

関して、権利者の同意なく当該商標を使用してはならない 
(2) 登録権利者は、（a）許可なき登録商標の使用または（b）侵害が生じ得ると

見込まれる行為の実施によって、登録商標を侵害する者に対して、裁判を起

こすことができる 
 

同法はまた、同一標章の混同の推定を規定し、著名商標またはその翻訳に保護を与

えている291。 

(ii) 著作権侵害／海賊行為 
ベルヌ条約及び著作権に関する世界知的所有権機関条約（WIPO 著作権条約）の署名

国として、 ガーナの著作権保護の法的枠組みはガーナ国外の創作物に広がる。それ

ゆえ、ガーナに国内著作権法（2005 年著作権法）があるが、知的財産権保護に関し

ては国際条約からの規定が国内に適用される。結果として、現行の著作権法または

いずれかの国際条約の規定に基づき、侵害を主張することができる。 

著作権法第 41 条で著作権侵害とは、同法に基づき保証された著作者、実演家または

放送事業者の権利に反する行為することと定義される。第 5 条及び第 6 条は、著作

者の経済的権利及び人格権を定める。第 5 条の条文は次のとおり。 

「著作権が保護された著作物の著作者は、当該著作物に関して、次に挙げる事項を

行うまたは行うのを許諾する独占的な経済的権利を有する。 

(a) いかなる態様または形式であれ、著作物の複製 
(b) 著作物の翻訳、翻案、編曲または他の何らかの変形 
(c) 公衆に対する公開での著作物の実演、放送及び伝達 
(d) 最初の販売または他の最初の譲渡により、原著作物または著作物の複製を公衆

に頒布すること 
(e) 公衆に対する原著作物または著作物の複製の商業的貸与 

 

 

                                                           
290 商標（改正）法、2014 年（法律第 876 号）、2014 年 7 月 25 日発効 
291 ガーナ商標法第 5 条(7)項、改正  
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(iii) 詐称通用及び／または不正競争  
ガーナ不正競争法292は、本質的にコモンローの詐称通用の法理を法制化している。

第 1 条は、不正競争を「工業または商業活動の過程で、他者の営業または活動、特

に当該営業によって提供される製品または役務に関し、混同を引き起こすまたは引

き起こすと見込まれる行為または慣行」と定義する。同条はまた、混同は登録済み

または未登録の商標、商号、商標または商号以外のビジネス識別標識、製品である

役務の表示、著名人または著名な架空の人物に関してあり得ると示す。 

第 2 条も、コモンローの顧客吸引力（goodwill）の原則に触れており、営業上の顧客

吸引力に損害を与えることが不正競争行為だとしている。第 3 条と第 4 条は、製品

及び事業に関して消費者を誤認させることや、他者の事業の信用を傷つけることを

不正競争としている。 

広範な規定は第 6 条にも取り入れられており、誠実な営業に反する形の国際義務違

反も不正競争と見なされる。具体的な国際義務に含まれるのは、世界貿易機関

（WTO）、西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）のほか、「物品または役務の外国

生産者が生産国で特別な優位を与えられる行為または慣行で、ガーナの生産者に比

べてガーナ国内での競争上の強みを著しく歪める結果となる補助金及び税の優遇措

置が向けられることを含むがそれに限らない」としている。  

(2) それぞれを利用するための手続き： 
(i) 提訴の方法  

高等裁判所商事法廷は、特許権、著作権及び商標権などの知的財産権を管轄する第

一審の裁判所である293。ただし首席裁判官は、事件を他部で審理するように回付で

きる。事件は、訴えの本質、裁判で求める救済を述べた召喚状（Writ of Summons）
を提出することで手続きが始まり294、請求原因・趣旨陳述書（Statement of Claim）と

合わせて提出する。 

高等裁判所からの上訴は、控訴裁判所、さらに最高裁判所で行い、最高裁が最終審

決を下す。 

多くの者が訴訟手続きに同じ利益を有する場合、集団訴訟も提起できる。訴訟手続

きは全員または一部を代表し、1 人若しくは複数の者によって、または 1 人若しくは

複数の者を相手取ることで開始または継続される。 

(ii) 仮／捜索押収命令の利用可能性  
本案訴訟提起する前に、権利者は裁判所に仮命令を申し立てることができる。この

申立は通常は一方的に申し立てるもので、裁判官は非公開で処理する。仮命令の目

的は、侵害者の敷地に立ち入り、侵害している事物を調査し、そこから押収する権

利を申立人に与えることにある。 

 

 

                                                           
292 2000 年の法律第 589 条 
293 高等法院（民事裁判）規則の命令 58、2004 年 
294 高等法院（民事裁判）規則の命令 63 規則 1、2004 年 
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高等裁判所規則の命令 63 規則 5 は、次のとおり定めている。 

(1) 裁判所は当事者の一方的申立に基づき、次に挙げる事項を行うため必要な仮命

令を発出できる。  

(a) 知的財産権に対する現実のまたは起きる恐れのある侵害の発生の防止、及

び規則 4(1)にかかわらず、特に輸入品を含む商品の流通経路進入の防止 

(b) 遅延すれば権利者に回復不可能な不利益が生じる可能性が高いことまたは

証拠が隠滅される相当なリスクがあることを理由に、申し立てられた現実

のまたは起きる恐れのある侵害に関連する証拠の保全 

(2) (1) 項に基づく仮命令の申立人は、（a）申立人が権利者である、（b）申立人

の権利が侵害されているまたは侵害が差し迫っていることについて裁判所を納得

させなければならず、被告を保護するため十分な担保を差し入れなければならな

い。 

申請者/申立人は、積極的に被告保護のため費用に対する担保を差し入れるべきであ

り、裁判所の命令に即して仮命令を執行する当局に対し、申し立ての中で言及した

物品の特定に必要な情報を十分提供すべきである。 

裁判所は、通常訴訟の判決が出るまでの間、侵害を幇助するように設計されたまた

は改変された物品を権利者に引き渡すよう被告に命令できる。 

(3) 救済手段／救済命令 
通常訴訟を起こす際、原告は次に挙げるものを含め、さまざまな救済を求ることが

できる。 

1. 侵害によって被った損失に対する損害賠償 
2. これ以上の侵害を防ぐまたは侵害を恒久的に止めるための差止命令  
3. 侵害している物品の押収を税関に指示する命令 
4. 原告に対する預金、支払いまたは利益 
5. 著しい侵害があり、被告が侵害から多額の利益を得ていた場合、追加の

損害賠償も認められ得る 
6. 他の侵害者及び侵害物の頒布経路を原告に開示することも、裁判所は命

じることができる 
7. 侵害物は権利者に没収され、破壊されるか、権利者に不利益を及ぼさな

い形で、流通経路外で処分され得る 
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5.5.2 刑事的救済措置 

(1) 法的根拠 
刑法295 第 161 条は、「商標を偽造または模倣する者、偽造または模倣された商標で

商品または商品の販売に用いられる若しくはそれに関する若しくは関連する物に標

章を付ける者、そのように標章が付された商品またはそのような物を販売するまた

は売りに出す者、そのように標章が付された商品またはそのような物、または商標

の偽造若しくは模倣のためまたはそれを用いて商品若しくは物品に標章を付けるた

め準備若しくは作成された物資若しくは手段を占有、保管または管理する者はすべ

て、いずれの場合も商標が適法に付けられた商品または商標が示す特徴を持つ商品

として詐欺的に詐称通用するまたは他者が詐欺的に詐称通用できるようにすること

を意図した場合、軽罪において有罪となる」と規定する。第 163 条(1)項は、商標が

著作権及びそれに関する他の特有の権利を含むように広く定義する。 

刑事罰は著作権法第 42 条及び第 43 条にも定められている。次に挙げる事項を行う

者は、刑事責任を負う。 

1. 本人の私的使用目的を除き、著作物を複製、複写、抽出、模倣または国内に

輸入すること 
2. 本人の私的使用目的を除き、著作物を複製、複写、抽出、模倣または国内に

輸入させること 
3. 販売または他の形で、著作物を国内で頒布するまたは頒布されるのを許可す

る若しくは頒布させること 
4. 著作物を公に展示するまたは展示を許可するまたは展示させること 
5. 電子的権利管理情報を除去するまたは改変すること 
6. 電子的権利管理情報が許可なく除去または改変されたのを知りながら、著作

物、実演、固定された実演の複写または録音を頒布する、頒布目的で輸入す

る、放送する、伝達するまたは公開すること 
7. 電子的権利管理情報を除去、改変または追加するため設計または適応された

装置、製品または部品を製造、輸入、頒布、輸出、販売、貸与、商業目的で

所有、公衆に提供、広告、伝達または他の形で提供すること 
8. 権利者が保護された著作物に適用した技術的保護手段を回避すること 
9. かかる手段を回避するため設計、適応若しくは促進された装置、部品、役務

若しくは他の手段を許可なく製造、輸入、頒布、輸出、販売、貸与、商業目

的で所有、公衆に提供、広告、伝達若しくは他の形で提供すること、または

著作物を公衆に貸与することまたは貸し出すこと 
 

また、食品、化粧品または医薬品の模倣品が、不健康である、混ぜ物がされてい

る、または包装が詐欺的である場合、食品医薬品法を根拠に刑事裁判を起こすこと

ができる可能性がある296。かかる違反に対する罰は、500 刑罰単位以下の罰金及び／

または 2 年の禁錮刑に処せられる。 

                                                           
295 ガーナ：1960 年の法律第 29 号 
296 食品医薬品法第 11 条及び第 14 条 
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(2) 救済手段／救済命令 

著作権法に基づき、侵害者が上記の犯罪につき有罪となる場合、3 年以下の禁錮刑に

処せられる可能性がある。あるいは、500 刑罰単位から 1000 刑罰単位の罰金に処せ

られる可能性がある297。継続的な犯罪の場合、犯罪が継続する間、1 日につき 25 刑

罰単位以上、100 刑罰単位以下の罰金がさらに科せられる298。上記の侵害の条件に加

え、侵害者は侵害している物品の販売から得た収入について責任を負わされる可能

性もある。 

刑事訴追は、侵害者が犯罪を繰り返すのを抑止する可能性がある。多くの者が知的

財産権犯罪をするのは、比較的実行しやすいからだけでなく、犯罪者が訴追されな

いと信じているからである。刑事訴追は、善悪に関する世間の期待を確立し、知的

財産権に関して公衆を啓発する上で重要な役割を担う299。 

5.5.3 行政／規制 

(i) 税関 
物品が国内に持ち込まれる際、税関が最初の流入地になるため、行政上の救済は通

常、侵害物が国内に入らないように税関で措置を講じることに焦点を当てる。税関

業務を規定する現行法は、2015 年税関法である。同法は知的財産権者のための執行

措置について具体的な規定を設けていないが、税関は禁制品の国内流入を止める一

般的な権能を有する。禁制品は一般に税関法に基づき、法によって、すなわちさま

ざまな制定法によって禁止された物品と定義される。それゆえ、侵害物を禁じる知

的財産法の規定が通常、税関での執行の根拠に用いられる。 

税関を通じて知的財産権を執行する具体的手続きがないため、権利者が取るアプロ

ーチは事例ごとに税関に依頼することになる。従って、侵害物が輸入される可能性

があると権利者が耳にした場合、理想的なステップは税関当局に連絡し、侵害の可

能性が高いという証拠とともに、その件の詳細を提供することである。申立を行う

者は、問題となる商標または著作権の保有または権利の証拠を提出しなければなら

ない可能性もある。権利者は、物品を留置するため税関を活用することの「正当

化」も求められるだろう。また、かかる措置の費用を賄う経費を納めるように求め

られるだろう。この経費に加え、税関は損害賠償金などの他の臨時の費用のため、

保証金の差し入れを権利者に求めることもできる。押収する品物が並行輸入品の場

合、さらに保証金も要求されるだろう。 

税関はその後、侵害物の国内流入を防ぐ措置を取ることができる。 

 

                                                           
297 刑罰単位は罰金（刑罰単位）法－2000 年（法律第 572 号）。1 刑罰単位の金銭価値は 12 ガーナセ

ディとなる（下記サイトも参照のこと： 
https://www.jtighana.org/downloads/publications/CriminalBench.pdf） 
298 著作権法第 43 条 
299 2021 年 1 月 28 日に下記サイトを閲覧し、引用、 
https://photos.state.gov/libraries/ghana/481515/PDFs/TRADEMARKS.pdf  
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(ii) THE GHANAIAN POLICE SERVICE 
ガーナ警察庁 刑事捜査部（Criminal Investigation Department: CID）の経済犯罪課

（Commercial Crime Unit: CCU）が、知的財産権侵害を含む経済犯罪を捜査する。かか

る捜査の大半は、知的財産権者、その所有者または第三者である通報者の行動によ

って始まる。これは、侵害している物品の発見と最終的な有罪判決につながる情報

に報奨金が与えられるからである。CCU は強制捜査を行い、物品を押収し、侵害が

疑われる者を逮捕する権限も与えられている。 

強制捜査は、CID の予防課である迅速対応課（Rapid Response Unit: RRU）が裁判所命

令を受け取ると直ちに実施することができる。同課の能力は非常に高く、迅速に行

動する。大規模な違法な品物の積荷に対しては、強力かつ説得力ある情報を得た場

合は特に積極的である。 

(iii) FOOD AND DRUG AUTHORITY AND THE GHANA PHARMACY COUNCIL 
食品医薬品局（FDA）。前身が食品医薬品理事会（FDB）で、1992 年食品医薬品法

（PNDCL 305B）に基づき 1997 年 8 月に設立された。FDA は 2012 年公衆衛生法（法

律第 851 号）によって権限を与えられた国家規制機関で、食品、医薬品、栄養補助

食品、植物薬及びホメオパシー薬、動物用医薬品、化粧品、医療機器、家庭用化学

品、たばこ及びたばこ製品を規制する300。 

薬局評議会は、医薬品関連の模倣活動に関してガーナ基準機関（Ghana Standard 
Authority: GSA）と緊密に連携している。評議会の大きな権限はリコールの権限で、

評議会の会員が模倣品の在庫を詳しく調べ、処分する理由としている。これは、リ

コールが個々の薬局の金銭的損失につながるからである。評議会のもう 1 つの重要

な機能は、模倣及び偽物の発見に関する会員の啓発である。 

(iv) THE GHANA COPYRIGHT OFFICE 
ガーナ著作権局。法務省内の部局で、ガーナの著作権行政を所管し、同国の著作権

管理団体を監視する。 

(v) THE BUREAU OF CONSUMER SERVICES (BCS) 
消費者サービス局。公益事業規制委員会内の部局で、消費者保護問題を扱う。BCS に

苦情を申し立てると、苦情は精査及び評価される。同局は調停を行い、出た結論を

監視及び執行することができる。 

(vi) THE GHANA STANDARDS AUTHORITY (GSA) 
ガーナ標準規格機構。国内の規格の策定、公開及び促進を所管する政府機関。標準

化、計測及び適合性評価業務を行う。試験、検査、認証も業務の一部。GSAは、製品

の名称、構成要素、製造日、製造者名、原産地の表示など、製品の正しい表示を命

じる。こうした業務は、ガーナで生産される製品または商品または役務が、国内消

費用か輸出用かを問わず、安全で、信頼でき、高品質であることを確保することを

                                                           
300 保健省（2021 年） 食品医薬品局 https://www.moh.gov.gh/foods-and-drug-authority/  
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目指している301。GSA は 1973 年標準規格機構法及びその後の 1992 年表示規則改正に

基づき権限を与えられ、国内製品と輸入品の両方を規制する。そのため、仕向地検

査局（DID）は、他の規制機関と連携して輸入品をすべて検査し、ランダムサンプリ

ングも行う。一部の商品は高リスクに指定されており、輸入前に義務的輸入認証が

要求される。かかる商品には、電気・電子製品、化学製品、玩具、ゲーム、スポー

ツ用品などがある302。 

規格の適合性を確保するため、市場と国内貿易の監視を担当する。   

                                                           
301 ガーナ標準規格機構（2020 年）、2021 年 1 月 28 日に下記サイトを閲覧し、引用、 
https://www.gsa.gov.gh/about/  
302 高リスク商品のリスト全体は、下記サイトを参照のこと： https://www.gsa.gov.gh/2018/11/import-
certification-of-selected-high-risk-goods/   
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5.6 ラゴス（ナイジェリア連邦共和国） 

5.6.1 商標／模倣及び著作権／海賊版に対する民事的救済措置 

(1) 法的根拠 
(i) 商標権侵害  

2004 年ナイジェリア連邦法商標法 Cap. T13 セクション 5 (1)は、侵害の法的責任を

次のように規定している。 

商標法本セクションに基づく侵害請求を認められるためには以下を立証しなければ

ならない。 

 登録商標を所有し、それが有効且つ商標登録原簿上に記載されていること 

 違法となる製品上に使用されている標章が自分の登録商標と同一又は紛らわ

しいほど類似していること 

 問題となっている製品が、自分の商標の登録対象である商品と同じ又は同じ

種類の商品であること 

(ii) 著作権の侵害  
著作権法のセクション 14303により、著作権が侵害されるのは以下の場合である。い

かなる者であっても、著作権のライセンス又は著作権者の承諾なしに、 

(a) それを行うことが著作権で規制される行為を行う、又は他人に行わせる 
(b)  ナイジェリアで製造された場合には本法本セクションに基づいて侵害する複製

品となるような作品の複製品をナイジェリアへ輸入する、又は輸入させる 
(c) 本サブセクションのパラグラフ(a)に基づいて著作権が侵害される対象品目を公

開する 
(d)  本サブセクションのパラグラフ(a)に基づいて著作権が侵害される対象品目を、

売買目的で流通する、販売、貸借又はその他の形又は著作権者に不利な目的で

提供する 
(e) 作品の侵害複製品を作る目的で使用するプレート、マスターテープ、機械、設

備又は装置を作る、又は所有する 
(f)  上演が作品の著作権侵害となる場合に、公共の娯楽又は事業を行う場所を上演

することで公開することを許可する、但し、その場所の使用を許可する者がそ

れを知らず、その上演が著作権侵害となることを疑う合理的な根拠がなかった

場合を除く 
(g) 取引若しくは事業の目的で、又は取引若しくは事業の便宜を図るために、著作

権が存在する作品を演じる、又は演じさせる 
 
 

                                                           
303 Copyright Act. Chapter C28. Laws of the Federal Republic of Nigeria 2004, as amended by the Copyright 
Amendment Decree No. 98 of 1992 and the Copyright (Amendment) Decree 1999 
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(iii) 詐称通用 
商標法のセクション 3 は、詐称通用による未登録商標の侵害に対する補償を求める

権利を守る。詐称通用の法律は、既存の会社／事業の名称又は既存の標章（登録、

未登録を問わない）に類似する名称、標章、体裁等の使用により事業又は製品が他

者のものとして偽って伝えられることから保護しようとする。この訴訟が認められ

るために、原告は以下の点を立証しなければならない。 

 虚偽表示があった 
 取引の過程で業者によって行われた 
 商品の見込み顧客又は最終消費者に対して行われた 
 別の業者の事業又は営業権を傷つけることを計算していた（すなわち、傷つ

ける可能性が高い） 

 それはその業者の事業又は営業権に実質的損害を生じる／又はおそらく生じ

ると思われる 
(iv) 期間  

民事訴訟は通常約 18～36 か月に及ぶが、それは中間判決申請のための審理、裁判の

長期化、上訴及びその他の介入する状況がない場合である。刑事訴訟ではもっと迅

速に審問が行われることが多く、約 12 か月であるが、いつもこれが当てはまるわけ

ではない。 

侵害に対する民事訴訟が検討できるのは、捜査又は情報により、主要販売業者又は

売主が模倣品又は侵害製品の販売に関与し、大量の在庫を持っている又は製造作業

を行っていることが明らかになった場合である。侵害に対する民事訴訟は、売手の

種類が違法となる製品を比較的統合された大きな規模で扱っているのが観察された

場合にも検討することができる。  

(2) それぞれの利点を活かす手続き： 
(i) 起訴の方法 

知的財産権侵害に対する民事訴訟は、連邦高等裁判所に提起することができる。そ

のような訴訟は、原告の請求、求められる救済、要求される損害賠償を述べた召喚

状の提起によって起こされる。召喚状には請求の趣旨、裁判での証拠書類のコピ

ー、文書以外の証拠のリスト、証人リスト及びその宣誓した証言、並びに同じ主題

で複数の訴訟を起こさない宣誓供述書を添付しなければならない304。  

ラゴスには連邦高等裁判所の二つの部門がある。連邦高等裁判所の判決は、ラゴス

にある控訴裁判所への上訴の対象である。さらなる上訴は最高裁判所へ進み、そこ

で最終判決を受ける。最高裁判所は一つだけで、アブジャ連邦首都区にある。 

違法行為が広範囲に及ぶ状況で推奨されるのは、クラスアクションを提起すること

であろ。その場合、違法となる商品のすべての販売業者が差し止め命令に拘束さ

れ、弁護士は自由にその命令を全国紙で公表し、その訴訟が関係する集団内のすべ

てのメンバーに対する通知の代わりとすることができる。 

 

                                                           
304 Order 3, Rule 3 of the Federal High Court (Civil Procedure) Rules 2019 
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(ii) 暫定措置／捜索及び差し押さえ命令の有効性並びに必須要件  
中間段階では、訴訟の開始前に権利者は被告にその通知をすることなく、アント

ン・ピラー命令及び仮差し止め命令を請求することができる。アントン・ピラー命

令が出ると、裁判所の執行官補佐は被告人／違反者の敷地内へ入り、抜き打ちです

べての不正商品を差し押さえることが可能となる。仮差し止め命令は、通告されて

いるその後の中間差し止め命令申請の判決が出るまで被告人に侵害行為を続行させ

ないようにする。これは実質的な訴訟の判決の前に、侵害行為をやめさせようとす

るものである。 

損害賠償に関する保証を与えることは、仮であれ、中間であれ、差し止め命令を出

す前提条件である。 

(iii) 救済手段／救済命令  
連邦高等裁判所（民事訴訟）の規則は、知財権侵害に異議を申し立てる根拠となる

多様な実質的規則と共に、裁判官が損害賠償、利益の勘定のほかに永久差し止め命

令を与えることを認める規則を含んでいる。 

(iv) 公的手数料と報酬の範囲 
公的手数料の費用は、提起された訴訟手続きの数（証人や中間判決の申請が複数の

場合には複数倍となる可能性がある）、請求される損害賠償の評価額などをはじめ

とする要因によって決定される。 

弁護士は、訴訟費用を準備費用と合わせておよそ 4,000～8,000 米ドルの支払を求め

ると思われる。侵害訴訟の報酬は、60,000 ～80,000 米ドルの範囲である。 

5.6.2 刑事的救済措置 

(1) 法的根拠 
刑事訴訟は、2004 年ナイジェリア連邦法商品商標法 Cap M10（法律）に従って起訴

する。同法は、商品に虚偽の商品表示を行っているすべての販売業者に対する刑事

事件の強制捜査及び／又は刑事訴訟の開始について規定している。従って、この法

執行は、偽造が虚偽の商品表示行為に等しいと主張することによって起訴の可否が

検証される。 

商品商標法は以下を伴ういかなる行為も違法とする。 

 商標の偽造 
 虚偽の商品表示 
 商標を偽造するために使用される装置の製造、販売又は所有 
 商標の欺瞞（ぎまん）的応用及び使用 

 
この法律を執行するため、権利者は警察法セクション 4 に基づく犯罪防止及び発見

の一般権限に従って警察 に申し立てる。申し立てを受け、警察は独立捜査を行い、

その後、強制捜査を組織して違法となる商品を差し押さえ、訴追目的で犯人を逮捕

することができる。 
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模倣・偽造薬及び不健康な加工食品（雑則）法（Counterfeit and Fake Drugs and 
Unwholesome Processed Foods (Miscellaneous Provisions) Act）のセクション 1305は、模

倣、偽和、禁止、偽造、低水準又は期限切れの医薬品又はあらゆる形態の不健康な

加工食品を生産、輸入、製造、販売、流通、所有又は販売のために陳列する、ある

いは、別の当事者がそうすることを援助又は教唆する当事者は、犯罪者であると規

定している。この文脈における「偽造医薬品」の定義には、「その医薬品に添付さ

れるものが何であれ、その医薬品について虚偽の主張をする、又は虚偽若しくは欺

瞞的な、記述、図案又は意匠を有する」場合が含まれる。 

このような事件は連邦高等裁判所で審理され、有罪判決の際の刑罰には、N500,000
（およそ 1,400 米ドル）以下の罰金及び 5 年から 15 年までの禁錮が含まれる。この

法律の執行は主に食品医薬品管理局（NAFDAC）に委ねられている。 

(2) 開始手続き及び各ステップ 
刑事訴訟は通例、権利者又はその代理人が警察又はその他の法律で認められた規制

機関へ訴状を提出することによって開始される。規制当局又は警察は、通常、さら

に何らかの捜査を実施するが、これは告訴人と協力して行うことが多い。  

捜査後には通常、報告書が送られ、裁判所に捜索及び差し押さえ命令を請求するこ

とができる。捜索及び差し押さえ命令が認められると、捜索及び差し押さえられた

商品が証拠となり、それを侵害者訴追において使用することができる。 

(3) 救済手段／救済命令 
商品商標法セクション 11 は、同法に基づく犯罪に関する情報又は告訴があれば、裁

判所に対し、特に以下の権限を与える。 

(i) 違反者に裁判所への出頭命令を出す 

(ii) 違反者の逮捕状を出す  

(iii) 警察が不法行為の行われているそのような住宅、敷地内又は場所に入り、その

犯罪に関連するものをすべて差し押さえることを可能にする捜索令状を出す 

様々な法律が、模倣品の破壊を命令する権限のほか、侵害者のその後の活動をやめ

させる永久差し止め命令を出す権限も裁判所に与えている。 

刑事訴訟に関しては、その大部分が起訴する権限を与えられた省又は政府機関に統

制、管理されている。刑事訴追は、商標所有者又は利害関係者による申し立て又は

告訴を受けて開始される。続いて警察又はその他の政府執行機関が独立捜査を実施

し、起訴するかどうかを決定する。決定に至ると、州の検察官が関係者を起訴し、

罪状の申し立てを行い、次に裁判が始まる。原告側の弁護士は、訴訟手続きにおい

て限られた役割しか認められないが、場合によっては非公式に州の検察官と訴訟の

方向性について大まかな戦略を検討する場合もある。 

 

                                                           
305 2021 年 1 月 1 日 https://www.nafdac.gov.ng/wp-
content/uploads/Files/Resources/Regulations/NAFDAC_Acts/COUNTERFEIT-AND-FAKE-DRUGS-AND-
UNWHOLESOME-PROCESSED-FOODS-Cap.-C.34.pdf から検索 
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(4) 公的手数料と報酬の範囲 
刑事事件を通常扱うのは司法長官又は法律によって権限を与えられた規制機関であ

るが、権利所有者の代理として弁護士に「監視情報収集指示」を出すことは非常に

有益である。弁護士は検察官と共に事件を徹底的に調査し、権利所有者を代理し

て、弁護士に「訴訟警戒依頼」（watching brief）を出すことは非常に有益であ

る。弁護士は検察官と共に事件を徹底的に調査し、訴追の様々な側面について助言

を行うことになる。 

例えば、そのような活動の手数料は 10,000～15,000 米ドルである。 

5.6.3 行政／規制 

(i) 警察 
警察には犯罪防止及び犯罪の発見、違反者の検挙、法と秩序の維持、生命の保護、

並びに直接起訴の根拠となるすべての法令の適正執行の一般的義務がある。商標所

有者又はその他の当事者による申し立てを受け、警察は独立捜査を行い、その後強

制捜査を行い違法となる商品を差し押さえ、犯人を逮捕することができる。しかし

ラゴス州で機能するナイジェリア警察には、令状なしに捜索や差し押さえを行う自

由な権限がない。刑事訴訟法セクション 107 に基づき、判事が 警察に対し、敷地内

を捜索し、令状に記載される品目を差し押さえることを許可する令状を出すことが

できる。同様の規定は、ラゴス州の刑事司法行政法（Administration of Criminal Justice 
Law ）にも見られる。 

刑事事件の強制捜査は警察署長に申し立てを送ることで開始される。申し立てに基

づき、警察は判事より模倣品又は侵害製品の強制捜査のための捜索令状を入手し、

その強制捜査を進めて、違法となる製品を差し押さえ、違反者を逮捕する。そのよ

うな措置は実行におよそ 1～2 週間かかることがある。 

その後、警察は違反者を適切な裁判所で、典型的には治安判事裁判所で起訴するこ

とが期待される。しかし警察が偽造者に対する刑事訴訟を請求することはあまりな

いとされている。それでもなお、刑事事件の強制捜査の利点は次の通りである。 

 頻度 – 強制捜査は必要な限り頻繁に行うことができる 
 速さ – 強制捜査は裁判所命令の実行よりも迅速に行える 
 2 本柱 – 強制捜査は民事訴訟の前触れとし進めることができる 
 掃討 – 強制捜査は、違法となる製品の取引をしているのが分かった人すべて

に対して実施されるため、「掃討」すなわち、「市場から違法となる商品／

模倣品を定期的に取り除くこと」に役立つ 
 抑止力 – 強制捜査には抑止的価値がある。既存の違反者又はその予備軍は、

その製品の採算性が悪いと考え、商売替えをするかもしれない 
 

アプローチとしては、特定された市場で一定の期間中に定期的な警察及び／又はそ

の他の規制当局の強制捜査を日常的に行うことである。その理由は、これによって

販売業者にプレッシャーを与えることとなり、模倣品取引が業者にとって魅力のな

いものになるからである。違法取引が市場内で蔓延している場合、この方法は多く

の場合有効である。 



 
 

141 
 

主要な製造業者／輸入業者が見つかる場合は、そのような業者に対する明確で直接

的な差し止めによる救済が得られるように、民事訴訟の方が適切な場合もある。 

また、二つ以上の異なるアプローチの組み合わせにより、難題に対処する際により

効果的なこともある。 

(ii) 税関 
ナイジェリア税関は、すべての輸入及び輸出税が正しく課され、連邦政府に代わっ

て徴収すること、並びに禁制品が国内に持ち込まれないことを行う義務がある。こ

れが税関の最重視事項であり、税関は偽造との闘いを重視していなかった。 

しかし、対外共通関税に対する修正が数年前に行われ、「あらゆる国の悪化又は偽

造硬貨を含むすべての模倣／海賊版の材料又は品目」を絶対禁止リストに載せた。

従って、税関は現在、ナイジェリアで偽造を取り締まる権限がある。 

とはいえ、税関では偽造に対処するために機能するな正式なシステムがまだ制度化

されていない。しかし、その方向に向けての何らかの取組は行われている。今のと

ころは、民事訴訟で（例えば、積荷を取り除ける指示を出す）、又は特定の積荷に

関心を示すその他の政府機関の介入によって入手できる、差し止め命令を求める利

害関係者に関する役割を果たす。 

(iii) FEDERAL COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION COMMISSION (FCCPC) 
連邦競争消費者保護委員会。FFCPC が 2018 年に消費者保護協議会（CPC）の後継機関

となった。FCCPC の機能には、消費者に対する不正又は欺瞞的な行為の補償を行うこ

とが含まれる。委任事項の一部として、FCCPC は消費者の保護を意図し、消費者が異

なる製品を見分ける上で役立つように製品に正しくラベル表示することを義務付け

る、すべての法律を執行することができる。虚偽の広告（例：偽造商標の使用）に

よる消費者への欺瞞は FCCPC の偽造事件への介入の根拠となる。指名された職員を

通して FCCPC は、先に裁判所命令を入手することなく、敷地内に入り、違法となる

製品を差し押さえ、破壊する権限をもつ。違反者を起訴する権限は司法長官に帰属

し、FCCPC の要請に基づいて行使される。さらに、FCCPC は、委任事項の一部として

消費者教育の価値を信じ、権利者にこの方向を奨励する。 
 

FCCPC の職員は、多くの場合裁判官が令状を出すことで捜索及び差し押さえを行う

権限が与えられている。しかし民事であれ、刑事であれ、FCCPC 法の規定違反がな

された、又はなされていると確固たる根拠がある場合には、暫定措置として委員会

が職員に捜索及び差し押さえを行う許可を与えることができる。但し、そのような

一方的措置を取るには、委員会の執行副議長が、暫定措置を取る前にこうした事実

を実証する宣誓供述書に対して証言することが義務付けられている。 

(iv) THE STANDARDS ORGANISATION OF NIGERIA (SON) 
ナイジェリア標準化機構。この機関は、ナイジェリアにおける地元製品と輸入製品

の両方について標準標章及び仕様の登録と規制に責任を負う。役割を果たすため、

SON は権利者に以下を要求する。  
 製品を登録する 
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 適切な SON 適合性評価プログラム及び義務的適合性評価プログラムの

証明書を入手する 

 正当な港湾検査手数料を支払う 

 商標所有権の証拠を提示する 

 
SON には、敷地内に入り、危険若しくは低水準と判明する、又は SON 法に違反する

製品を差し押さえ又は破壊する権限がある。こうした権限は、治安判事裁判所から

一方的命令を得ることによって法的強制力をもつ。しかし、SON は違反者を起訴で

きない。従って、起訴は連邦司法長官室が行う。 

裁判官又は判事から許可を必要とする警察や FCCPC と異なり、SON は、工業又は商

業の事業が行われている海港、空港及び国境を含む敷地へ（妥当な時刻に）妥当な

人員と共にアクセスする法的権限を与えられている。同機構は、SON 法に違反する

と疑われる商品を裁判所の許可なく差し押さえ、最長 90 日間まで保管することもで

きる。さらに SON は、内容物が法律の規定に違反することに合理的確信がある場合

に、車両を停止させて捜索することが認められている。裁判官又は判事の令状は必

要とされないものの、機構の役員及び職員がそのような権限を行使するには、SON
長官の授権書が必要となる306。 

(v) NATIONAL AGENCY FOR FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AND CONTROL 
(NAFDAC) 
食品医薬品管理局。ナイジェリアのすべての食品、医薬品及び医療機器は、NAFDAC
に登録されなければならない。従って同局には、模倣品のほかに登録されていない

製品を差し押さえ、破壊する権限がある。上述の各機関と異なり、NAFDAC 職員は刑

事訴訟を起こすことができる（但し、これには連邦司法長官室の同意が必要であ

る。） 

NAFDAC には、規制の担当範囲内の品目又は製品、すなわち、食品、化粧品、化学薬

品、医薬品、医療機器に関して、さらに幅広い権限がある。法律は、職員が職務遂

行中且つ妥当な時刻に、違法となる製品があると合理的に確信する敷地内に（必要

とあれば強制的に）入ることを認めている。そのような職員は続けて、違法である

ことが疑われる製品又はその製造に使用される材料であっても、差し押さえ、保管

することができる。差し押さえられた製品は、その後検査及び分析に送られ、実際

に法律違反であるかどうか確認されることになる。 

(vi) ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION (EFCC) 
経済金融犯罪委員会。EFCC には、経済及び金融犯罪に関連する違反の起訴が委ねら

れている。EFCC 法セクション 46 は、経済及び金融犯罪に「知的財産の窃盗及び著作

権侵害」が含まれると定義している。これに基づき、EFCC は偽造防止にも取り組ん

でいる。EFCC は同法に基づいて違反者に訴訟を起こす権限を与えられ、知財権利執

行に関して犯罪捜査、強制捜査及び訴追を行うことができる。 

                                                           
306 Section 3 of the SON Act 
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〇公的手数料と報酬の範囲 
強制捜査及び捜査活動に決められた報酬又は公的手数料はない。しかし、規制当局

は、輸送及び倉庫保管のロジスティックスを含む偽造防止活動の費用負担を申し立

ての当事者に要求することが多く、こうした活動の費用は、模倣品のある場所、差

し押さえの規模、市場の性質等によって大きく異なる。これにより、強制捜査措置

の費用はやや高くつくが、強制捜査措置の開始に先立って、推定費用が提示され

る。 

例えば、捜査を行う報酬はパラリーガルの時間について時給で請求される。すなわ

ち、1 時間あたり 175 米ドル程度である。   

〇地元の微妙な相違点  
ナイジェリアは、汚職や不十分な法律、さまざまなな社会的要因などいくつもの理

由から、偽造防止措置を実施するのが非常に困難な場所であることを理解する必要

がある。しかし、現地における実務の経験上、こうした難題を理由として「逃げ腰

になる」よりも、行動するほうが商標所有者にとって有効であるケースもある。 

ナイジェリアがいまだに偽造に関する具体的な法律を制定していない。しかし、法

律制定のに向けてハイレベルで活動が行われている。 

とは言え、商標、特許及び意匠並びに著作権に関する従来の知財法は存在し、実情

が知的財産権の侵害を伴う場合には、それを偽造の対抗措置に活用することができ

る。  

さらに、現地における実務の経験上、知的財産権の侵害の様々な行為に関与する者

は、たいていの場合、違法ビジネスを行うために、その他の犯罪や様々な法令の違

反に関与している。商標権者は、犯罪者のこのような点に関して、知的財産権違反

者及び偽造者に対するクライアントの知的財産権の執行のために、様々な政府及び

規制機関／当局の協力を求めるのが適当である。知的財産権の保護はこうした機関

の第一義的な責任ではないが、これらの対応は、知的財産権侵害者の違法取引を抑

制する上で非常に効果的である。  
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5.7 トーゴ共和国 

5.7.1 商標／模倣及び著作権／海賊版に対する民事的救済措置 

(1) 法的根拠 
(i) 商標権侵害 

これはバンギ協定に整合している。OAPI に関する該当箇所を参照されたい。 

(ii) 著作権の侵害  
トーゴには国内著作権法がある307。同法第 19 条は、第三者が（授権書なしに）第 18
条に基づいて保証される著者の以下の経済的権利から利益を得ることを禁止してい

る。 

 いかなる形式のものであっても、作品を複製する 
 音声若しくは映像の放送を含むいかなる手段又は手順であっても、作品を公

の場で演じる、又は朗読する 
 作品を一般市民に伝える 
 作品の翻訳、脚色、アレンジ又はその他の変形を作る  

 
(iii) 不正競争 

これはバンギ協定に整合している。OAPI に関する本章パート A を参照されたい。 

(2) それぞれを利用するための手続き 
(i) 起訴の方法 

ほとんどの旧フランス領西アフリカの国々と同様、裁判制度は第一審裁判所か始ま

る。この裁判所からの上訴は控訴裁判所へ進み、さらには最高裁判所に至る。二つ

の商事裁判所がロメとカラに設立され、上訴は OHADA308の司法仲裁普通裁判所

（Common Court of Justice and Arbitration）が審理を行う。第一審裁判所は、民

事及び商事事件では 10万 CFA フランを超える損害賠償、刑事事件で処される刑罰に

関わらず、犯罪及び違反とみなされるすべての犯罪の審理を第一審で行う309。 

 
(ii) 暫定措置／捜索及び差し押さえ命令の有効性並びに必須要件  

著作権法に基づき、裁判所長は BUTODRA 又は著作権者の申請により、違法コピー及

び製造装置の差し押さえの仮命令を出すことができる310。 

権利者の要請で訴訟が起こされる場合、裁判所は要請した者に保証金の支払を要求

することもある。  

                                                           
307 著作権、民間伝承及び関連の権利の保護に関する 1991 年 6 月 10 日の Law No.91-12  
308 OHADA はフランス語"Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires"の頭字語で、

絵に語に訳すと"Organisation for the Harmonization of Business Law in Africa"となる。 
309 LegiGlobe (2013, October 9) Togo https://legiglobe.rf2d.org/togo/2013/10/09/  
310 Articles 78 and 79 of the Copyright Law 
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差し押さえ品の所有者は、30 日以内に差し押さえ解除の申請を行うことができ、裁

判所は当事者に、権利者が訴訟の終わりに得る可能性のある損害賠償金に対する保

証金を預けることを要求できる。権利者にも事件を所轄官庁に持ち込む余裕が 30 日

間あり、そうしなければ、当該事件に関して刑事訴訟が現存していない限り、差し

押さえは解除される可能性がある。 

(iii) 救済手段／救済命令  
著作権侵害の場合に権利者が利用できる民事法上の救済手段には、損害賠償及び侵

害者が得た収入の移転が含まれる。特定の仮命令は、権利者、著者の相続人、又は

著作権局の申請により、裁判所が与えることができる311。たいていの法律と異な

り、トーゴ著作権局には重要な権限が与えられている。裁判所は、違法に複製され

た作品のコピー及び生産工程で使用される材料の差し押さえ、違法な複製から生じ

た収入の差し押さえ、並びに継続中の侵害にあたる生産の停止を命じることができ

る。しかし、裁判所は、与えた命令の担保として原告／権利者から一定額の支払を

要求することがある。  

この場合も、権利者は、差し押さえられた商品に関する訴訟が、差し押さえから 30
日以内に起こさなければならず、これを怠ると、商品を差し押さえられた当事者が

裁判所に差し押さえ解除の仮命令を申請する可能性がある。  

ある著者の知的作品の違法な使用から生じる収益が差し押さえの対象だった場合、

裁判所長は、一定の金額又は差し押さえの金額の少なくとも 25 パーセントを生活扶

助としてその著者に対する支払を命じることがある。 

5.7.2 刑事的救済措置 

(1) 法的根拠 
権利侵害者の刑事訴追は、検察官に宛てて訴状を提起することによって開始するこ

とができる。別の方法としては、捜査判事に提起した訴状に関する損害賠償を請求

する民事訴訟の当事者として結び付ける申請を権利者が行うことができる。  

著作権法は著作権侵害に対する刑事制裁を規定している。著作権侵害を繰り返した

場合の刑罰は、3 か月から 2 年の禁錮及び 50 万～100 万 CFA フランの罰金である。

裁判所は、侵害者が常習犯であると証明された場合には、使用した施設の永久閉鎖

を命じることもできる。もう一つ可能な刑罰は、知財権利侵害から侵害者に生じた

収入の差し押さえである。差し押さえられた装置、作品のコピー及び侵害行為によ

る収益は、被った損害に対する補償として権利者に引き渡される。  

トーゴ刑法も著作権侵害及び偽造の刑罰を規定している。偽造に対しては 1 年から 3
年の懲役刑及び 100～300 万 CFA フランの罰金 となる。常習犯の刑罰は 3 年から 5
年の実刑判決及び 500～2,500 万 CFA フランの罰金である。裁判所は、権利者へ引き

渡すため、侵害している作品のコピー、違法複製に使用された材料及び装置、並び

に侵害している事業からの収入の没収を命じることもある。  

オンライン活動に関して、法律は、オンライン上の市民に対する通信及びマーケテ

ィングに責任を負う者が、模倣品の商品化又は 作品若しくは物品の一般市民に対す

                                                           
311 BUTODRA, 後述 
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る不正普及を阻止しなければならないと規定している。法律を守らない場合の刑罰

は 1,000～ 2,000 万 CFA フランの罰金である。 

(2) 開始手続き及び各ステップ 
刑事訴訟は通例、権利者又はその代理人が警察、著作権局又はその他の法律で認め

られた規制機関へ訴状を提出することによって開始される。規制当局又は警察は、

通常さらに何らかの捜査を実施するが、これは告訴人と協力して行うことが多い。 

捜査後には通常、報告書が送られ、裁判所に捜索及び差し押さえ命令を請求するこ

とができる。遂行されると、捜索及び差し押さえられた商品が証拠となり、それを

侵害者訴追において使用することができる。 

(3) 救済手段／救済命令 
バンギ協定に基づいて概説された救済手段に加え、著作権法も侵害している品目の

差し押さえ及び破壊のほか、常習者の施設の臨時又は永久閉鎖について規定してい

る。偽造の材料のほかに偽造による収入（又は収入の一部）が権利者に与えられる

ことになる。 

5.7.3 行政／規制 

(i) 税関 
行政介入の手段として、トーゴ税関は模倣品の輸入、輸出及びトランジットに対す

る措置を取る。トーゴ税関法に、模倣品に対する税関の介入に言及する規定はない

が、この点に関する税関当局の実務は、上述の各セクションで既に述べた、西アフ

リカ経済通貨同盟（WAEMU）の影響を主に受けている。 

税関での執行を申請するには、申請人は OAPI 特別商標登録簿に公開されている有効

な商標登録を所有していなければならない。 

権利者は、申請人が署名し、関税局、ロメ自治港の UMCC312（すなわち、コンテナ管

理合同ユニット Containers Control Joint Unit）及び治安市民保護省（Ministry of 
Security and Civil Protection ）に宛てた書状により、疑わしい商品の通関手続き差止め

を要請しなければならない。差止め申請は、所有者が行動しない場合に、権利者の

ほかに許可を受けた流通業者及びライセンシーも行うことができる。申請が代理人

によって行われる場合は、公証又は認証された委任状を申請書に添えなければなら

ない。  

さらに申請人は、権利侵害の主張を立証する証拠及び税関当局が容易に認識できる

ように商品の詳しい説明を税関当局に提出しなければならない。申請書を受理し、

処理すると、税関は、疑わしい商品に遭遇した場合に申請人の利益のために行動す

ることを約束する。疑わしい模倣品を税関が押さえた場合、権利者は直ちに通知を

受け（以前に使用された通信手段を通して）、商品が模倣品であるかどうか確認を

求められる。模倣品と確認した場合、税関は次に商品を差し押さえる。差し押さえ

解除の停止は初期期間で 10 日間続く。権利者が停止期間の延長に対する有効な理由

を提示できる場合には、税関は要請に応じる。  

                                                           
312 l'Unité Mixte de contrôle des conteneurs  
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押収された商品に関する刑事訴訟は、税関当局が起こすことができる。これについ

ては、税関が強調する違反を述べた陳述書が検察官に提出され、被告が裁判所に出

頭を求められる。  

または、所有者が権利者に対する損害賠償の支払に加え、商品を破壊する費用の支

払にも同意する場合には、権利者と侵害している商品の所有者との間に和解が成立

することも可能である。  

(ii) LA DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MÉDICAMENT 
製薬医薬品局。国の製薬規制当局であり、製薬・医薬品分野における政策及びプロ

グラムの作成、実施及び監視に責任を負っている。また、製薬、薬物、毒物、研究

成果物及び医療機器に関する法律及び規則の策定と適用の確認に対して責任がある。 

(iii) LE BUREAU TOGOLAIS DU DROIT D’AUTEUR（BUTODRA） 
トーゴ著作者権局。トーゴにおける著作権保護を促進する目的で法律 91-12 に基づ

いて 1991 年に創設された。BUTODRA313法は、文化、観光及び余暇を担当する省の監

督下にある。この機関には、著作権の保護及びその範囲内のその他の問題について

訴訟を起こす権限がある314。 

(iv) L’ASSOCIATION TOGOLAISE DES CONSOMMATEURS（ATC）  
トーゴ消費者協会。国内の消費者保護活動に責任を負う。この協会は 1999 年に消費

者の利益を増し、権利意識を高める目的で設立された。ATC は商品及びサービスの

質を監視し、価格設定及び競争が商業界において効果的であることを確実とする。

さらに、国のいくつかの意思決定機関で消費者を代表している。ATC は 不正商慣習

を見張り、必要とあれば法的手段を用いる315。 

(v) AGENCE TOGOLAISE DE NORMALISATION（ATN）  
トーゴ標準化機構。製品の技術的要件の策定を含め、トーゴにおける製品の標準化

を扱う組織。ATN は、規格の登録及び規制、並びに製品が定められた基準を満たし

ていることを確認するための施設の監視に責任を負う。 

 

 

 

 

 

                                                           
313 Bureau Togolais du Droit d'Auteur 
314 Article 77 of Law 91-12 of 1999 
315 Consumers International (2021) 、2021 年 1 月 2 日

https://www.consumersinternational.org/members/members/togolese-consumer-association-atc/ より検索 
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316 Article 320 of the Criminal Code 

国  民事訴訟 （救済手段） 刑事訴訟 （救済手段） 罰金及び刑期 

OAPI 

• 永久差し止め命令 
• 侵害する作品の破壊 
• 侵害に使用された装

置の破壊又は非営利

的ルートで処分  

• 商品の没収  
• 商品の破壊 
• 違反となる施設の閉

鎖  
• 常習犯には罰金の増

額 

• 標章の不正な模倣：50 万～150
万 CFA フランの罰金 

• 1 か月～1 年の禁錮  
• 第 37 条違反： 100 万～600 万

CFA フラン の罰金 

ベナン 
• 権利者に対する金銭

の支払 

• 損害賠償 
• 新聞に罰金の公表 
• 製品及び可能にした

装置の没収 
• 商標所有者へ資産の

引き渡し 

• 不正競争法の下の偽造： 2,500
万 CFA フランの罰金及び／又

は 2～24 か月の禁錮  
• 刑法の下の偽造：3 か月～2 年

の禁錮及び／又は 10 万～100
万 CFA フランの罰金 

• 偽造及び著作権侵害：3 か月～

2 年の禁錮及び／又は 50 万～

1,000 万 CFA フランの罰金 

ブルキナファ

ソ 

• 損害賠償 
• 差し止め命令 
• 侵害する製品及び装

置の破壊 
• 模倣品の差し押さえ  

• 禁錮  
• 罰金 

• 偽造：2 か月～1 年／ 50 万～

300 万 CFA フランの罰金 
・欺瞞的な広告：3 ヵ月～2 年の禁

錮  
不正競争：50 万～10,000 万 CFA
フラン及び／又は 2 か月～2 年の

禁錮 

コートジボワ

ール  

• 損害賠償  
• 差し止め命令 
• 訴訟費用  
• 預金及び支出分又は

収入からの支払い 
• 侵害する施設の閉鎖 
• 海賊版商品及び材料

の差し押さえ  

• バンギ協定の救済手

段を含む  

• 著作権侵害：50 万～500 万

CFA フランの罰金 
• その他の IP 侵害の違反：10 万

～100 万 CFA／1 年の禁錮 
• 不正競争：10 万～100 万 CFA

フランの罰金及び／又は 3 か月

～1 年の禁錮316 

ガーナ 

• 損害賠償 
• 差し止め命令 
• 侵害する商品の差し

押さえ 
• 預金及び支出分又は

収入からの支払い 
• 侵害による収入が大

きい場合には追加の

損害賠償 

• 禁錮 
• 罰金 
• 利益の勘定 

• 著作権法の下のすべての違反： 3
年未満の禁錮又は 500～1,000 ペ

ナルティユニット（刑罰単位） 
• 常習犯の場合：1 日あたり 25～

100 ペナルティユニット 
 
※現在のところ 1 ペナルティユニット

=12 ガーナセディ（注釈 303 参照） 
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表 8  様々な管轄区における救済手段及び制裁の概要（商標及び著作権侵害） 

 

 
  

ラゴス（ナイ

ジェリア）  

• 損害賠償 
• 収入の勘定 
• 永久差し止め命令 

• 違反者出頭命令  
• 違反者の逮捕 
• 疑わしい敷地内の捜

索 
• 製品の差し押さえ 

• 偽造：N500,000 未満の罰金及

び／又は 5～15 年の禁錮 

トーゴ  

• 損害賠償 
• 侵害者が得た収入の

移転 
• 仮命令 
• 発生した収入の差し

押さえ  
• 継続する生産の停止 

• バンギ協定の救済手

段を含む 
• 没収及び破壊  
• 違法となる施設の閉

鎖  
• 利益の勘定 

・繰り返される著作権侵害：3
か月～2 年の禁錮及び 50 万～

100 万 CFA フランの罰金 
• 偽造：1～3 年の懲役及び 100～

300 万 CFA フランの罰金  
• 常習犯：3～5 年の実刑及び 500

～2,500 万 CFA フランの罰金 
• 模倣品のオンライン出版：CFA 

1,000～2,000 万の罰金  

国  民事訴訟 （救済手段） 刑事訴訟 （救済手段） 罰金及び刑期 
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6.1  知的財産規制執行機関 

6.1.1 ベナン共和国 

1. ベナン共和国税関（Customs Authority of the Republic of Benin） 
住所：01 BP: 400, Cotonou Avenue Jean-Paul II – Port de Cotonou. 
電話番号：(+229) 21 31 50 54 / 21 31 50 55 
E メール： contact@douanes-benin.net 
 

2. ベナン医薬品規制局（Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP)） 
住所：Akpakpa, Donatin, Cotonou, Benin 
電話番号：+229 21 33 08 82 
E メール： contact@abrp.bj 
 

3. ベナン著作権・著作隣接権庁（The Bureau béninois des droits d’auteur et des droit 
voisins (BUBEDRA) ） 
住所： Ministère de la Culture, de l'Alphabétisation de l'Artisanat et du Tourisme Carré 784 P 

Boulevard du Canada 06 BP: 2650 Cotonou - Benin 
電話番号： +229 21 30 60 65 / +229 69 75 99 99 
E メール： bubedra@gouv.bj / eaballo@gouv.bj  

4. 応用栄養食品庁（Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) ） 
住所： 01 BP 362; Cotonou, Benin 
電話番号：+229-21332178 

5. 食品安全管理庁（L'Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA)） 
住所： Commission de l'UEMOA 380 Avenue Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 

Ouagadougou Burkina Faso. 
電話番号：+229 21 31 22 89  

6. 国家文学芸術作品海賊対策委員会（Commission nationale de lutte contre la 
piraterie des œuvres littéraires et artistiques (CNLP) ） 
 

7. 標準化・計測サービス・品質管理組織（Agence nationale de Normalisation, de 
Métrologie et duContrôle de la Qualité  (ANM)） 
住所： Immeuble Ex-BRMN Quartier Saint Michel, Boulevard Saint Michel, 02 BP 1101, 

Cotonou, Benin 
電話番号：+229 21 31 04 49 / +229 61 56 08 11 
E メール： contact@anmbenin.com 
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6.1.2 ブルキナファソ 

1. ブルキナファソ税関（Customs Authority of Burkina Faso） 
住所： 01 BP 506, Independence Avenue, Ouagadougou, Burkina Faso 
電話番号：+226 25 32 47 23 / +226 25 32 47 55/ +225 25 32 47 56 
E メール：  dg.douanes.bf@cenatrin.bf  
 

2. 国家規格策定機関（Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la 
Qualité (ABNORM) ） 
住所： Koulouba, Ouagadougou, Burkina Faso 
電話番号：  +226 50 32 40 42 
E メール： abnorm.bf@gmail.com 

3. ブルキナファソ著作権庁（Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA)） 
住所： Koulouba, Ougadougou, Burkina Faso 
電話番号：  +226 25 32 47 50 / +226 25 30 22 23 
E メール：bbda@fasonet.bf 

4. 国家競争消費者委員会（La Commission nationale de la concurrence et de la 
consommation peut ） 
住所： Avenue De L'Aéroport, Koulouba, Ouagadougou, Burkina Faso 
電話番号：  +226 25 31 79 30 
E メール：sp.cncc@cncc.bf  

5. 国家医薬品規制局（National Pharmaceutical Regulatory Agency） 
住所：  National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) Lot 36, Jalan Universiti, 46200 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. 
E メール： npra@npra.gov.my 
電話番号：  +603 7883 5400 

6.1.3 コートジボワール共和国 

1. コートジボワール税関（Customs Authority of Côte d'Ivoire） 
住所： Abidjan-Plateau, place de la république 
電話番号：  +225 20 25 15 00 

2. コートジボワール標準化機関（Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM)） 
住所： Cocody 2 plateaux rue K 115 villa 195 (repère sococe 2 plateaux) Boulevard des Martyrs, 

Abidjan, Côte d'Ivoire 
電話番号：  +225 20 01 10 74 
E メール： info@codinorm.ci  
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3. 不正競争監視機関（La Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie 
chère） 
電話番号： +225 22 52 68 17 
E メール：info@cnlvc.ci  

4. コートジボワール著作権局（Le Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA)）  
住所：BP V 258 Abidjan 
電話番号：+(225) 22 41 22 11 
E メール：info@buridaci.com  

5. 国立芸術文化センター（Centre National Des Arts et de la Culture (CNAC) ） 
住所： Star 11 - Angré 9è tranche, Cocody - BP V39, Abidjan - Côte d’Ivoire 
電話番号：+225 20 21 52 48 

6. コートジボワール医薬品規制庁（l'Autorité Ivoirienne de Régulation 
Pharmaceutique (AIRP)）  
住所： Abidjan, Côte d’Ivoire 
電話番号：+225 22 00 55 61 
E メール：contact@aip.ci 

6.1.4 ガーナ共和国 

1. 消費者サービス局（The Bureau of Consumer Services (BCS)）  
住所：2nd Floor Olympic Committee Building, No. 53, Liberation Road, Ridge, P. O. Box CT 3095, 

Cantonments, Accra (The Public Utilities Regulatory Commission) 
電話番号：+233 302 244181-4  
E メール：info@purc.com.gh 

2. 税関・予防庁（Customs Excise and Preventive Service (CEPS)）  
住所：28 February Rd., Accra Central 
電話番号：+233 800900102 / 800373374 / 302904545  
E メール： info@gra.gov.gh 
 

3. 食品医薬品局及びガーナ薬局評議会（Food and Drug Authority and the Ghana 
Pharmacy Council） 
住所： Ashanti Regional Office - Regional Health Administration, Adum, Kumasi 
電話番号： +233 302 680150, 681929 
E メール： info@fda.gov.gh 

4. ガーナ警察庁（The Police Service）  
住所： Accra, Greater Accra, Ghana 
電話番号：+233 302 773906 
E メール： hq.pro@police.gov.gh 
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5. ガーナ基準局（The Ghana Standards Authority）  
住所： Off Tetteh Quarshie Interchange- Legon-Madina Road, near Gulf House, Shiashe 
電話番号： +233 302 5000656 
E メール： gsadir@gsa.gov.gh 

6.1.5 ナイジェリア連邦共和国 

1. 経済金融犯罪委員会（Economic and Financial Crimes Commission (EFCC)） 
住所： No. 15A, Awolowo Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria (Lagos Office). 
電話番号： +234 9 9044752; +234 9 9044753 

2. 連邦競争消費者保護委員会（Federal Competition and Consumer Protection 
Commission (FCCPC)） 
住所： No. 17 Nile Street, Maitama, Abuja. 
E メール：  contact@fccpc.gov.ng 
電話番号： +234 805 600 2020 

3. ナイジェリア標準化機構（Standard Organization of Nigeria (SON)） 
住所： No.52 Lome Crescent Wuse Zone 7, Abuja, Wuse, Nigeria 
E メール： info@son.gov.ng  
電話番号： +234 1 27 08 247  

4. ナイジェリア税関（The Nigerian Customs Service）  
住所：Nigeria Customs Service Headquarters Abidjan Street,Wuse, Abuja – FCT 
電話番号： +2347037891156 
E メール： info@customs.gov.ng; pro@customs.gov.ng  

5. ナイジェリア警察（The Nigerian Police）  
住所： Louis Edet House, Abuja 
電話番号： +2347055462708, +2348035963919 
Website:  https://t.co/V5OEGldYCQ?amp=1  
E メール： pressforabuja@police.gov.ng 

6. 食品医薬品管理局（The National Agency for Food and Drugs Administration and 
Control (NAFDAC)） 
住所 Plot 1, Industrial Estate, Lagos- Oshodi Apapa Express Way, Isolo, Lagos, Nigeria. 
電話番号： +234800-1-623322 
E メール： reforms@nafdac.gov.ng; nafdac@nafdac.gov.ng  
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6.1.6 トーゴ共和国 

1. トーゴ標準化機構（Agence Togolaise de Normalisation (ATN) ） 
住所： 153 Rue Moussé DIOP X Victor Hugo 
電話番号：+228 93 00 62 12 
E メール： ceo@h-atn.com ; dg@h-atn.com 

2. 薬局・医薬品・試験所局（Direction De La Pharmacie Du, Médicament Et Des 
Laboratoires (DPML) ） 
住所:Ave Pompidou, Lome, Togo 

 
3. トーゴ消費者協会（L’Association Togolaise des Consommateurs (ATC) ） 

電話番号： +228 900 43713  
E メール： atctogo@yahoo.fr 

4. 製薬医薬品局（La Direction de la Pharmacie et du Médicament (Togo) ） 
住所： 153 Rue Moussé DIOP X Victor Hugo 
電話番号： +228 221 33 822 44 70 
E メール： info@dirpharm.net  

5. トーゴ著作者権局（Le Bureau Togolais du Droit d’Auteur (BUTODRA) ） 
住所： 161 E rue des Echis B.P. 14053 Lomé B.P. 14053 Lomé 
電話番号： +228 2221843 
E メール： butodra@gmail.com 

6. 国立医薬品規制庁（L'Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP)） 
住所：232 rue Aflao Gakli, Lomé, Togo 
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6.2 国際機関  
 

1. アフリカ知的財産機関（Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 
(OAPI) ） 
住所： Rue Hyppodrome 158, Place de la Préfecture, Yaoundé-Cameroun 
E メール：  oapi@oapi.int 
電話番号： (237 2) 222 057 00 

2. 世界税関機構（World Customs Organisation） 
住所： World Customs Organization, Rue du Marché, 30 B-1210 Brussels Belgium  
電話： +32 (0)2 209 92 11 
 

3. 西アフリカ経済通貨同盟（West African Economic Monetary and Union (WEAMU)） 
住所： Commission de l'UEMOA 380 Avenue Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 

Ouagadougou Burkina Faso. 
E メール： commission@uemoa.int  
電話番号：+226 25 31 88 73 
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6.3 法規 

6.3.1 ベナン共和国 

1. 著作権法、法律第 2005-30 号、法律第 2005-30 号、第 108 条～109 条 

2. 法律第 2016-15 号 

3. 刑法典 

6.3.2 ブルキナファソ 

1. 文学的及び美術的財産の保護に関する著作権法第 032-99 号 

2. 2017 年 4 月 27 日の法律第 016-2017/AN 号 

3. 投資法典 

4. ブルキナファソ刑法典  

5. ブルキナファソ関税法典  

6.3.3 コートジボワール共和国  

1. 著作権及び関連権法、法律第 2016 – 555 号 

2. 2013 年 9 月 20 日の法律第 2013-662 号 

3. 商事裁判所の設置、組織及び機能に関する法律第 2016-1110 号 

4. 2013 年 12 月 23 日の模倣品・海賊版対策、輸出入取引および商品及びサービスの商品化

における知的財産権保護に関する法律第 2013-865 号（The Law No. 2013-865 of December 
23, 2013, on combating Counterfeiting and Piracy, and the Protection of Intellectual Property 
Rights in Export and Import Operations and Commercialization of Goods and Services ） 

5. 刑法典  

6. 競争法、法律第 2013-662 号 

6.3.4 ガーナ共和国 

1. 商標法  

2. 2005 年著作権法 

3. 商品標章法（Merchandize Marks Act） 

4. ベルヌ条約および WIPO 著作権条約 
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5. ガーナ不正競争防止法 

6. 刑法典、1960 年法律第 29 号 

7. 2015 年関税法 

6.3.5 ラゴス（ナイジェリア連邦共和国） 

1. 商標法、2004 年ナイジェリア連邦法第 T13 章  

2. 著作権法 

3. 連邦高等裁判所（民事訴訟）規則 

4. 商品標章法（Merchandise Marks Act）、2004 年ナイジェリア連邦法第 M10 章 

5. 不正医薬品および不健全な加工食品（雑則）法（Counterfeit and Fake Drugs and 
Unwholesome Processed Foods (Miscellaneous Provisions) Act）  

6.3.6 トーゴ共和国 

1. 著作権、フォークロア及び関連権の保護に関する 1991 年 6 月 10 日の法律第 91-12 号

（Law No.91-12 of June 10,1991 on the protection of copyright, folklore and related rights） 

2. トーゴ刑法典 
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